
1



 

 

 

 

 

 

 

 

2



3

：



 

 

 

 

 

4



 

 

 

 

 

 

 

 

5



 

 

 

 

 

 

 

 

6



 

 

 

 

 

 

7



 

 

 

 

 

 

 

 

8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9



 

 

 

 

 

 

 

10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11



12



 

13



 

 

 

 

 

 

14



 

15



 

16



 

 

17



 

 

 

18



 

19



 

 

 

 

 

 

20



 

 

 

21



 

 

 

 

 

 

 

22



23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24



 

 

 

 

 

 

 

 

25



 

 

 

 

 

 

26



 

 

 

 

 

 

 

27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



•

•

•

48



49



•
•

•

•
•

•
•
•

•

•

50



•

•
•
•

51



•

•

52



•

•
•

53



•

•

•

54



•

•
•

55



•

•

•

•

56



•
•

57



•

58



•

59



•

•

60



•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

61



•

•

•

•

62



•
•

63



資料３② 詳細説明図（2/3）

資料３② 目次表
• 資料３②の冒頭に全体的な構成を示す目次の表を添付する。
• 目次表は，各基本設計方針の要求を踏まえた説明項目に対して，主条文及び関連する関連条文の説明内容を並列して記載する。また，説明内容の冒

頭に、【条文番号】と合わせて（ ）書きで，基本設計方針の要求の概要がわかるキーワードを記載。
• 関連する他の設計説明分類の構造設計等がある場合は，対応する説明グループ，設計説明分類の構造設計等，基本設計方針番号を紐付し，明確

にする。なお，資料３②の該当する説明頁においても，構造設計等の説明に対して，注釈で他の設計説明分類の設計の構造設計等と紐付を行う。

該当頁は資料3②のページ番号
を指す。

関連する設計説明分類の設計
との紐付を記載。項目に対する主条文の設計説

明内容を記載。
説明内容の冒頭に、【条文番
号】と（ ）書きで基本設計
方針の要求キーワードで記載。

主条文に設計内容に関連する
関連条文の設計内容を記載。

項目は，基本設計方針の要求
に対する構造設計等の説明項
目を記載。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料

1-2 　なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土
木構造物の総称とする。

定義 基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・「Ⅲ 耐震性に関する説明書」における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木
構造物の総称とする。
・MOX燃料加工施設の構築物は排気筒であり，土木構造物は洞道である。

― ―

2-1 2.1　安全機能を有する施設の地盤

　地震の発生によって生じるおそれがあるその安全機能の喪失に起因
する放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設（以下「耐震
重要施設」という。）及びそれらを支持する建物・構築物について
は，自重及び通常時の荷重等に加え，その供用中に大きな影響を及ぼ
すおそれがある地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」という。）による地
震力が作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有
する地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設及びそれらを支持する
建物・構築物

基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　g.」】
・耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物については，自重及び通常時の
荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に
対する十分な支持性能を有する地盤(当該地盤に設置する建物・構築物を含む。本項
目では以下同様。)に設置する。
これらの地盤の評価について，添付書類「Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る
基本方針」に示す。

― ― ○ 燃料加工建屋（建屋内設置設備） 燃料加工建屋（建屋内設置設備） ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　g.」】
・耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物については，自重及び通常時の
荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に
対する十分な支持性能を有する地盤(当該地盤に設置する建物・構築物を含む。本項
目では以下同様。)に設置する。
これらの地盤の評価について，添付書類「Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る
基本方針」に示す。

2-2 　また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することに
よって弱面上のずれが発生しない地盤として，事業(変更)許可を受け
た地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設及びそれらを支持する
建物・構築物

基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　g.」】
・また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上
のずれが発生しない地盤として，事業(変更)許可を受けた地盤に設置する。

― ― ○ 燃料加工建屋（建屋内設置設備） 燃料加工建屋（建屋内設置設備） ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　g.」】
・また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上
のずれが発生しない地盤として，事業(変更)許可を受けた地盤に設置する。

2-3 　耐震重要施設以外の施設については，自重及び通常時の荷重等に加
え，耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場
合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置す
る。

設置要求 施設共通　基本設計方針
（耐震重要施設以外の建物・構築
物）

貯蔵容器搬送用洞道

基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　g.」】
・耐震重要施設以外の施設については，自重及び通常時の荷重等に加え，耐震重要
度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対
する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

― ― ○ 貯蔵容器搬送用洞道 ― ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　g.」】
・耐震重要施設以外の施設については，自重及び通常時の荷重等に加え，耐震重要
度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても，接地圧に対
する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

4 　耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地
盤として，事業(変更)許可を受けた地盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　g.」】
・耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事
業(変更)許可を受けた地盤に設置する。

― ― ○ 燃料加工建屋（建屋内設置設備） 燃料加工建屋（建屋内設置設備） ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　g.」】
・耐震重要施設は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事
業(変更)許可を受けた地盤に設置する。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
ａ．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設耐震重要重大事故等
対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地
盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
・接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の極限支持力度に対
して妥当な余裕を有することを確認する。

― ―

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
ａ．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設耐震重要重大事故等
対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地
盤
(b) 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限
界
・接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の短期許容支
持力度を許容限界とする。

― ―

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物，機器・配管系の基礎地盤
・上記(3)a.(b)を適用する。

― ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物，機器・配管系の基礎地盤
・上記(3)a.(b)を適用する。

6-1 2.2　重大事故等対処施設の地盤

　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物について
は，自重及び通常時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が
作用した場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地
盤に設置する。

設置要求 常設耐震重要重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物

基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　f.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，自重及び
通常時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，
接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤(当該地盤に設置する建物・構築物を含
む。本項目では以下同様。)に設置する。

― ― ○ 燃料加工建屋（建屋内設置設備） 燃料加工建屋（建屋内設置設備） ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　f.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，自重及び
通常時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，
接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤(当該地盤に設置する建物・構築物を含
む。本項目では以下同様。)に設置する。

6-2  また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することに
よって弱面上のずれが発生しない地盤として，事業(変更)許可を受け
た地盤に設置する。

設置要求 常設耐震重要重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物

基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　f.」】
・また，上記に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上
のずれが発生しない地盤として，事業(変更)許可を受けた地盤に設置する。

― ― ○ 燃料加工建屋（建屋内設置設備） 燃料加工建屋（建屋内設置設備） ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　f.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，上記に加
え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用することによって弱面上のずれが発生しな
い地盤として，事業(変更)許可を受けた地盤に設置する。

6-3  常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支
持する建物・構築物については，自重及び通常時の荷重等に加え，代
替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度分類の
クラスに適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対す
る十分な支持性能を有する地盤に設置する。

設置要求 施設共通　基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備を支
持する建物・構築物）

基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　f.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物については，自重及び通常時の荷重等に加え，代替する機能を有する安
全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力が作用し
た場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

― ―

7 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震
発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地
震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下
といった周辺地盤の変状により，重大事故に至るおそれのある事故(設
計基準事故を除く。)又は重大事故に対処するために必要な機能が損な
われるおそれがない地盤として，事業(変更)許可を受けた地盤に設置
する。

設置要求 常設耐震重要重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物

基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　f.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発生に伴う地
殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物
間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，重大事
故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業(変
更)許可を受けた地盤に設置する。

― ― ○ 燃料加工建屋（建屋内設置設備） 燃料加工建屋（建屋内設置設備） ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　f.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，地震発生に伴う地
殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物
間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，重大事
故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤として，事業(変
更)許可を受けた地盤に設置する。

8 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来
活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤として，事業(変更)許
可を受けた地盤に設置する。

設置要求 常設耐震重要重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物

基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　f.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活動する可能
性のある断層等の露頭がない地盤として，事業(変更)許可を受けた地盤に設置す
る。

― ― ○ 燃料加工建屋（建屋内設置設備） 燃料加工建屋（建屋内設置設備） ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　f.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物は，将来活動する可能
性のある断層等の露頭がない地盤として，事業(変更)許可を受けた地盤に設置す
る。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
ａ．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設耐震重要重大事故等
対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管系の基礎地
盤
(a) 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
・接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤の極限支持力度に対
して妥当な余裕を有することを確認する。

― ―

― ― Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方
針

4. 地盤の支持力度
4.1 直接基礎の支持力度

【4. 地盤の支持力度】
【4.1 直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結果を適
用することを基本とする。直接基礎の支持力度の算定については，地盤工学会基準
（JGS　1521-2003）地盤の平板載荷試験結果，又は平成22年10月22日付け平成22･
05･21原第９号にて認可を受けた設工認申請書に係る使用前検査成績書における岩石
試験結果を用いて，基礎指針2001による算定式に基づき設定する。
・MMRについては，鷹架層と同等以上の力学特性を有することから，鷹架層の極限支
持力度を適用する。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(3)基礎地盤の支持性能

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5.1.5 許容限界】
(3) 基礎地盤の支持性能
ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建
物・構築物，機器・配管系の基礎地盤
・上記(3)a.(b)を適用する。

― ―

― ― Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方
針

4. 地盤の支持力度
4.1 直接基礎の支持力度

【4. 地盤の支持力度】
【4.1 直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結果を適
用することを基本とする。直接基礎の支持力度の算定については，地盤工学会基準
（JGS　1521-2003）地盤の平板載荷試験結果，又は平成22年10月22日付け平成22･
05･21原第９号にて認可を受けた設工認申請書に係る使用前検査成績書における岩石
試験結果を用いて，基礎指針2001による算定式に基づき設定する。
・MMRについては，鷹架層と同等以上の力学特性を有することから，鷹架層の極限支
持力度を適用する。

項目番
号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項

3 　耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤
の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液
状化及び揺すり込み沈下といった周辺地盤の変状により，その安全機
能が損なわれるおそれがない地盤として，事業(変更)許可を受けた地
盤に設置する。

設置要求 耐震重要施設 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　g.」】
・耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓
み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下と
いった周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない地盤とし
て，事業(変更)許可を受けた地盤に設置する。

―

5-1 　Ｓクラスの施設及びそれらを支持する建物・構築物の地盤の接地圧
に対する支持力の許容限界については，自重及び通常時の荷重等と基
準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接地圧
が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支持力
度に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。

評価要求 Ｓクラスの施設及びそれらを支持す
る建物・構築物

基本方針
評価条件
評価方法
評価

1-1 第１章　共通項目
2.地盤
 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設は，地震力が作用した
場合においても当該施設を十分に支持することができる地盤(当該地盤
に設置する建物・構築物を含む。「2. 地盤」では以下同様。)に設置
する。

冒頭宣言
【5,26条-
2-1～9-2】

基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　g.」】
・耐震重要施設及びそれらを支持する建物・構築物については，自重及び通常時の
荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，接地圧に
対する十分な支持性能を有する地盤(当該地盤に設置する建物・構築物を含む。本項
目では以下同様。)に設置する。
・耐震重要施設以外の建物・構築物については，自重及び通常時の荷重等に加え，
耐震重要度分類の各クラスに応じて算定する地震力が作用した場合においても，接
地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。

【2.1 基本方針 「(2) 重大事故等対処施設　f.」】
・常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物については，自重及び
通常時の荷重等に加え，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した場合においても，
接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を支持する建
物・構築物については，自重及び通常時の荷重等に加え，代替する機能を有する安
全機能を有する施設が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力が作用し
た場合においても，接地圧に対する十分な支持性能を有する地盤に設置する。
これらの地盤の評価については，「Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方
針」に示す。

― ―

添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

基本方針

第１回申請と同一

第１回申請と同一

○ 燃料加工建屋（建屋内設置設備） 燃料加工建屋（建屋内設置設備） ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 「(1) 安全機能を有する施設　g.」】
・耐震重要施設は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の傾斜及び撓
み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下，液状化及び揺すり込み沈下と
いった周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるおそれがない地盤とし
て，事業(変更)許可を受けた地盤に設置する。

― ―

― Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方
針

4. 地盤の支持力度
4.1 直接基礎の支持力度

【4. 地盤の支持力度】
【4.1 直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結果を適
用することを基本とする。直接基礎の支持力度の算定については，地盤工学会基準
（JGS　1521-2003）地盤の平板載荷試験結果，又は平成22年10月22日付け平成22･
05･21原第９号にて認可を受けた設工認申請書に係る使用前検査成績書における岩石
試験結果を用いて，基礎指針2001による算定式に基づき設定する。
・MMRについては，鷹架層と同等以上の力学特性を有することから，鷹架層の極限支
持力度を適用する。

第１回申請と同一

― ― Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方
針

4. 地盤の支持力度
4.1 直接基礎の支持力度

【4. 地盤の支持力度】
【4.1 直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結果を適
用することを基本とする。直接基礎の支持力度の算定については，地盤工学会基準
（JGS　1521-2003）地盤の平板載荷試験結果，又は平成22年10月22日付け平成22･
05･21原第９号にて認可を受けた設工認申請書に係る使用前検査成績書における岩石
試験結果を用いて，基礎指針2001による算定式に基づき設定する。
・MMRについては，鷹架層と同等以上の力学特性を有することから，鷹架層の極限支
持力度を適用する。

第１回申請と同一5-2 　また，上記のうち，Ｓクラスの施設の建物・構築物の地盤にあって
は，自重及び通常時の荷重等と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又
は静的地震力との組み合わせにより算定される接地圧について，安全
上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を
許容限界とする。

定義
評価要求

施設共通　基本設計方針
（Ｓクラスの施設の建物・構築物）

基本方針
評価条件
評価方法
評価

5-3 　Ｂクラス及びＣクラスの施設の地盤においては，自重及び通常時の
荷重等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの共振影響検討に係
るもの）との組合せにより算定される接地圧に対して，安全上適切と
認められる規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界
とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針
（Ｂクラス及びＣクラスの施設）

基本方針
評価条件
評価方法

9-2 　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物及び機器・配管系の地盤においては，自重及び
通常時の荷重等と，静的地震力及び動的地震力（Ｂクラスの施設の機
能を代替する常設重大事故等対処設備の共振影響検討に係るもの）と
の組合せにより算定される接地圧に対して，安全上適切と認められる
規格及び基準に基づく地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。

評価要求 施設共通　基本設計方針
（常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備を支
持する建物・構築物及び機器・配管
系）

基本方針
評価条件
評価方法

第１回申請と同一

― ― Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本方
針

4. 地盤の支持力度
4.1 直接基礎の支持力度

【4. 地盤の支持力度】
【4.1 直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結果を適
用することを基本とする。直接基礎の支持力度の算定については，地盤工学会基準
（JGS　1521-2003）地盤の平板載荷試験結果，又は平成22年10月22日付け平成22･
05･21原第９号にて認可を受けた設工認申請書に係る使用前検査成績書における岩石
試験結果を用いて，基礎指針2001による算定式に基づき設定する。
・MMRについては，鷹架層と同等以上の力学特性を有することから，鷹架層の極限支
持力度を適用する。

○ 貯蔵容器搬送用洞道 ― ―

Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性
能に係る基本方針

4. 地盤の支持力度
4.1 直接基礎の支持力度

【4. 地盤の支持力度】
【4.1 直接基礎の支持力度】
・直接基礎の支持力度については，当該施設直下の地盤を対象とした試験結果を適
用することを基本とする。直接基礎の支持力度の算定については，地盤工学会基準
（JGS　1521-2003）地盤の平板載荷試験結果，又は平成22年10月22日付け平成22･
05･21原第９号にて認可を受けた設工認申請書に係る使用前検査成績書における岩石
試験結果を用いて，基礎指針2001による算定式に基づき設定する。
・MMRについては，鷹架層と同等以上の力学特性を有することから，鷹架層の極限支
持力度を適用する。

9-1 　常設耐震重要重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の地盤の
接地圧に対する支持力の許容限界については，自重及び通常時の荷重
等と基準地震動Ｓｓによる地震力との組み合わせにより算定される接
地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準に基づく地盤の極限支
持力度に対して，妥当な余裕を有するよう設計する。

評価要求 常設耐震重要重大事故等対処設備を
支持する建物・構築物

基本方針
評価条件
評価方法
評価

第１回申請と同一

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

第１回申請と同一

第２回申請

―
(基本設計方針No.2-1～9-2に係る冒頭宣言のため)

―
（定義のため）

―
（燃料加工建屋に設置する建屋内設置設備のため）

―
（燃料加工建屋に設置する建屋内設置設備のため）

―
（施設共通の内容であるため）

―
（燃料加工建屋に設置する建屋内設置設備のため）

―
（燃料加工建屋に設置する建屋内設置設備のため）

―
（第1回申請と同じ内容であるため）

―
（第1回申請と同じ内容であるため）

―
（施設共通の内容であるため）

―
（燃料加工建屋に設置する建屋内設置設備のため）

―
（燃料加工建屋に設置する建屋内設置設備のため）

―
（第1回申請と同じ内容であるため）

―
（燃料加工建屋に設置する建屋内設置設備のため）

―
（燃料加工建屋に設置する建屋内設置設備のため）

―
（第1回申請と同じ内容であるため）

―
（第1回申請と同じ内容であるため）

74



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

11 なお，以下の項目における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木
構造物の総称とする。

定義 基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・「Ⅲ 耐震性に関する説明書」における建物・構築物とは，建物，構築物及び土木
構造物の総称とする。
・MOX燃料加工施設の構築物は排気筒であり，土木構造物は洞道である。

― ―

12 a. 安全機能を有する施設
(a) 安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがあ
る安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止す
る観点から，施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度
（以下「耐震重要度」という。）に応じて，Ｓクラス，Ｂクラス又は
Ｃクラスに分類し，それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐え
られる設計とする。

冒頭宣言
【6,27条-
34,42,61-1】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1) 安全機能を有する施設
a.安全機能を有する施設は，地震の発生によって生ずるおそれがある安全機能の喪
失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点から，各施設の安全機
能が喪失した場合の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応じて，
Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分類（以下「耐震重要度分類」という。）し，
それぞれの耐震重要度に応じた地震力に十分耐えられる設計とする。

― ―

構造設計 Ｓクラスのグローブボックスは，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがない構造であることを構造設計に
て説明する。

―

評価 Ｓクラスのグローブボックスは，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがないことを評価にて説明する。

―

構造設計 Ｓクラスの容器，配管及び弁は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがない構造であることを構造設計に
て説明する。

―

評価 Ｓクラスの容器，配管及び弁は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがないことを評価にて説明する。

―

構造設計 Ｓクラスのファンは，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対してその安全機能が損なわれるおそれ
がない構造であることを構造設計にて説明す
る。

―

評価 Ｓクラスのファンは，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対してその安全機能が損なわれるおそれ
がないことを評価にて説明する。

―

構造設計 Ｓクラスの容器（制御盤）は，基準地震動Ｓｓ
による地震力に対してその安全機能が損なわれ
るおそれがない構造であることを構造設計にて
説明する。

―

評価 Ｓクラスの容器（制御盤）は，基準地震動Ｓｓ
による地震力に対してその安全機能が損なわれ
るおそれがないことを評価にて説明する。

―

構造設計 Ｓクラスのダンパ（制御盤）は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがない構造であることを構造設計に
て説明する。

―

評価 Ｓクラスのダンパ（制御盤）は，基準地震動Ｓ
ｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがないことを評価にて説明する。

―

構造設計 Ｓクラスのダクト，配管及びダンパは，基準地
震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が
損なわれるおそれがない構造であることを構造
設計にて説明する。

―

評価 Ｓクラスのダクト，配管及びダンパは，基準地
震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が
損なわれるおそれがないことを評価にて説明す
る。

―

構造設計 Ｓクラスの配管及び弁は，基準地震動Ｓｓによ
る地震力に対してその安全機能が損なわれるお
それがない構造であることを構造設計にて説明
する。

―

評価 Ｓクラスの配管及び弁は，基準地震動Ｓｓによ
る地震力に対してその安全機能が損なわれるお
それがないことを評価にて説明する。

―

構造設計 Ｓクラスのダンパは，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対してその安全機能が損なわれるおそれ
がない構造であることを構造設計にて説明す
る。

―

評価 Ｓクラスのダンパは，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対してその安全機能が損なわれるおそれ
がないことを評価にて説明する。

―

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

15 建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建
物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局
耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひ
ずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な
安全余裕を有する設計とする。

グローブボックス：S

第１回申請と同一

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
1. 概要

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

第１回申請と同一

第１回申請と同一― ―10 第1章　共通項目
3. 自然現象等
3.1　地震による損傷の防止
3.1.1 耐震設計
(1) 耐震設計の基本方針
MOX燃料加工施設は，次の方針に基づき耐震設計を行う。

冒頭宣言
【6,27条-12
～33】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【1. 概要】
・MOX燃料加工施設の耐震設計が「加工施設の技術基準に関する規則」(以下「技術
基準規則」という。)第五条及び第二十六条(地盤)並びに第六条及び第二十七条(地
震による損傷の防止)に適合することを説明するものである。
・上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地震動Ｓｓに対して機能を保
持するとしているものとして，第四条(核燃料物質の臨界防止)に係る地震時に単一
ユニット間距離の確保が必要な設備の耐震性については「Ⅲ－３　地震時に単一ユ
ニット間距離の確保が必要な設備の耐震性に関する説明書」，第十条(閉じ込めの機
能)に係る地震時に窒素循環の経路維持が必要な設備については「Ⅲ－４　地震時に
窒素循環の経路維持が必要な設備の耐震性に関する説明書」，第十一条及び第二十
九条(火災等による損傷の防止)に係る火災防護設備の耐震性については「Ⅲ－５
火災防護設備の耐震性に関する説明書」にて説明する。第十二条(加工施設内におけ
る溢水による損傷の防止)に係る溢水防護設備の耐震性については後次回にて申請す
る「Ⅲ－６　溢水への配慮が必要な施設の耐震性に関する説明書」にて次回以降に
詳細を説明する。また，第三十条(重大事故等対処設備)に係る地震を要因とする重
大事故等に対する施設の耐震性については「Ⅲ－７　地震を要因とする重大事故等
に対する施設の耐震性に関する説明書」にて説明する。

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・MOX燃料加工施設の耐震設計は，安全機能を有する施設については，地震により安
全機能が損なわれるおそれがないこと，重大事故等対処施設については地震により
重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故に対処するために必要な機能が損な
われるおそれがないことを目的とし，「技術基準規則」に適合する設計とする。

13

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

(b) 耐震重要施設（(a)においてＳクラスに分類する施設をいう。）
は，その供用中に大きな影響を及ぼすおそれがある地震動（事業(変
更)許可を受けた基準地震動（以下「基準地震動Ｓｓ」という。））に
よる地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とす
る。

冒頭宣言
【6,27条-
14】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

14 (c) Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安
全機能が損なわれるおそれがない設計とする。

冒頭宣言
【6,27条-
15,16】
評価要求

基本方針
Ｓクラスの施設

基本方針
評価

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.・Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損な
われるおそれがない設計とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うにあたり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認したうえで適用
する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価うする。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

― ―

ダンパ：S

○ 粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレット貯蔵設備

【Gr1　No.14　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・Ｓクラスの施設について，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.14
（有限要素モデル）「グローブボックス（オープンポー
トボックス，フードを含む。）」を代表に説明する。

換気設備 5条26条・6条27条C①
Sクラスの換気設備

ダクト，配管：S

ダンパ：S

【Gr1】
・Ｓクラスの施設について，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にて代表
として説明する。

〈No.14（標準支持間隔）〉
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）

消火設備 5条26条・6条27条J①
Sクラスの消火設備

配管：S

弁：S

【Gr1　No.14　換気設備】
・Ｓクラスの施設について，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.14
（標準支持間隔）「換気設備」を代表に説明する。

火災防護設備(ダン
パ)

5条26条・6条27条K①
Sクラスの火災防護設
備（ダンパ）

原料MOX粉末缶一時保管設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
消火設備
火災影響軽減設備

5条26条・6条27条A①
Sクラスのグローブ
ボックス

5条26条・6条27条C①
Sクラスの換気設備

5条26条・6条27条J①
Sクラスの消火設備

5条26条・6条27条K①
Sクラスの火災防護設
備（ダンパ）

消火設備 5条26条・6条27条J①
Sクラスの消火設備

容器（ユニット架
台）：S

配管（ユニット架
台）：S

弁（ユニット架台）：
S

【耐震重要度】
○Sクラス

容器（制御盤）：S

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要
を「Ⅲ－１－１－１　基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。
(1)安全機能を有する施設
b.耐震重要施設（a.においてＳクラスに分類する施設をいう。)は，その供用中に大
きな影響を及ぼすおそれがある地震動(事業(変更)許可を受けた基準地震動(以下
「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安全機能が損なわれるお
それがない設計とする。
h.安全機能を有する施設の構造計画に際しては，地震の影響が低減されるように考
慮する。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そ
のうち環境温度については「Ⅴ－１－１－４－１ 安全機能を有する施設が使用され
る条件の下における健全性に関する説明書」の「3.2(1)b.　環境温度及び湿度によ
る影響」及び「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書」の「4.(2)b.　環境温度及び湿度による影響」に記載の
環境温度を踏まえて設定する。

【Gr1】
・Ｓクラスの施設について，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にて代表
として説明する。

〈No.14（質点系モデル）〉
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）

【Gr1】
・Ｓクラスの施設について，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にて代表
として説明する。

〈No.14（有限要素モデル）〉
・消火設備

○ ― ― ―Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要
を「Ⅲ－１－１－１　基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。
(1)安全機能を有する施設
b.耐震重要施設（a.においてＳクラスに分類する施設をいう。)は，その供用中に大
きな影響を及ぼすおそれがある地震動(事業(変更)許可を受けた基準地震動(以下
「基準地震動Ｓｓ」という。))による地震力に対してその安全機能が損なわれるお
それがない設計とする。
h.安全機能を有する施設の構造計画に際しては，地震の影響が低減されるように考
慮する。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。
・評価に用いる温度については，最高使用温度及び環境温度を適切に考慮する。そ
のうち環境温度については「Ⅴ－１－１－４－１ 安全機能を有する施設が使用され
る条件の下における健全性に関する説明書」の「3.2(1)b.　環境温度及び湿度によ
る影響」及び「Ⅴ－１－１－４－２ 重大事故等対処設備が使用される条件の下にお
ける健全性に関する説明書」の「4.(2)b.　環境温度及び湿度による影響」に記載の
環境温度を踏まえて設定する。

― ―

換気設備 ファン（制御盤含
む）：S

フィルタ：S

消火設備

ダンパ（制御盤）：S 【Gr1　No.14　換気設備】
・Ｓクラスの施設について，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.14
（質点系モデル）「換気設備」を代表に説明する。

火災防護設備(ダン
パ)

― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.・Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損な
われるおそれがない設計とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うにあたり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認したうえで適用
する。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価うする。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，そ
の施設に要求される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひずみ
が生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性
限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさ
ない，また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる応答に対
してその設備に要求される機能を保持する設計とする。なお，動的機
能が要求される機器については，当該機器の構造，動作原理等を考慮
した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなされた機能確認
済加速度等を超えていないことを確認する。

冒頭宣言
【6,27条-
28,78】

基本方針
動的機能維持等対象設備

基本方針
評価

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，塑性域に達す
るひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界
に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持できるように設計する。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求
される機能を維持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持
の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。

―

第１回申請と同一Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
（1）安全機能を有する施設
c.
・Ｓクラスの施設は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してその安全機能が損なわ
れるおそれがない設計とする。
・建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物
全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分
な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひず
み・応力等に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。

― ― ―
(基本設計方針No.75に係る冒頭宣言のため)

―
(基本設計方針No.28,78に係る冒頭宣言のため)

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，塑性域に達す
るひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界
に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持できるように設計する。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求
される機能を維持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持
の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。

―

冒頭宣言
【6,27条-
75】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

○ 粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレット貯蔵設備

原料MOX粉末缶一時保管設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
消火設備
火災影響軽減設備

―16

【Gr1　No.14　換気設備】
・Ｓクラスの施設について，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.14
（質点系モデル）「換気設備」を代表に説明する。

【Gr1　No.14　換気設備】
・Ｓクラスの施設について，基準地震動Ｓｓによる地震
力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.14
（標準支持間隔）「換気設備」を代表に説明する。

―
(基本設計方針No.12～33に係る冒頭宣言のため)

―
（定義のため）

―
(基本設計方針No.34,42,61-1に係る冒頭宣言のため)

―
(基本設計方針No.14に係る冒頭宣言のため)

75



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

構造設計 Ｓクラスのグローブボックスは，弾性設計用地
震動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれか
大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に
留まる範囲で耐えられる構造であることを構造
設計にて説明する。

―

評価 Ｓクラスのグローブボックスは，弾性設計用地
震動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれか
大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に
留まる範囲で耐えられることを評価にて説明す
る。

―

構造設計 Ｓクラスの容器，配管及び弁は，弾性設計用地
震動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれか
大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に
留まる範囲で耐えられる構造であることを構造
設計にて説明する。

―

評価 Ｓクラスの容器，配管及び弁は，弾性設計用地
震動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれか
大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に
留まる範囲で耐えられることを評価にて説明す
る。

―

構造設計 Ｓクラスのファン及びフィルタは，弾性設計用
地震動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれ
か大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態
に留まる範囲で耐えられる構造であることを構
造設計にて説明する。

―

評価 Ｓクラスのファン及びフィルタは，弾性設計用
地震動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれ
か大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態
に留まる範囲で耐えられることを評価にて説明
する。

―

構造設計 Ｓクラスの容器（制御盤）は，弾性設計用地震
動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大
きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留
まる範囲で耐えられる構造であることを構造設
計にて説明する。

―

評価 Ｓクラスの容器（制御盤）は，弾性設計用地震
動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれか大
きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留
まる範囲で耐えられることを評価にて説明す
る。

―

構造設計 Ｓクラスのダンパ（制御盤）は，弾性設計用地
震動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれか
大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に
留まる範囲で耐えられる構造であることを構造
設計にて説明する。

―

評価 Ｓクラスのダンパ（制御盤）は，弾性設計用地
震動Sｄによる地震力又は静的地震力のいずれか
大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に
留まる範囲で耐えられることを評価にて説明す
る。

―

構造設計 Ｓクラスのダクト，配管及びダンパは，弾性設
計用地震動Sｄによる地震力又は静的地震力のい
ずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性
状態に留まる範囲で耐えられる構造であること
を構造設計にて説明する。

―

評価 Ｓクラスのダクト，配管及びダンパは，弾性設
計用地震動Sｄによる地震力又は静的地震力のい
ずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性
状態に留まる範囲で耐えられることを評価にて
説明する。

―

構造設計 Ｓクラスの配管及び弁は，弾性設計用地震動Sｄ
による地震力又は静的地震力のいずれか大きい
方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる
範囲で耐えられる構造であることを構造設計に
て説明する。

―

評価 Ｓクラスの配管及び弁は，弾性設計用地震動Sｄ
による地震力又は静的地震力のいずれか大きい
方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる
範囲で耐えられることを評価にて説明する。

―

構造設計 Ｓクラスのダンパは，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の
地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲
で耐えられる構造であることを構造設計にて説
明する。

―

評価 Ｓクラスのダンパは，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の
地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲
で耐えられることを評価にて説明する。

―

○ 粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレット貯蔵設備

原料MOX粉末缶一時保管設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
消火設備
火災影響軽減設備

― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

― ―17 また，Ｓクラスの施設は，事業(変更)許可を受けた弾性設計用地震動
（以下「弾性設計用地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地
震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる
範囲で耐えられる設計とする。

冒頭宣言
【6,27条-
18,19】
評価要求

基本方針
Ｓクラスの施設

基本方針
評価

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要
を「Ⅲ－１－１－１　基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。
(1)安全機能を有する施設
c.
・Ｓクラスの施設は，事業(変更)許可を受けた弾性設計用地震動（以下「弾性設計
用地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震
力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。

換気設備 ファン（制御盤含
む）：S

フィルタ：S

消火設備 配管：S

弁：S

火災防護設備(ダン
パ)

ダンパ：S

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
・施設の設計に当たり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要
を「Ⅲ－１－１－１　基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。
(1)安全機能を有する施設
c.
・Ｓクラスの施設は，事業(変更)許可を受けた弾性設計用地震動（以下「弾性設計
用地震動Ｓｄ」という。）による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震
力に対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計とする。

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

グローブボックス：S 【Gr1】
・Ｓクラスの施設について，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にて代表
として説明する。

〈No.17（有限要素モデル）〉
・消火設備

5条26条・6条27条A①
Sクラスのグローブ
ボックス

5条26条・6条27条C①
Sクラスの換気設備

5条26条・6条27条J①
Sクラスの消火設備

5条26条・6条27条K①
Sクラスの火災防護設
備（ダンパ）

19 機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静
的地震力のいずれか大きい方の地震力による応答が全体的におおむね
弾性状態に留まる設計とする。

冒頭宣言
【6,27条-
78】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
c.
・機器・配管系については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力の
いずれか大きい方の地震力により応答が全体的におおむね弾性状態に留まる設計と
する。

―

第１回申請と同一Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
c.
・建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力の
いずれか大きい方の地震力により発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適
切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

― ―18 建物・構築物については，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静
的地震力のいずれか大きい方の地震力により発生する応力に対して，
建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力
度を許容限界とする。

冒頭宣言
【6,27条-
75】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―
(基本設計方針No.75に係る冒頭宣言のため)

(d)　Ｓクラスの施設について，静的地震力は，水平地震力と鉛直地震
力が同時に不利な方向の組合せで作用するものとする。
また，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水
平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとす
る。

冒頭宣言
【6,27条-
45,46,50】

基本方針
Ｓクラスの施設

基本方針
評価

第１回申請と同一―

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

―
(基本設計方針No.78に係る冒頭宣言のため)

―
（基本設計方針No.45,46,50に係る冒頭宣言のため）

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
d.
・Ｓクラスの施設について，静的地震力は水平方向地震力と鉛直方向地震力が同時
に不利な方向の組み合わせて作用するものとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平2方向及び鉛直方
向について適切に組み合わせて算定するものとする。

○ 粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレット貯蔵設備

原料MOX粉末缶一時保管設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
消火設備
火災影響軽減設備

―

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
d.
・Ｓクラスの施設について，静的地震力は水平方向地震力と鉛直方向地震力が同時
に不利な方向の組み合わせて作用するものとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は，水平2方向及び鉛直方
向について適切に組み合わせて算定するものとする。

― ―20

【Gr1】
・Ｓクラスの施設について，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にて代表
として説明する。

〈No.17（質点系モデル）〉
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）

【Gr1　No.17　換気設備】
・Ｓクラスの施設について，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.17
（標準支持間隔）「換気設備」を代表に説明する。

【Gr1　No.17　換気設備】
・Ｓクラスの施設について，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.17
（標準支持間隔）「換気設備」を代表に説明する。

消火設備 5条26条・6条27条J①
Sクラスの消火設備

容器（ユニット架
台）：S

配管（ユニット架
台）：S

弁（ユニット架台）：
S

【Gr1　No.17　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・Ｓクラスの施設について，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.17
（有限要素モデル）「グローブボックス（オープンポー
トボックス，フードを含む。）」を代表に説明する。

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

消火設備 5条26条・6条27条J①
Sクラスの消火設備

容器（制御盤）：S 【Gr1　No.17　換気設備】
・Ｓクラスの施設について，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.17
（質点系モデル）「換気設備」を代表に説明する。

火災防護設備(ダン
パ)

5条26条・6条27条K①
Sクラスの火災防護設
備（ダンパ）

ダンパ（制御盤）：S 【Gr1　No.17　換気設備】
・Ｓクラスの施設について，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にてNo.17
（質点系モデル）「換気設備」を代表に説明する。

換気設備 5条26条・6条27条C①
Sクラスの換気設備

ダクト，配管：S

ダンパ：S

【Gr1】
・Ｓクラスの施設について，弾性設計用地震動Sｄによ
る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に
対しておおむね弾性状態に留まる範囲で耐えられる構造
とすることは，共通方針であることから，Gr1にて代表
として説明する。

〈No.17（標準支持間隔）〉
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）

【耐震重要度】
○Sクラス

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

グローブボックスと
同等の閉じ込め機能
を有する設備

5条26条・6条27条B①
グローブボックスと
同等の閉じ込め機能
を有する設備

スタック乾燥装置：B-
1

構造設計 Bクラスのグローブボックスと同等の閉じ込め機
能を有する設備は，静的地震力に対して，おお
むね弾性状態に留まる範囲で耐える設計である
ことを構造設計にて説明する。
　また，Bクラスのグローブボックスと同等の閉
じ込め機能を有する設備は，共振のおそれのあ
る設備であるため，弾性設計用地震動Sdに2分の
1を乗じたものに対して，おおむね弾性状態に留
まる範囲で耐える設計であることを構造設計に
て説明する。

機械装置・搬送設備 5条26条・6条27条F①
機械装置・搬送設備

機械装置・搬送設備：
B,B-1，C

構造設計 B，Cクラスの機械装置・搬送設備は，静的地震
力に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で
耐える設計であることを構造設計にて説明す
る。
　また，Bクラスの機械装置・搬送設備のうち，
共振のおそれのある施設については，弾性設計
用地震動Sdに2分の1を乗じたものに対して，お
おむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計であ
ることを構造設計にて説明する。

ラック/ピット/棚 5条26条・6条27条I①
ラック／ピット／棚

ラック/ピット/棚：
B,B-1,B-3

構造設計 Bクラスのラック/ピット/棚は，静的地震力に対
して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える
設計であることを構造設計にて説明する。
　また，Bクラスのラック/ピット/棚のうち，共
振のおそれのある施設については，弾性設計用
地震動Sdに2分の1を乗じたものに対して，おお
むね弾性状態に留まる範囲で耐える設計である
ことを構造設計にて説明する。

遮蔽扉，遮蔽蓋 5条26条・6条27条N①
遮蔽扉，遮蔽蓋

遮蔽設備：B，B-1,C 構造設計 B，Cクラスの遮蔽扉，遮蔽蓋は，静的地震力に
対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐え
る設計であることを構造設計にて説明する。
　また，Bクラスの遮蔽扉，遮蔽蓋のうち，共振
のおそれのある施設については，弾性設計用地
震動Sdに2分の1を乗じたものに対して，おおむ
ね弾性状態に留まる範囲で耐える設計であるこ
とを構造設計にて説明する。

換気設備 5条26条・6条27条C②
B，Cクラスの換気設
備

ファン：B-4，C

フィルタ：B,B-1，C

機械装置：B-4

給気設備：C

構造設計 B，Cクラスの換気設備は，静的地震力に対し
て，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設
計であることを構造設計にて説明する。
　また，Bクラスの換気設備のうち，共振のおそ
れのある施設については，弾性設計用地震動Sd
に2分の1を乗じたものに対して，おおむね弾性
状態に留まる範囲で耐える設計であることを構
造設計にて説明する。

ラック/ピット/棚 5条26条・6条27条I①
ラック／ピット／棚

ラック/ピット/棚：
B,B-1,B-3

構造設計 Bクラスのラック/ピット/棚は，静的地震力に対
して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える
設計であることを構造設計にて説明する。
　また，Bクラスのラック/ピット/棚のうち，共
振のおそれのある施設については，弾性設計用
地震動Sdに2分の1を乗じたものに対して，おお
むね弾性状態に留まる範囲で耐える設計である
ことを構造設計にて説明する。

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

換気設備 5条26条・6条27条C①
Sクラスの換気設備

ダクト，配管：B-1，
B-4，C

ダンパ：C

構造設計 B，Cクラスの換気設備は，静的地震力に対し
て，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設
計であることを構造設計にて説明する。
　また，Bクラスの換気設備のうち，共振のおそ
れのある施設については，弾性設計用地震動Sd
に2分の1を乗じたものに対して，おおむね弾性
状態に留まる範囲で耐える設計であることを構
造設計にて説明する。

換気設備 5条26条・6条27条C①
Sクラスの換気設備

排気筒：C 構造設計 Cクラスの換気設備は，静的地震力に対して，お
おむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計であ
ることを構造設計にて説明する。
　また，Bクラスの換気設備のうち，共振のおそ
れのある施設については，弾性設計用地震動Sd
に2分の1を乗じたものに対して，おおむね弾性
状態に留まる範囲で耐える設計であることを構
造設計にて説明する。

洞道 5条26条・6条27条H①
洞道

貯蔵容器搬送用洞道：
B※

洞道遮蔽：B

火災区域構造物及び火
災区画構造物：C

構造設計 B，Cクラスの洞道は，静的地震力に対して，お
おむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計であ
ることを構造設計にて説明する。

※貯蔵容器搬送用洞道の耐震設計はBクラスであ
るが，後次回申請の洞道搬送台車(耐震設計：B-
1)の耐震設計に必要な設計用床応答曲線を作成
するために，弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗
じたものを用いて評価する。

液体の放射性物質を
取り扱う設備

5条26条・6条27条D①
液体の放射性物質を
取り扱う設備

容器：C

ポンプ：C

ろ過装置：C

配管：C※
※二重配管のうち，外
配管をBクラスとす
る。

構造設計 Cクラスの液体の放射性物質を取り扱う設備は，
静的地震力に対して，おおむね弾性状態に留ま
る範囲で耐える設計であることを構造設計にて
説明する。

施設外漏えい防止堰 5条26条・6条27条G①
施設外漏えい防止堰

施設外漏えい防止堰：
C

構造設計 Cクラスの施設外漏えい防止堰は，静的地震力に
対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐え
る設計であることを構造設計にて説明する。

消火設備 5条26条・6条27条J②
Cクラスの消火設備

容器：C

主要弁：C

配管：C

構造設計 Cクラスの消火設備は，静的地震力に対して，お
おむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計であ
ることを構造設計にて説明する。

火災防護設備（ダン
パ）

5条26条・6条27条K②
Cクラスの火災防護設
備（ダンパ）

ダンパ：C 構造設計 Cクラスの火災防護設備（ダンパ）は，静的地震
力に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で
耐える設計であることを構造設計にて説明す
る。

火災防護設備
（シャッタ）

5条26条・6条27条L①
火災防護設備
（シャッタ）

シャッタ：C 構造設計 Cクラスの火災防護設備（シャッタ）は，静的地
震力に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲
で耐える設計であることを構造設計にて説明す
る。

警報設備等 5条26条・6条27条M①
警報設備等

計装/放管設備（計測
装置）：C

構造設計 Cクラスの警報設備等は，静的地震力に対して，
おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計で
あることを構造設計にて説明する。

その他（非管理区域
換気空調設備、窒素
ガス供給設備）

5条26条・6条27条O①
その他 (非管理区域
換気空調用設備，窒
素ガス供給設備)

その他（非管理区域換
気空調設備、窒素ガス
供給設備）：C

構造設計 Cクラスのその他（非管理区域換気空調設備、窒
素ガス供給設備）は，静的地震力に対して，お
おむね弾性状態に留まる範囲で耐える設計であ
ることを構造設計にて説明する。

その他（被覆施設、
組立施設等の設備構
成）

5条26条・6条27条P①
その他 (被覆施設，
組立施設等の設備構
成)

その他(被覆施設，組
立施設等の設備構
成）：C

構造設計 Cクラスのその他（被覆施設、組立施設等の設備
構成）は，静的地震力に対して，おおむね弾性
状態に留まる範囲で耐える設計であることを構
造設計にて説明する。

―

―

【耐震重要度】
○B,Cクラス

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

【建物・構築物】

5条26条・6条27条A②
B，Cクラスのグロー
ブボックス（オープ
ンポートボックス，
フードを含む。）

―

【Gr1　No.21　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・B，Cクラスの施設について，静的地震力に対しておお
むね弾性状態に留まる範囲で耐える構造とすること，B
クラスの施設のうち，共振のおそれのある施設について
は，弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものに対し
て，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える構造とする
ことは，共通方針であることから，Gr1にてNo.21「グ
ローブボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

21 (e)　Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾
性状態に留まる範囲で耐えられる設計とする。また，Ｂクラスの施設
のうち，共振のおそれのある施設については，その影響についての検
討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１
を乗じたものとする。当該地震動による地震力は，水平2方向及び鉛直
方向について適切に組み合わせて算定するものとする。

冒頭宣言
【6,27条-
47,76,79】
評価要求

基本方針
Ｂクラス及びＣクラスの施設

＜Ｂクラスの施設＞
挿入溶接設備
燃料棒検査設備
燃料棒解体設備
燃料集合体組立設備
燃料集合体洗浄設備
燃料集合体検査設備
燃料集合体組立工程搬送設備
梱包・出荷設備
原料MOX粉末缶一時保管設備
ウラン貯蔵設備
燃料集合体貯蔵設備
窒素循環設備
分析設備

＜Ｃクラスの施設＞
燃料加工建屋(施設外漏えい防止堰)
挿入溶接設備
燃料棒解体設備
燃料集合体組立設備
梱包・出荷設備
ウラン貯蔵設備
燃料棒貯蔵設備
建屋排気設備
工程室排気設備
給気設備
排気筒
外部放出抑制設備
低レベル廃液処理設備
消火設備
火災影響軽減設備
分析設備
給排水衛生設備
空調用冷水設備
空調用蒸気設備
非管理区域換気空調設備
窒素循環冷却機用冷却水設備
酸素ガス設備

―基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
e.Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる
範囲で耐えられる設計とする。
・Ｂクラス施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響についての
検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたも
のとする。当該地震動による地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組
み合わせて算定するものとする。

【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
(b)Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
・上記b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。

― ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

10. 耐震計算の基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
e.Ｂクラス及びＣクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる
範囲で耐えられる設計とする。
・Ｂクラス施設のうち，共振のおそれのある施設については，その影響についての
検討を行う。検討に用いる地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたも
のとする。当該地震動による地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組
み合わせて算定するものとする。

【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
(b)Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
・上記b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。

○ ＜Ｂクラスの施設＞
貯蔵容器搬送用洞道
スタック編成設備
スタック乾燥設備
燃料棒検査設備
燃料棒収容設備
燃料棒加工工程搬送設備
燃料集合体組立工程搬送設備
貯蔵容器一時保管設備
粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレット貯蔵設備
燃料棒貯蔵設備

＜Ｃクラスの施設＞
火災防護設備
冷却設備
窒素ガス供給設備
ヘリウムガス設備
圧縮空気供給設備

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

10. 耐震計算の基本方針

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

グローブボックス：
B,B-1，C

オープンポートボック
ス：C

フード：C

構造設計 B，Cクラスのグローブボックスは，静的地震力
に対して，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐
える設計であることを構造設計にて説明する。
　また，Bクラスのグローブボックスのうち，共
振のおそれのある施設については，弾性設計用
地震動Sdに2分の1を乗じたものに対して，おお
むね弾性状態に留まる範囲で耐える設計である
ことを構造設計にて説明する。

【Gr1】
・B，Cクラスの施設について，静的地震力に対しておお
むね弾性状態に留まる範囲で耐える構造とすること，B
クラスの施設のうち，共振のおそれのある施設について
は，弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗じたものに対し
て，おおむね弾性状態に留まる範囲で耐える構造とする
ことは，共通方針であることから，Gr1にて代表として
説明する。

〈No.21〉
・グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備
・換気設備
・液体の放射性物質を取り扱う設備
・機械装置・搬送設備
・施設外漏えい防止堰
・洞道
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・火災防護設備（シャッタ）
・警報設備等
・遮蔽扉・遮蔽蓋
・その他（非管理区域換気空調設備，窒素ガス供給設
備）
・その他（被覆施設，組立施設等の設備構成）

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

構造設計 ・下位クラス施設となるグローブボックスは，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有する構造であることを構造設計
にて説明する。

―

評価 ・下位クラス施設となるグローブボックスは，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有することを評価にて説明する。

―

構造設計 ・下位クラス施設となる機械装置・搬送設備
は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよ
う，必要な強度を有する構造であることを構造
設計にて説明する。

―

評価 ・下位クラス施設となる機械装置・搬送設備
は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよ
う，必要な強度を有することを評価にて説明す
る。

―

構造設計 ・下位クラス施設となるラック/ピット/棚は，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有する構造であることを構造設計
にて説明する。

―

評価 ・下位クラス施設となるラック/ピット/棚は，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有することを評価にて説明する。

―

構造設計 ・下位クラス施設となる遮蔽扉，遮蔽蓋は，防
護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，必
要な強度を有する構造であることを構造設計に
て説明する。

―

評価 ・下位クラス施設となる遮蔽扉，遮蔽蓋は，防
護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，必
要な強度を有することを評価にて説明する。

―

構造設計 ・下位クラス施設となる火災防護設備(シャッ
タ)は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさない
よう，必要な強度を有する構造であることを構
造設計にて説明する。

―

評価 ・下位クラス施設となる火災防護設備(シャッ
タ)は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさない
よう，必要な強度を有することを評価にて説明
する。

―

構造設計 ・下位クラス施設となる換気設備は，防護対象
設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強
度を有する構造であることを構造設計にて説明
する。

―

評価 ・下位クラス施設となる換気設備は，防護対象
設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強
度を有することを評価にて説明する。

―

構造設計 ・下位クラス施設となるラック/ピット/棚は，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有する構造であることを構造設計
にて説明する。

―

評価 ・下位クラス施設となるラック/ピット/棚は，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有することを評価にて説明する。

―

構造設計 ・下位クラス施設となる換気設備は，防護対象
設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強
度を有する構造であることを構造設計にて説明
する。

―

評価 ・下位クラス施設となる換気設備は，防護対象
設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強
度を有することを評価にて説明する。

―

25 重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対
処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，常設耐震重要重大
事故等対処設備，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事
故等対処設備に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計する。

冒頭宣言
【6,27条-
39,40】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針 】
(2) 重大事故等対処施設
a.
・重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対処するため
に必要な機能及び設置状態を踏まえて，重大事故等が発生した場合において対処す
るために必要な機能を有する設備であって常設のもの(以下「常設重大事故等対処設
備」という。)を，常設耐震重要重大事故等対処設備及び常設耐震重要重大事故等対
処設備以外の常設重大事故等対処設備に分類し，それぞれの設備分類に応じて設計
する。

― ―

構造設計 常設耐震重要重大事故等対処設備のフィルタが
基準地震動Ssによる地震力に対して必要な機能
が損なわれない構造であることを構造設計にて
説明する。

―

評価 常設耐震重要重大事故等対処設備のフィルタが
基準地震動Ssによる地震力に対して必要な機能
が損なわれないことを評価にて説明する。

―

構造設計 常設耐震重要重大事故等対処設備のダクト，配
管及びダンパが基準地震動Ssによる地震力に対
して必要な機能が損なわれない構造であること
を構造設計にて説明する。

―

評価 常設耐震重要重大事故等対処設備のダクト，配
管及びダンパが基準地震動Ssによる地震力に対
して必要な機能が損なわれないことを評価にて
説明する。

―

27 建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建
物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局
耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひ
ずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な
安全余裕を有する設計とする。

冒頭宣言
【6,27条-
80】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
b.
・建物・構築物については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，建物・構築物
全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分
な余裕を有し，部材，・部位ごとのせん断ひずみ・応力等に対して妥当な安全余裕
を有する設計とする。

― ―

【Gr1　No.22　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.22「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

フィルタ：常設耐震重
要重大事故等対処設備

ダクト，配管及びダン
パ：常設耐震重要重大
事故等対処設備

【建物・構築物】

5条26条・6条27条A③
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のあるグローブボッ
クス

5条26条・6条27条F②
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のある機械装置・搬
送設備(グローブボッ
クス内装機器)

5条26条・6条27条N②
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のある遮蔽扉

5条26条・6条27条C③
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のある換気設備(工程
室排風機及び排気筒)

5条26条・6条27条C③
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のある換気設備(工程
室排風機及び排気筒)

【Gr5】
・常設耐震重要重大事故等対処設備について，基準地震
動Ssによる地震力に対して必要な機能が損なわれない構
造とすることを，Gr5にて説明する。

【Gr5】
・常設耐震重要重大事故等対処設備について，基準地震
動Ssによる地震力に対して必要な機能が損なわれない構
造とすることを，Gr5にて説明する。

Ⅲ－１－１－４
3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針
3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点

Ⅲ－１－１－４
【3.波及的影響を考慮した施設の設計方針】
【3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点】
・波及的影響を考慮した施設の設計においては，「加工施設の位置、構造及び設備
の基準に関する規則の解釈別記３」(以下「別記３」という。)に記載の以下の4つの
観点で実施する。
(1)　設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響
(2)　耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響
(3)　建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への
影響
(4)　建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への
影響

・原子力施設情報公開ライブラリ(NUCIA：ニューシア)から，原子力施設の地震被害
情報を抽出し，その要因を整理する。地震被害の発生要因が別記３(1)～(4)の観点
に分類されない要因については，その要因も設計の観点に追加する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及
的影響については，上記に示す(1)～(4)の4つの観点について，「耐震重要施設」を
「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」に，「安全
機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。

遮蔽扉：B-2

換気設備

○ 粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレット貯蔵設備

原料MOX粉末缶一時保管設備
排気筒
火災影響軽減設備
分析設備

― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6. 構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
f.耐震重要施設は，耐震重要度の下位クラスに属する施設(安全機能を有する施設以
外の施設及び資機材等含む)の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計
とする。
【6. 構造計画と配置計画】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際して
は，地震の影響が低減されるように考慮する。
・建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対し
十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛構
造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排
水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブ
ドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。
地下水排水設備は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用される要
求事項を満足するように設計する。また，上記より対象となる建物・構築物の評価
に影響するため，建物・構築物の機能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる
地震力に対して機能を維持するとともに，非常用電源設備からの給電が可能な設計
とすることとし，その評価を「Ⅲ－２－１　耐震重要施設等の耐震性に関する計算
書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度を
有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心
位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になるよう，「9.　機器・配管系
の支持方針について」に示す方針に従い配置する。
・下位クラス施設は，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設に対して離隔を取り配置する又は耐震重要施設及び常設耐
震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の重大事故等に対処す
るために必要な機能を保持する設計とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

22 (f)　耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及
的影響によって，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
【6,27条-
88】
評価要求

基本方針

耐震重要施設に対し波及的影響を及
ぼすおそれのある耐震重要度の下位
クラス施設

基本方針
設計方針
評価

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
f.耐震重要施設は，耐震重要度の下位クラスに属する施設(安全機能を有する施設以
外の施設及び資機材等含む)の波及的影響によって，その安全機能を損なわない設計
とする。
【6. 構造計画と配置計画】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際して
は，地震の影響が低減されるように考慮する。
・建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対し
十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛構
造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排
水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブ
ドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。
地下水排水設備は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用される要
求事項を満足するように設計する。また，上記より対象となる建物・構築物の評価
に影響するため，建物・構築物の機能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる
地震力に対して機能を維持するとともに，非常用電源設備からの給電が可能な設計
とすることとし，その評価を「Ⅲ－２－１　耐震重要施設等の耐震性に関する計算
書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度を
有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心
位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になるよう，「9.　機器・配管系
の支持方針について」に示す方針に従い配置する。
・下位クラス施設は，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設に対して離隔を取り配置する又は耐震重要施設及び常設耐
震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の重大事故等に対処す
るために必要な機能を保持する設計とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

グローブボックス：B-
2

23 (g)　耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能
が損なわれるおそれがない設計とする。

評価要求 基本方針
耐震重要施設

基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(1)安全機能を有する施設
g.
・耐震重要施設については，周辺地盤の変状により，その安全機能が損なわれるお
それがない設計とする。
・耐震重要施設のうち周辺地盤の液状化のおそれがある施設は，その周辺地盤の液
状化を考慮した場合においても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とす
る。
・建物・構築物の基礎地盤として置き換えるマンメイドロック（以下「MMR」とい
う。）については，基盤面及び周辺地盤の掘削に対する不陸整正及び建物・構築物
がMMRを介して鷹架層に支持されることを目的とする。そのため，直下の鷹架層と同
等以上の支持性能を有する設計とし，接地圧に対する支持性能評価においては鷹架
層の支持力を適用する。
・これらの地盤の評価については，「Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本
方針」に示す。

ファン：C-1

換気設備 排気筒：C-1

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6. 構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

ラック/ピット/棚 5条26条・6条27条I②
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のあるラック／ピッ
ト／棚(グローブボッ
クス内装機器)

ラック/ピット/棚:B-2

―

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2.　耐震設計の基本方針
2.1 　基本方針

機械装置・搬送設備 機械装置・搬送設備：
B-2,C-1

遮蔽扉，遮蔽蓋

【Gr1】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にて代表として説明
する。

〈No.22〉
・ラック/ピット/棚
・機械装置・搬送設備
・遮蔽扉・遮蔽蓋
・換気設備
・火災防護設備（シャッタ）

火災防護設備
(シャッタ)

5条26条・6条27条L①
火災防護設備
（シャッタ）

シャッタ：C-1 【Gr1　No.22　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.22「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

ラック/ピット/棚 5条26条・6条27条I②
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のあるラック／ピッ
ト／棚(グローブボッ
クス内装機器)

ラック/ピット/棚:B-2 【Gr1　No.22　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.22「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

第１回申請と同一

第１回申請と同一24 b.　重大事故等対処施設
(a)　重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計
における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大
事故等対処施設の構造上の特徴，重大事故等時における運転状態及び
重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し，適用する地震力
に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ
がない設計とする。

冒頭宣言
【6,27条-
39,42,61-1】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
a.
・重大事故等対処施設について，安全機能を有する施設の耐震設計における動的地
震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し，重大事故等対処施設の構造上の特
徴，重大事故等における運転状態及び重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を
考慮し，適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ
れるおそれがない設計とする。

― ―

第１回申請と同一― ― ―
（第1回申請と同じ内容であるため）

―
(基本設計方針No.39,40に係る冒頭宣言のため)

第１回申請と同一

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
b.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ
るおそれがない設計とする。
h.
・重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減され
るように考慮する。
【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

【設備分類】
○常設耐震重要重大
事故等対処設備

○ ― 外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備

― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

重大事故等対処設備

重大事故等対処設備

5条26条・6条27条C④
常設耐震重要重大事
故等対処設備の換気
設備

5条26条・6条27条C④
常設耐震重要重大事
故等対処設備の換気
設備

機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，そ
の施設に要求される機能を保持する設計とし，塑性域に達するひずみ
が生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性
限界に十分な余裕を有し，その施設に要求される機能に影響を及ぼさ
ない設計とする。また，動的機器等については，基準地震動Ｓｓによ
る応答に対して，その設備に要求される機能を保持する設計とする。
なお，動的機能が要求される機器については，当該機器の構造，動作
原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持の確認がなさ
れた機能確認済加速度等を超えていないことを確認する。

冒頭宣言
【6,27条-61-
1,84】

基本方針
常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設

基本方針
評価

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

― ―26 (b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設
は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して重大事故等に対処するため
に必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

冒頭宣言
【6,27条-
27,28】
評価要求

基本方針
常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設

基本方針
評価

【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2) 重大事故等対処施設
b.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，基準地震
動Ｓｓによる地震力に対して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ
るおそれがない設計とする。
h.
・重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減され
るように考慮する。
【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
b.
・機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要
求される機能を保持するように設計し，塑性域に達するひずみが生じる場合であっ
ても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施
設に要求される機能を保持できる設計とする。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求
される機能を維持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持
の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

―
(基本設計方針No.80に係る冒頭宣言のため)

―
(基本設計方針No.61-1,84に係る冒頭宣言のため)

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
b.
・機器・配管系については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，その施設に要
求される機能を保持するように設計し，塑性域に達するひずみが生じる場合であっ
ても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施
設に要求される機能を保持できる設計とする。
・動的機器等については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，当該機器に要求
される機能を維持する設計とする。このうち，動的機能が要求される機器について
は，当該機器の構造，動作原理等を考慮した評価を行い，既往の研究等で機能維持
の確認がなされた機能確認済加速度等を超えないことを確認する。

○ ― ― ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

28 ――

【Gr1　No.22　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.22「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

【Gr1　No.22　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.22「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

【Gr1　No.22　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.22「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

【Gr1　No.22　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.22「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

―
(基本設計方針No.39,42,61-1に係る冒頭宣言のため)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

構造設計 ・下位クラス施設となる重大事故等対処設備
は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよ
う，必要な強度を有する構造であることを構造
設計にて説明する。

―

32 (f)　 緊急時対策所の耐震設計の基本方針については，「(6) 緊急時
対策所」に示す。

冒頭宣言
【6,27条-
94】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
h.
・緊急時対策所の耐震設計における機能維持の基本方針については，「5.2 機能維
持」に示す。

― ― ― ― ― ― ― ―

重大事故等対処設備 常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備

― 5条26条・6条27条C⑤
常設耐震重要重大事
故等対処設備以外の
常設重大事故等対処
設備の換気設備

29 (c)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設に適用する基準地震動Ｓｓによる地震力は水平2方向及び鉛直方向に
ついて適切に組み合わせて算定するものとする。

冒頭宣言
【6,27条-
50】

基本方針
常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設

基本方針
評価

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

30 (d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設は，代替する機能を有する安全機能を
有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十分耐えること
ができる設計とする。
また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備
は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重要度の分類の方
針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏まえて，当該設備の機
能喪失により放射線による公衆への影響の程度に応じて分類し，その
地震力に対し十分に耐えることができる設計とする。

冒頭宣言
【6,27条-
85】
評価要求

基本方針

常設耐震重要重大事故等対処設備以
外の常設重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設

代替する安全機能を有する施設がな
い常設重大事故等対処設備

基本方針
評価

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
c.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に適用する基
準地震動Ｓｓによる地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて
算定するものとする。

○ ― 外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備

― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

○

―
(基本設計方針No.50に係る冒頭宣言のため)

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
d.
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設については，設計基準事故に対処するための設備が有する機能を
代替する施設の属する耐震重要度に応じた地震力に対し十分に耐えられる設計とす
る。
・代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を有
する施設の耐震設計における耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の
使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度
に応じて分類した地震力に対し十分に耐えられる設計とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，弁，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装
置及び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－
１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

【Gr5】
・下位クラス施設となる重大事故等対処設備は，防護対
象設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強度を有
する構造とすることを，Gr5にて説明する。

【建物・構築物】

― 【Gr5】
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故
等対処設備について，代替する機能を有する安全機能を
有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十
分耐える構造とすることを，Gr5にて説明する。

構造設計 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備が，代替する機能を有する安
全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用
される地震力に十分耐える構造であることを構
造設計にて説明する。

―

評価 ・下位クラス施設となる重大事故等対処設備
は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよ
う，必要な強度を有することを評価にて説明す
る。

―第１回申請と同一 重大事故等対処設備 排気筒：常設耐震重要
重大事故等対処設備へ
の波及的影響を考慮す
る設備

5条26条・6条27条C⑥
常設耐震重要重大事
故等対処設備以外の
常設重大事故等対処
設備の換気設備

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
f.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，
周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ
れがない設計とする。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうちその周
辺地盤の液状化のおそれがある施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場合にお
いても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。
・これらの地盤の評価については，「Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本
方針」に示す。

― ―

31 (e)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設は，Ｂクラス及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設
備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設，
可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，その重大事故等に
対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
【6,27条-
88】
評価要求

基本方針

重大事故等対処施設に対し波及的影
響を及ぼすおそれのある施設

基本方針
設計方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
3.耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分
類
3.1安全機能を有する施設の耐震設計上の重要
度分類

―
(基本設計方針No.94に係る冒頭宣言のため)

―
（定義のため）

基本方針
設計方針
評価

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

6. 構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
e.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，Ｂクラス
及びＣクラスの施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処
設備が設置される重大事故等対処施設，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響に
よって，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

【6. 構造計画と配置計画】
・重大事故等対処施設の構造計画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減され
るように考慮する。
・建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築物は，地震力に対し
十分な支持性能を有する地盤に支持させる。剛構造としない建物・構築物は，剛構
造と同等又はそれを上回る耐震安全性を確保する。
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排
水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブ
ドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。
地下水排水設備は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用される要
求事項を満足するよう設計する。また，上記より対象となる建物・構築物の評価に
影響するため，建物・構築物の機能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対して機能を維持するとともに，非常用電源設備からの給電が可能な設計と
することとし，その評価を「Ⅲ－２－１　耐震重要施設等の耐震性に関する計算
書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書に示す。
・機器・配管系は，応答性状を適切に評価し，適用する地震力に対して構造強度を
有する設計とする。配置に自由度のあるものは，耐震上の観点からできる限り重心
位置を低くし，かつ，安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の
支持方針について」に示す方針に従い配置する。
・下位クラス施設は，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対
処施設に対して離隔を取り配置する，又は重大事故等に対処するために必要な機能
を保持する設計とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

― ―

34 (2)　耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類
a.　安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類
安全機能を有する施設の耐震重要度を以下のとおり分類する。

冒頭宣言
【6,27条-35
～37】

基本方針 設計方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
3.耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分
類
3.1安全機能を有する施設の耐震設計上の重要
度分類

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり分類する。
・下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及び当該施設を支持する
構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動を「Ⅲ－１－１－３　重要度
分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表，申請設備の耐震
重要度分類について同添付書類の第2.4-2表に示す。

― ―

外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備

― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
f.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，
周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ
れがない設計とする。
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設のうちその周
辺地盤の液状化のおそれがある施設は，その周辺地盤の液状化を考慮した場合にお
いても，支持機能及び構造健全性が確保される設計とする。
・これらの地盤の評価については，「Ⅲ－１－１－２　地盤の支持性能に係る基本
方針」に示す。

―
（燃料加工建屋に設置する建屋内設備のため）

―
(基本設計方針No.35～37に係る冒頭宣言のため)

33 (g)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設については，周辺地盤の変状により，重大事故等に対処するために
必要な機能が損なわれるおそれがない設計とする。

評価要求 基本方針
常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設

基本方針

35 (a)　Ｓクラスの施設
自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりそ
の機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能性のある施設，放
射性物質を外部に放散する可能性のある事態を防止するために必要な
施設及び放射性物質が外部に放散される事故発生の際に外部に放散さ
れる放射性物質による影響を低減させるために必要となる施設であっ
て，環境への影響が大きいもの。

イ.　MOXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス
等であって，その破損による公衆への放射線の影響が大きい施設
ロ.　上記イ.に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を抑
制するための設備・機器
ハ.　上記イ.及びロ.の設備・機器の機能を確保するために必要な施設

定義 基本方針

第１回申請と同一

― ― Ⅲ－１－１－３　重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類の基本方針

2. 安全機能を有する施設の重要度分類

2.1耐震設計上の重要度分類

Ⅲ－１－１－３　重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針
【2. 安全機能を有する施設の重要度分類】
【2.1 耐震設計上の重要度分類】
・自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失
により放射性物質を外部に放散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放散す
る可能性のある事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部に放散され
る事故発生の際に外部に放散される放射性物質による影響を低減させるために必要
となる施設であって，環境への影響が大きいもの。
a．MOXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であって，そ
の破損による公衆への放射線の影響が大きい施設
b．上記a．に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を抑制するための設
備・機器
c．上記a．及びb．の設備・機器の機能を確保するために必要な施設

第１回申請と同一Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する耐震設計上の耐震重要度分類】
(1) Ｓクラスの施設
・自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関係しておりその機能喪失
により放射性物質を外部に放散する可能性のある施設，放射性物質を外部に放散す
る可能性のある事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が外部に放散され
る事故発生の際に外部に放散される放射性物質による影響を低減させるために必要
となる施設であって，環境への影響が大きいもの。
a. MOXを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等であって，そ
の破損による公衆への放射線の影響が大きい施設
b. 上記a.に関連する設備・機器で放射性物質の外部への放散を抑制するための設
備・機器
c. 上記a.及びb.の設備・機器の機能を確保するために必要な施設

― ―

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
d.
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設については，設計基準事故に対処するための設備が有する機能を
代替する施設の属する耐震重要度に応じた地震力に対し十分に耐えられる設計とす
る。
・代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等対処設備は，安全機能を有
する施設の耐震設計における耐震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の
使用条件を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の程度
に応じて分類した地震力に対し十分に耐えられる設計とする。

【10. 耐震計算の基本方針】
・耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震計算を行うに当たり，既設
工認で実績があり，かつ，最新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を用いるこ
とを基本とする。
・最新の知見を適用する場合は，その妥当性及び適用可能性を確認した上で適用す
る。
・耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合せについては，水平1
方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施した上で，その計算結果に基づき水平2方向
及び鉛直方向地震力の組合せが耐震性に及ぼす影響を評価する。
・評価対象設備である配管系，機器(容器及びポンプ類)及び電気計装品(盤，装置及
び器具)のうち，複数設備に共通して適用する計算方法については，「Ⅲ－１－１－
11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

― ―

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【2. 耐震設計の基本方針】
【2.1 基本方針】
(2)重大事故等対処施設
c.
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に適用する基
準地震動Ｓｓによる地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて
算定するものとする。

― ―

―〇

―

― ＜常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備が設
置される重大事故等対処施設＞
外部放出抑制設備

―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

37 (c)　Ｃクラスの施設
Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設
又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。

定義 基本方針 基本方針
設計方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要
度分類

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】
(3) Ｃクラスの施設
・Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又は公共施
設と同等の安全性が要求される施設。

― ― ―
（定義のため）

―
（定義のため）

―
(基本設計方針No.40に係る冒頭宣言のため)

―
（定義のため）

―
（定義のため）

36 (b)　Ｂクラスの施設
安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに
属する施設と比べ小さい施設。

イ.　核燃料物質を取り扱う設備・機器又はMOXを非密封で取り扱う設
備・機器を収納するグローブボックス等であって，その破損による公
衆への放射線の影響が比較的小さいもの（ただし，核燃料物質が少な
いか又は収納方式によりその破損による公衆への放射線の影響が十分
小さいものは除く。）
ロ.　放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機器であって
Ｓクラス以外の設備・機器

定義 基本方針 基本方針
設計方針

基本方針 設計方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要
度分類

― ― Ⅲ－１－１－３　重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類の基本方針

2. 耐震設計上の重要度分類
2.1 耐震重要度による分類

Ⅲ－１－１－３　重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針
【2. 安全機能を有する施設の重要度分類】
【2.1 耐震設計上の重要度分類】
(2)Ｂクラスの施設
・安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設
と比べ小さい施設。
a．核燃料物質を取り扱う設備・機器又はMOXを非密封で取り扱う設備・機器を収納
するグローブボックス等であって，その破損による公衆への放射線の影響が比較的
小さいもの（ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式によりその破損による公
衆への放射線の影響が十分小さいものは除く。）
b．放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機器であってＳクラス以外の
設備・機器

第１回申請と同一Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】
(2)Ｂクラスの施設
・安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳクラスに属する施設
と比べ小さい施設。
a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はMOXを非密封で取り扱う設備・機器を収納
するグローブボックス等であって，その破損による公衆への放射線の影響が比較的
小さいもの(ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方式によりその破損による公衆
への放射線の影響が十分小さいものは除く。)
b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機器であってＳクラス以外の
設備・機器

―

― ― Ⅲ－１－１－３　重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類の基本方針
2. 安全機能を有する施設の重要度分類
2.1 耐震設計上の重要度分類

2.4 MOX燃料加工施設の区分
2.4.3 間接支持機能及び波及的影響

Ⅲ－１－１－３　重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針
【2. 安全機能を有する施設の重要度分類】
【2.1 耐震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を次のように分類する。
【2.4 MOX燃料加工施設の区分】
【2.4.3 間接支持機能及び波及的影響】
・安全機能を有する施設の耐震重要度分類に対する耐震設計上の重要度分類を第
2.4-1表に，安全機能を有する施設の申請設備の耐震重要度分類表を第2.4-2表に示
す。
・同表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持されることを確認
する地震動及び波及的影響を考慮すべき設備に適用する地震動(以下「検討用地震
動」という。)を併記する。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【3.耐震設計上の設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類】
・安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり分類する。
・下記に基づく各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及び当該施設を支持する
構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動を「Ⅲ－１－１－３　重要度
分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表，申請設備の耐震
重要度分類について同添付書類の第2.4-2表に示す。

―
（定義のため）

40 (a)　常設重大事故等対処設備
重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合におい
て，対処するために必要な機能を有する設備であって常設のもの。

イ.　常設耐震重要重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事
故に対処するために設備が有する機能を代替するもの。

ロ.　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
常設重大事故等対処設備であって，上記イ．以外のもの。

定義 基本方針 設計方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備分類

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.2 重大事故等対処施設の設備分類】
(1)常設重大事故等対処設備
・重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故が発生した場合において，対処す
るために必要な機能を有する設備であって常設のもの。
a.常設耐震重要重大事故等対処設備
・常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属する設計基準事故に対処す
るための設備が有する機能を代替するもの
b.常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備
・常設重大事故等対処設備であって，上記a. 以外のもの

―

第１回申請と同一Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.2 重大事故等対処施設の設備分類】
・重大事故等対処施設の設備について，耐震設計上の分類を各設備が有する重大事
故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ，以下のとおりに分類す
る。
・下記の分類に基づき耐震評価を行う申請設備の設備分類について「Ⅲ－１－１－
３　重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第4.3-１表に示
す。

― ―39 b.　重大事故等対処施設の設備分類
重大事故等対処施設について，施設の各設備が有する重大事故等に対
処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，以下の設備分類に
応じた設計とする。

冒頭宣言
【6,27条-
40】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備分類

38 上記に基づく耐震設計上の重要度分類を第3.1.1-1表に示す。
なお，同表には当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持さ
れることを確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用す
る地震動についても併記する。

定義

41 上記に基づく重大事故等対処施設の設備分類について第3.1.1-2表に示
す。
なお，同表には，重大事故等対処設備を支持する建物・構築物の支持
機能が損なわれないことを確認する地震力についても併記する。

定義 設計方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.2 重大事故等対処施設の設備分類

第１回申請と同一―

― ―
Ⅲ－１－１－３　重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類の基本方針

4. 重大事故等対処施設の設備分類
4.3 重大事故等対処施設の区分
4.3.3 間接支持機能及び波及的影響

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.2 重大事故等対処施設の設備分類】
・重大事故等対処施設の設備について，耐震設計上の分類を各設備が有する重大事
故等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ，以下のとおりに分類す
る。
・下記の分類に基づく各施設の具体的な耐震設計上の設備分類及び当該施設を支持
する構造物の支持機能が維持されることを確認する地震動を「Ⅲ－１－１－３　重
要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第4.3.3-1表に，申請設
備の設備分類について同添付書類の第4.3.3-2表に示す。

― ―基本方針

―

第１回申請と同一

― ―

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要
度分類

Ⅲ－１－１－３　重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針
【4.重大事故等対処施設の設備分類】
【4.3 重大事故等対処施設の区分】
【4.3.3 間接支持機能及び波及的影響】
・重大事故等対処施設の耐震設計上の設備分類を第4.3.3-1表に示す。
・なお，第4.3.3-1表には，当該施設を支持する建物・構築物の支持機能が維持され
ることを確認する検討用地震動を併記する。

第１回申請と同一

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.2 設計用地震力

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の耐震設計に用いる地震力の算定
は以下の方法による。

【4.2 設計用地震力】
・「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は「Ⅲ－１－１－８　機能維持
の基本方針」の第2-1表に示す地震力に従い算定するものとする。

― ―

43 a.　静的地震力
安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス
及びＣクラスの施設に適用することとし，それぞれの耐震重要度に応
じて以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。

定義 基本方針 評価条件 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定法】
【4.1.1 静的地震力】
・安全機能を有する施設に適用する静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラ
スの施設に適用することとし，それぞれの耐震重要度に応じて，以下の地震層せん
断力係数Ｃｉ及び震度に基づき算定するものとする。

― ―

44 重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備以
外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に，代
替する機能を有する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に適用
される地震力を適用する。

定義 基本方針 評価条件 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4. 設計用地震力】
【4.1.1 静的地震力】
・重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重
大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に，代替する機能を有する安全
機能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力を適用する。

― ―

換気設備 ― 排気筒：C

施設外漏えい防止堰 ― 施設外漏えい防止堰：
C

洞道 ― 貯蔵容器搬送用洞道：
B

洞道遮蔽：B

火災区域構造物及び火
災区画構造物：C

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

― グローブボックス：
S,B,B-1，C

オープンポートボック
ス：C

フード：C

機械装置・搬送設備 ― 機械装置：B,B-1，C

ラック/ピット/棚 ― ラック/ピット/棚：
B,B-1,B-3

消火設備 ― 容器（ユニット架
台）：S，C，C-2

配管（ユニット架
台）：S，C，C-2

弁（ユニット架台）：
S，C，C-2

遮蔽扉，遮蔽蓋 ― 遮蔽設備：B，B-1,C

換気設備 ― ファン（制御盤含
む）：S，B-4，C

フィルタ：S，B，B-
1，C

機械装置：B-4

給気設備：C

ラック/ピット/棚 ― ラック/ピット/棚：
B,B-1,B-3

消火設備 ― 容器（制御盤）：S，C

火災防護設備(ダン
パ)

― ダンパ（制御盤）：
S，C

重大事故等対処設備 ― フィルタ：常設耐震重
要重大事故等対処設
備，常設耐震重要重大
事故等対処設備以外の
重大事故等対処設備

液体の放射性物質を
取り扱う設備

― 容器：C

ポンプ：C

ろ過装置：C

配管：C※
※二重配管のうち，外
配管をBクラスとす
る。

消火設備 ― 配管：S，C，C-2

弁：S，C

火災防護設備(ダン
パ)

― ダンパ：S，C

重大事故等対処設備 ― ダクト，配管及びダン
パ：常設耐震重要重大
事故等対処設備，常設
耐震重要重大事故等対
処設備以外の重大事故
等対処設備

火災防護設備
（シャッタ）

― シャッタ：C

警報設備等 ― 計装/放管設備（計測
装置）：C

その他（非管理区域
換気空調設備、窒素
ガス供給設備）

― その他（非管理区域換
気空調設備、窒素ガス
供給設備）：C

その他（被覆施設、
組立施設等の設備構
成）

― その他(被覆施設，組
立施設等の設備構
成）：C

―
(静的地震力については，「2-2　解析・評価等」にて説明するため)

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

―

―
(静的地震力については，「2-2　解析・評価等」にて説明するため)

―
(基本設計方針No.43～60に係る冒頭宣言のため)

―
（定義のため）

―
（定義のため）

【建物・構築物】

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

45  (a)　建物・構築物
水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要
度に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するも
のとする。
Ｓクラス　　3.0
Ｂクラス　　1.5
Ｃクラス　　1.0
ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ０を0.2以上
とし，建物・構築物の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる
値とする。
また，必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉ
に乗じる施設の耐震重要度に応じた係数は，耐震重要度の各クラスと
もに1.0とし，その際に用いる標準せん断力係数Ｃ０は1.0以上とす
る。
Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な
方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3以上を基
準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮し，高さ方
向に一定として求めた鉛直震度より算定する。

定義
評価要求

評価条件

42 (3)　地震力の算定方法
耐震設計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震
力及び動的地震力とする。

冒頭宣言
【6,27条-43
～60】

基本方針 評価条件

― ―基本方針 【設計用地震力】
○静的地震力

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法

第１回申請と同一

第１回申請と同一

― ― Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力

第2.-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
(2) 動的地震力
(3) 設計用地震力

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
【2.機能維持の確認に用いる設計用地震力】
・機能維持の確認に用いる設計用地震力については，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基
本方針」の「4.設計用地震力」に示す設計用地震力の算定方法に基づくこととし，
具体的な算定方法は第2.-1表に示す。
・また，当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算定に際しては，「Ⅲ－
１－１－６　設計用床応答曲線の作成方針」に定める方法にて設定した設計用床応
答曲線を用いる。
第2.-1表 設計用地震力
(1) 静的地震力
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設
(2) 動的地震力
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設
(3) 設計用地震力
a.安全機能を有する施設
b.重大事故等対処施設

第１回申請と同一

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定法】
【4.1.1 静的地震力】
(1)建物・構築物
・水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施設の耐震重要度に応じた
係数を乗じ，さらに当該層以上の重量を乗じて算定するものとする。
Ｓクラス　　3.0
Ｂクラス　　1.5
Ｃクラス　　1.0
・地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ0を0.2以上とし，建物・構築物
の振動特性，地盤の種類等を考慮して求められる値とする。
・必要保有水平耐力の算定においては，地震層せん断力係数Ｃｉに乗じる施設の耐
震重要度に応じた係数は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスともに1.0とし，その際
に用いる標準せん断力係数Ｃ0は1.0以上とする。
・Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方向の組合
せで作用するものとする。鉛直地震力は，震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の
振動特性及び地盤の種類を考慮し，高さ方向に一定として求めた鉛直震度より算定
する。

第１回申請と同一―46 (b)　機器・配管系
耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(a)に示す地震層せん断力係数
Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたものを水平震度とし，

当該水平震度及び上記(a)の鉛直震度をそれぞれ20％増しとした震度よ
り求めるものとする。
Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な
方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に
一定とする。
上記(a)及び(b)の標準せん断力係数Ｃ０等の割増し係数については，

耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関
係を考慮して設定する。

定義
評価要求

基本方針 評価条件 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.1 静的地震力

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定法】
【4.1.1 静的地震力】
(2)機器・配管系
・静的地震力は，上記(1)に示す地震層せん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じ

た係数を乗じたものを水平震度として，当該水平震度及び上記(1)の鉛直震度をそれ
ぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。
・Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合
せで作用するものとする。ただし，鉛直震度は高さ方向に一定とする。
・上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ0等の割増し係数については，耐震性向上の

観点から，一般産業施設及び公共施設の耐震基準との関係を考慮して設定する。

―

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

49 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析において
は，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる変動幅を適切に考慮
する。

定義 基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定法】
【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては，地盤の諸
定数も含めて材料のばらつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。動的解析
の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方
針」に，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅲ－１－１－６　設計用床応
答曲線の作成方針」に示す。

― ―

― ― Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計
用地震動Ｓｄの概要
5. 敷地地盤の振動特性
5.1 解放基盤表面の設定

Ⅲ－１－１－１　基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要
【5. 敷地地盤の振動特性】
【5.1 解放基盤表面の設定】
・各種地質調査結果より，敷地の地盤は速度構造的に特異性を有する地盤ではない
と考えられる。解放基盤表面については，敷地地下で著しい高低差がなく，ほぼ水
平で相当な拡がりを有し，著しい風化を受けていない岩盤である鷹架層において，
Ｓ波速度が概ね0.7km／s以上となる標高－70mの位置に設定した。

52 Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対
処設備が設置される重大事故等対処施設のうち共振のおそれがあり，
動的解析が必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を
乗じたものを用いる。

―
（定義のため）

―
（定義のため）

―
（定義のため）

47 b.　動的地震力
安全機能を有する施設について，Ｓクラスの施設の設計に適用する動
的地震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定める入
力地震動を適用する。

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，上記Ｓク
ラスの施設に適用する弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものか
ら定める入力地震動を適用する。

定義 基本方針

基本方針 評価条件 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

第１回申請と同一評価条件 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定法】
【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設については，動的地震力は，Ｓクラスの施設及びＢクラス
の施設のうち共振のおそれのあるものに適用する。
・Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄから定め
る入力地震動を適用する。
・Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのあるものについては，弾性設計用地震動Ｓ
ｄから定める入力地震動の振幅を2分の1にしたものによる地震力を適用する。

― ―

第１回申請と同一

50 動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算
定する。水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当
たっては，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計
算への影響が考えられる施設，設備の部位を抽出し，建物・構築物の3
次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮した上で，
既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。

評価要求 基本方針

施設共通 基本設計方針
(動的地震力の組合せ方法)

第１回申請と同一Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される
重大事故等対処施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用する。
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設のうち，Ｂクラスの施設の機能を代替する共振のおそれのある施
設については，共振のおそれのあるＢクラスの施設に適用する地震力を適用する。
・重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造と異なる施設につ
いては，適用する地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持されるこ
とを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での地震応答解析，加
振試験等を実施する。

― ―48 重大事故等対処施設については，常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設に基準地震動Ｓｓによる地震力を適用
する。
常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設
置される重大事故等対処施設のうち，Ｂクラスに属する施設の機能を
代替する施設であって共振のおそれのある施設については，「b.動的
地震力」に示す共振のおそれのあるＢクラス施設に適用する地震力を
適用する。
なお，重大事故等対処施設のうち，安全機能を有する施設の基本構造
と異なる施設については，適用する地震力に対して，要求される機能
及び構造健全性が維持されることを確認するため，当該施設の構造を
適切にモデル化した上での地震応答解析，加振試験等を実施する。

定義

51 (a)　入力地震動
地質調査の結果によれば，重要なMOX燃料加工施設の設置位置周辺は，
新第三紀の鷹架層が十分な拡がりをもって存在することが確認されて
いる。

解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7km/s以上を有
する標高約－70ｍの位置に想定することとする。
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義す
る。

建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤
表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮した上で，必要に応じ2次元
ＦＥＭ解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で
評価した入力地震動を設定する。また，必要に応じて地盤の非線形応
答に関する動的変形特性を考慮することとし，地盤のひずみに応じた
地盤物性値を用いて作成する。非線形性の考慮に当たっては，地下水
排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。
地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下
構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の
違いにも留意する。
また，必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科学的・
技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。

定義 基本方針
設計方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4. 設計用地震力】
【4.1 地震力の算定法】
【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては，地盤の諸
定数も含めて材料のばらつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。
【4.1.2 動的地震力 (1)入力地震動】
・地質調査の結果によれば，重要なMOX燃料加工施設の設置位置周辺は，新第三紀の
鷹架層が十分な拡がりをもって存在することが確認されている。
解放基盤表面は，この新第三紀の鷹架層のＳ波速度が0.7km/s以上を有する標高約－
70mの位置に想定することとする。
・基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄは，解放基盤表面で定義する。
・建物・構築物の地震応答解析モデルに対する入力地震動は，解放基盤表面からの
地震波の伝播特性を適切に考慮した上で，必要に応じ2次元FEM 解析又は1次元波動
論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。
・必要に応じて地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮することとし，地盤
のひずみに応じた地盤物性値を用いて作成する。非線形性の考慮に当たっては，地
下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。
・入力地震動の設定に用いる地下構造モデルについては，地震動評価で考慮した敷
地全体の地下構造及び対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を
踏まえて適切に設定する。
・Ｂクラスの施設及びＢクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対処設備が設
置される重大事故等対処施設のうち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに
対しては，弾性設計用地震動Ｓｄに2 分の1 を乗じたものを用いる。

第１回申請と同一基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4. 設計用地震力】
【4.1 地震力の算定法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平1方向及び
鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設備の
部位を抽出し，建物・構築物の3次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響
を考慮した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。その方針を
「Ⅲ－１－１－７　水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方
針」に示す。

― ― ―
(水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価については，「2-2　解析・評価等」にて説明するため)

―
（定義のため）

― ― Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針

2. 地震応答解析の基本方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物
2.1.2　土木構造物

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
【2.1.1 建物・構築物（2.1.2に記載のものを除く。）】
(1) 入力地震動
・解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.-70mとしている。
・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表面で定義される
基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を
適切に考慮した上で，必要に応じ2次元FEM 解析又は１次元波動論により，地震応答
解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。
・建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，地地震動評価で考慮した敷
地全体の地下構造及び対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の特徴を
踏まえて適切に設定した地下構造モデルを用いて設定するとともに，地盤の非線形
応答に関する動的変形特性を考慮する。地盤の非線形特性の考慮に当たっては，地
下水排水設備による地下水位の低下状態を踏まえ評価する。地盤の動的変形特性を
考慮した入力地震動の算定に当たっては，地盤のひずみの大きさに応じて解析手法
の適用性に留意する。更に必要に応じ敷地における観測記録による検証や最新の科
学的・技術的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。
・安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの建物・構築物及び重大事故等対処
施設における耐震Ｂクラス施設の機能を代替する常設重大事故等対象設備が設置さ
れる重大事故等対処施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が必
要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを2分の1倍したものを用いる。

【2.1.2　土木構造物】
(1) 入力地震動
・土木構造物の地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表面で定義される基
準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象構造物の地盤条件を適切に考
慮した上で，必要に応じ2次元FEM 解析又は1次元波動論により，地震応答解析モデ
ルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には，地
震動評価で考慮した敷地全体の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形応答に
関する動的変形特性を考慮する。

第１回申請と同一― ―基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定法
4.1.2 動的地震力

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的解析の方法，設計用減衰定数等については，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析
の基本方針」に，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅲ－１－１－６ 設計
用床応答曲線の作成方針」に示す。

― ―

設計プロセス条件となる解析モデル等につい
て，構造を踏まえた解析モデル等の設定の考え
方について，構造設計(設計プロセス条件)にて
説明する。

※貯蔵容器搬送用洞道の耐震設計はBクラスであ
るが，後次回申請の洞道搬送台車(耐震設計：B-
1)の耐震設計に必要な設計用床応答曲線を作成
するために，弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗
じたものを用いて評価する。

―
（定義のため）

【Gr3】
・設計プロセス条件の設定として，土木構造物の解析モ
デルの設定に関して，Gr3にて説明する。

―

―
（第2回申請対象外のため）

5条26条・6条27条H②
貯蔵容器搬送用洞道

― ―
Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針

2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物（2.1.2に記載のものを除
く。）
(2) 解析方法及び解析モデル

2.1.2　土木構造物

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
【2.地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考
慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性
は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定
する。
【2.1.2 土木構造物】
・動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，
有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤
における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。

54 建物・構築物の動的解析においては，地下水排水設備による地下水位
の低下を考慮して適切な解析手法を選定する。ここで，地震時の地盤
の有効応力の変化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実
施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤にお
ける代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定すること
を基本とする。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に設定し
た入力地震動に対する構造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震力及
び「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震
応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，「5.
機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析による設
計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とす
る。また，評価に当たっては，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考
慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性
は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定
する。
・具体的な評価手法は，「Ⅲ－２　耐震性に関する計算書」に示す。
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については「Ⅲ－２－３
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，FEMを用いた応力解析
等により，静的又は動的解析により求まる地震応力と，組み合わすべき地震力以外
の荷重により発生する局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。

第１回申請と同一― ― ―
（第2回申請対象外のため）

【解析モデル等】 構造設計（設計プロセス条
件）

貯蔵容器搬送用洞道

55 動的解析に用いる解析モデルは，周辺施設も含めた地震観測網により
得られた観測記録を用いた検討及び詳細な3次元FEMを用いた解析によ
り振動性状の把握を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。

定義 基本方針
設計方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

4. 設計用地震力
4.1 地震力の算定方法
4.1.2 動的地震力

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定法】
【4.1.2 動的地震力】
・これらの地震応答解析を行うに当たり，周辺施設の地震観測網により得られた観
測記録を用いた検討を踏まえた上で，詳細な3次元FEMを用いた解析により振動性状
の把握を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。また，更なる信頼性の向上を目
的として設置する地震観測網から得られた観測記録により振動性状の把握を行す
る。動的解析に用いるモデルについては，地震観測により得られる観測記録を用い
て解析モデルの妥当性確認を行う。地震観測網の概要については，「Ⅲ－１－１－
５　地震応答解析の基本方針」の別紙「地震観測網について」に示す。

― ― Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
【2. 地震応答解析の方針】
【2.1 建物・構築物】
【2.1.1 建物・構築物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・これらの地震応答解析を行うに当たり，周辺施設の地震観測網により得られた観
測記録を用いた検討を踏まえた上で，詳細な3次元FEMを用いた解析により振動性状
の把握を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。また，更なる信頼性の向上を目
的として設置する地震観測網から得られる観測記録により振動性状の把握を行う。
動的解析に用いるモデルについては，地震観測網により得られる観測記録を用い解
析モデルの妥当性確認等を行う。

Ⅲ－１－１－５　別紙　地震観測網について
【2. 地震観測網の基本方針】
・燃料加工建屋については，地震時の建屋の水平方向及び鉛直方向の振動特性を把
握するため，建屋の基礎上や最上部等の適切な位置に地震計を配置することによ
り，実地震による建屋の振動（建屋増幅特性，ロッキング動及び捩れ）を観測す
る。

―
（定義のため）

53 (b)　動的解析法
イ.　建物・構築物
動的解析に当たっては，対象施設の形状，構造特性，振動特性等を踏
まえ，地震応答解析手法の適用性及び適用限界等を考慮のうえ，適切
な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じて十分な調査に基
づく適切な解析条件を設定する。動的解析は，原則として，時刻歴応
答解析法を用いて求めるものとする。

また，3次元応答性状等の評価は，線形解析に適用可能な周波数応答解
析法による。

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれら
の形状，構造特性，振動特性，減衰特性を十分考慮して評価し，集中
質点系に置換した解析モデルを設定する。

動的解析には，建物・構築物と地盤の相互作用及び埋込み効果を考慮
するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，
地盤の剛性等を考慮して定める。地盤の剛性等については，必要に応
じて地盤の非線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地
盤物性値に基づくものとする。設計用地盤定数の設定に当たっては，
地盤の構造特性の考慮として，地震動評価で考慮した敷地全体の地下
構造との関係や対象建物・構築物の直下又は周辺の地質・速度構造の
違いにも留意し，原則として，弾性波試験によるものを用いる。

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及
び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに対する応答解析におい
て，主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，実験等
の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応じて，その弾塑性
挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答解析を行う。

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大
事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設を支持する建物・構
築物の支持機能を検討するための動的解析において，当該施設を支持
する建物・構築物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場
合には，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した応答
解析を行う。

地震応答解析に用いる材料定数については，地盤の諸定数も含めて材
料のばらつきによる変動幅を適切に考慮する。また，材料のばらつき
による変動が建物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として
考慮すべき要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的解析
により設計用地震力を設定する。

定義
評価要求

評価方法
評価

― ― Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
【2.1.1 建物・構築物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用
限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，建物・構築物に応じた適切
な解析条件を設定する。また，原則として，建物・構築物の地震応答解析及び床応
答曲線の作成は，線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴応答解析法による。
・建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれらの形状，構
造特性等を十分考慮して評価し，集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。
・動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものとし，解析モデ
ルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の
剛性等を考慮して定める。各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえて，地盤ば
ねには必要に応じて，基礎浮上りによる非線形性又は誘発上下動を考慮できる浮上
り非線形性を考慮するものとする。設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験に
よるものを用いる。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に設定し
た入力地震動に対する構造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震力及
び「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震
応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，「5.
機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析による設
計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とす
る。また，評価に当たっては，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考
慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性
は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定
する。
・具体的な評価手法は，「Ⅲ－２　耐震性に関する計算書」に示す。
・水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については「Ⅲ－２－３
水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，FEMを用いた応力解析
等により，静的又は動的解析により求まる地震応力と，組み合わすべき地震力以外
の荷重により発生する局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に設定し
た入力地震動に対する構造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震力及
び「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震
応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，「5.
機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析による設
計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とす
る。また，評価に当たっては，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考
慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性
は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定
する。
・具体的な評価手法は，「Ⅲ－２　耐震性に関する計算書」に示す。

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
2.1.2　土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

洞道

定義
評価要求

基本方針
設計方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

2. 耐震設計の基本方針
2.1 基本方針

10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

基本方針

貯蔵容器搬送用洞道

設計方針
評価方法
評価

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

第１回申請と同一― ―

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針

2. 地震応答解析の方針
2.1 建物・構築物
2.1.1 建物・構築物（2.1.2に記載のものを除
く。）
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅲ－１－１－５　別紙　地震観測網について

2. 地震観測網の基本方針

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.1.2　土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力算定の考慮事項
地震応答解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる手法とし，地盤及び構造物
の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解
析のいずれかにて行う。地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のば
らつき等による変動が土木構造物の振動性状や応答性状に及ぼす影響を検討し，材
料物性のばらつき等を適切に考慮する。

【建物・構築物】 貯蔵容器搬送用洞道：
B※

第１回申請と同一Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定法】
【4.1.2 動的地震力】
・動的地震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する。水
平2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平1方向及び
鉛直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響が考えられる施設，設備を
抽出し，建物・構築物の3次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮
した上で，既往の方法を用いた耐震性に及ぼす影響を評価する。その方針を「Ⅲ－
１－１－７　水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示
す。

― ―

56

57

建物・構築物のうち土木構造物の動的解析に当たっては，構造物と地
盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手法を用いる。地震
応答解析手法は，地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有無
や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいずれかによる。
地盤の地震応答解析モデルは，構造物と地盤の動的相互作用を考慮で
きる有限要素法を用いる。構造物の地震応答解析に用いる減衰定数に
ついては，地盤と構造物の非線形性を考慮して適切に設定する。

定義
評価要求

地震力については，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ
て算定する。

定義 基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
4.設計用地震力
4.1 地震力の算定法
4.1.2 動的地震力

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針
【2.1.2　土木構造物】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力算定の考慮事項
地震応答解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる手法とし，地盤及び構造物
の地震時における非線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解
析のいずれかにて行う。地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のば
らつき等による変動が土木構造物の振動性状や応答性状に及ぼす影響を検討し，材
料物性のばらつき等を適切に考慮する。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に設定し
た入力地震動に対する構造全体としての変形，並びに地震応答解析による地震力及
び「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震
応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部的な応力が，「5.
機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析による設
計)により行う。
・評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施することを基本とす
る。また，評価に当たっては，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　・時刻歴応答解析法
　・FEM等を用いた応力解析法
　・スペクトルモーダル解析法
・建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を考
慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状化強度特性
は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定
する。
・具体的な評価手法は，「Ⅲ－２　耐震性に関する計算書」に示す。

― ―

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の
基本方針
2.1.2　土木構造物
(2) 解析方法及び解析モデル

○

基本方針

施設共通 基本設計方針
(建物・構築物の動的解析方法)

基本方針

基本方針

― ―

第１回申請と同一基本方針

施設共通 基本設計方針
(建物・構築物の動的解析方法)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針

2.2 機器・配管系

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用
限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき
減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基
づき設定する。

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析
の基本方針

2.2 機器・配管系

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用
限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき
減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基
づき設定する。

Ⅲ－１－１－６　設計用床応答曲線の作成方針

1. 概要

Ⅲ－１－１－６　別紙 各施設の設計用床応答
曲線

1. 概要

Ⅲ－１－１－６　設計用床応答曲線の作成方針
【1. 概要】
・機器・配管系の動的解析に用いる設計用床応答曲線の作成方針及びその方針に基
づき作成した設計用床応答曲線に関して説明する。

Ⅲ－１－１－６　別紙 各施設の設計用床応答曲線
【1. 概要】
・燃料加工建屋の機器・配管系の耐震設計に用いる各床面の静的震度，最大床応答
加速度及び設計用床応答曲線について示したものである。

Ⅲ－１－１－６　設計用床応答
曲線の作成方針

1. 概要

Ⅲ－１－１－６　別紙１－２ 貯
蔵容器搬送用洞道の設計用床応
答曲線

1. 概要

Ⅲ－１－１－６　設計用床応答曲線の作成方針
【1. 概要】
・機器・配管系の動的解析に用いる設計用床応答曲線の作成方針及びその方針に基
づき作成した設計用床応答曲線に関して説明する。

Ⅲ－１－１－６　別紙１－２ 貯蔵容器搬送用洞道の設計用床応答曲線
【1. 概要】
・貯蔵容器搬送用洞道の機器・配管系の耐震設計に用いる各床面の静的震度，最大
床応答加速度及び設計用床応答曲線について示したものである。

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

グローブボックス：
S,B-1,B-2

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にて代表として説明する。

〈No.59(有限要素モデル)〉
　・機械装置・搬送設備
　・ラック/ピット/棚
　・消火設備
　・火災防護設備（シャッタ）
　・遮蔽扉・遮蔽蓋

―

機械装置・搬送設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

機械装置・搬送設備：
B-1,B-2,C-1

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1　No.59(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(有限要素モデル)「グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代表
に説明する。

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：B-
1,B-2,B-3

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1　No.59(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(有限要素モデル)「グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代表
に説明する。

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（ユニット架
台）：S

配管（ユニット架
台）：S

弁（ユニット架台）：
S

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1　No.59(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(有限要素モデル)「グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代表
に説明する。

―

火災防護設備
(シャッタ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

シャッタ：C-1 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1　No.59(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(有限要素モデル)「グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代表
に説明する。

―

遮蔽扉，遮蔽蓋 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

遮蔽設備：B，B-1,B-
2,C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1　No.59(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(有限要素モデル)「グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代表
に説明する。

―

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ファン（制御盤含
む）：S，C-1

フィルタ：S，B-1

機械装置：B-4

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，質点系モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にて代表として説明する。

〈No.59(質点系モデル)〉
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・重大事故等対処設備

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：B-
1,B-2,B-3

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1　No.59(質点系モデル)　換気設備】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，質点系モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(質点系モデル)「換気設備」を代表に
説明する。

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（制御盤）：S 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1　No.59(質点系モデル)　換気設備】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，質点系モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(質点系モデル)「換気設備」を代表に
説明する。

―

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ（制御盤含
む）：S

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1　No.59(質点系モデル)　換気設備】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，質点系モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(質点系モデル)「換気設備」を代表に
説明する。

―

重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

フィルタ：常設耐震重
要重大事故等対処設備

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1　No.59(質点系モデル)　換気設備】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，質点系モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(質点系モデル)「換気設備」を代表に
説明する。

―

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダクト，配管：S，B-1

ダンパ：S

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，標準支持間隔を用いる構造設計につい
て，Gr1にて代表として説明する。

〈No.59(標準支持間隔)〉
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・重大事故等対処設備

・各設計プロセスの条件設定に係る
補足事項について示す。
【耐震機電16：配管系の評価手法
（定ピッチスパン法）について】
【耐震機電23：機器と配管の相対変
位に対する設計上の扱いについて】

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

配管：S

弁：S

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1　No.59(標準支持間隔)　換気設備】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，標準支持間隔を用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(標準支持間隔)「換気設備」を代表に
説明する。

（No.59(標準支持間隔)，換気設備，
構造設計）と同じ。

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ：S 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1　No.59(標準支持間隔)　換気設備】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，標準支持間隔を用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(標準支持間隔)「換気設備」を代表に
説明する。

（No.59(標準支持間隔)，換気設備，
構造設計）と同じ。

重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダクト，配管及びダン
パ：常設耐震重要重大
事故等対処設備

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる解析モデル等の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

【Gr1　No.59(標準支持間隔)　換気設備】
・解析モデル等の設定の考え方については，共通方針で
あることから，標準支持間隔を用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(標準支持間隔)「換気設備」を代表に
説明する。

（No.59(標準支持間隔)，換気設備，
構造設計）と同じ。

Ⅲ－１－１－６　設計用床応答曲線の作成方針

2.床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方
法
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１－６　別紙 各施設の設計用床応答
曲線

2.1 基本方針

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
【2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法】
【2.1 基本方針】
・床応答スペクトルに対し，MOX燃料加工施設の固有周期のシフトを考慮し，周期方
向に±10%の拡幅を行い，設計用床応答曲線とする。

Ⅲ－１－１－６　設計用床応答
曲線の作成方針

2.床応答スペクトルに係る基本
方針及び作成方法
2.1 基本方針

Ⅲ－１－１－６　別紙 各施設の
設計用床応答曲線

2.1 基本方針

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針
【2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法】
【2.1 基本方針】
・床応答スペクトルに対し，MOX燃料加工施設の固有周期のシフトを考慮し，周期方
向に±10%の拡幅を行い，設計用床応答曲線とする。

―
（定義のため）

―
（設計用床応答曲線については，「2-2　解析・評価等」にて説明するため）

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

58 ロ.　機器・配管系
動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用
性，適用限界等を考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，解
析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規
格及び基準又は試験等の結果に基づき設定する。

定義 設計方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価は，「4.設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応
力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力
が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析に
よる設計)により行う。
・評価手法は，JEAG4601に基づき，以下に示す定式化された計算式を用いた解析手
法又はFEM等を用いた応力解析手法にて実施することを基本とし，その他の手法を適
用する場合は適用性を確認の上適用することとする。なお，FEM等を用いた応力解析
手法において時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材
料物性のばらつき等を適切に考慮する。
(1)定式化された計算式を用いた解析手法
(2)FEM等を用いた応力解析手法
　・スペクトルモーダル解析法
　・時刻歴応答解析法

・機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごとに設定す
るとともに，安全機能に応じた評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅲ－１－１－５
地震応答解析の基本方針」の「2.2(2)　解析方法及び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－
１－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方
針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析により
機器・配管系に作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できること
を確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以
下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下となること
を確認する。
・これらの水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，
「Ⅲ－２－３　水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価」に示す。

―

59 機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モード
を適切に表現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，
設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答
解析法により応答を求める。

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合
は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析
法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用い
たスペクトルモーダル解析法により応答を求める。

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たって
は，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見
を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築物の剛性及び地
盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解
析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に
選定する。

また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデ
ルを用い，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わ
せるものとする。

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度
の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。

定義
評価要求

設計方針
評価条件
評価方法

― ―

基本方針 基本方針 ― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価は，「4.設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応
力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力
が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析に
よる設計)により行う。
・評価手法は，JEAG4601に基づき，以下に示す定式化された計算式を用いた解析手
法又はFEM等を用いた応力解析手法にて実施することを基本とし，その他の手法を適
用する場合は適用性を確認の上適用することとする。なお，FEM等を用いた応力解析
手法において時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材
料物性のばらつき等を適切に考慮する。
(1)定式化された計算式を用いた解析手法
(2)FEM等を用いた応力解析手法
　・スペクトルモーダル解析法
　・時刻歴応答解析法

・機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごとに設定す
るとともに，安全機能に応じた評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅲ－１－１－５
地震応答解析の基本方針」の「2.2(2)　解析方法及び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－
１－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方
針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析により
機器・配管系に作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できること
を確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以
下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下となること
を確認する。
・これらの水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，
「Ⅲ－２－３　水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価」に示す。

○―

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・機器・配管系の評価は，「4.設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応
力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力
が「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析に
よる設計)により行う。
・評価手法は，JEAG4601に基づき，以下に示す定式化された計算式を用いた解析手
法又はFEM等を用いた応力解析手法にて実施することを基本とし，その他の手法を適
用する場合は適用性を確認の上適用することとする。なお，FEM等を用いた応力解析
手法において時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材
料物性のばらつき等を適切に考慮する。
(1)定式化された計算式を用いた解析手法
(2)FEM等を用いた応力解析手法
　・スペクトルモーダル解析法
　・時刻歴応答解析法

・機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごとに設定す
るとともに，安全機能に応じた評価を行う。
・これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅲ－１－１－５
地震応答解析の基本方針」の「2.2(2)　解析方法及び解析モデル」に示す。
・具体的な評価手法は，「Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－
１－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方
針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析により
機器・配管系に作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できること
を確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以
下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下となること
を確認する。
・これらの水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，
「Ⅲ－２－３　水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価」に示す。

○ 施設共通 基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

施設共通 基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

― Ⅲ－１－１－５　地震応答解析
の基本方針

2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針

2.2 機器・配管系
(2) 解析方法及び解析モデル

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用
限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき
減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基
づき設定する。
・機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを
適切に表現できるよう質点系モデル，はりやシェル等の要素を使用した有限要素モ
デル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴
応答解析法により応答を求める。
・配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクト
ルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
・スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いる場合は材料物性のばら
つき等を適切に考慮する。
・スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・す
べり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模
擬することによる，現実的な応答加速度や荷重を算出する観点で，材料物性のばら
つき等への配慮を考慮しつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，
対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。
・3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配置を踏まえ，適切にモデル
化し，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
具体的な方針については「Ⅲ－１－１－７　水平２方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する影響評価方針」に示す。
剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の最大応答加速度の1.2倍
の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
【2.2 機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
・動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性及び適用
限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき
減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基
づき設定する。
・機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを
適切に表現できるよう質点系モデル，はりやシェル等の要素を使用した有限要素モ
デル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴
応答解析法により応答を求める。
・配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクト
ルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
・スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いる場合は材料物性のばら
つき等を適切に考慮する。
・スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・す
べり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模
擬することによる，現実的な応答加速度や荷重を算出する観点で，材料物性のばら
つき等への配慮を考慮しつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，
対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。
・3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配置を踏まえ，適切にモデル
化し，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
具体的な方針については「Ⅲ－１－１－７　水平２方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する影響評価方針」に示す。
剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の最大応答加速度の1.2倍
の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

【解析モデル等】

【設計条件】
○寸法
○断面特性
○材料特性
○質量

基本方針

基本方針
施設共通 基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

グローブボックス：
S,B-1,B-2

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる，機器の耐震支持方針
及び支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条件
の設定に係る構造について，構造設計(設計プロ
セス条件)にて説明する。

【Gr1】
・機器の耐震支持方針並びに固有周期及び拘束条件の設
定の考え方については，共通方針であることから，有限
要素モデルを用いる構造設計について，Gr1にて代表と
して説明する。

〈No.59(有限要素モデル)〉
・機械装置・搬送設備
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備(シャッタ)
・遮蔽扉・遮蔽蓋

―

機械装置・搬送設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

・機械装置・搬送設
備：B-1,B-2,C-1

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる，機器の耐震支持方針
及び支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条件
の設定に係る構造について，構造設計(設計プロ
セス条件)にて説明する。

【Gr1　No.59(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器の耐震支持方針並びに固有周期及び拘束条件の設
定の考え方については，共通方針であることから，有限
要素モデルを用いる構造設計について，Gr1にて
No.59(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

・ラック/ピット/棚：
B-1,B-2,B-3

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる，機器の耐震支持方針
及び支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条件
の設定に係る構造について，構造設計(設計プロ
セス条件)にて説明する。

【Gr1　No.59(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器の耐震支持方針並びに固有周期及び拘束条件の設
定の考え方については，共通方針であることから，有限
要素モデルを用いる構造設計について，Gr1にて
No.59(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（ユニット架
台）：S

配管（ユニット架
台）：S

弁（ユニット架台）：
S

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる，機器の耐震支持方針
及び支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条件
の設定に係る構造について，構造設計(設計プロ
セス条件)にて説明する。

【Gr1　No.59(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器の耐震支持方針並びに固有周期及び拘束条件の設
定の考え方については，共通方針であることから，有限
要素モデルを用いる構造設計について，Gr1にて
No.59(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

火災防護設備
(シャッタ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

シャッタ：C-1 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる，機器の耐震支持方針
及び支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条件
の設定に係る構造について，構造設計(設計プロ
セス条件)にて説明する。

【Gr1　No.59(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器の耐震支持方針並びに固有周期及び拘束条件の設
定の考え方については，共通方針であることから，有限
要素モデルを用いる構造設計について，Gr1にて
No.59(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

遮蔽扉，遮蔽蓋 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

・遮蔽設備：B，B-
1,B-2,C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる，機器の耐震支持方針
及び支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条件
の設定に係る構造について，構造設計(設計プロ
セス条件)にて説明する。

【Gr1　No.59(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器の耐震支持方針並びに固有周期及び拘束条件の設
定の考え方については，共通方針であることから，有限
要素モデルを用いる構造設計について，Gr1にて
No.59(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ファン：S，C-1

フィルタ：S，B-1

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる，機器の耐震支持方針
及び支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条件
の設定に係る構造について，構造設計(設計プロ
セス条件)にて説明する。

【Gr1】
・機器の耐震支持方針並びに固有周期及び拘束条件の設
定の考え方については，共通方針であることから，質点
系モデルを用いる構造設計について，Gr1にて代表とし
て説明する。

〈No.59(質点系モデル)〉
・ラック/ピット/棚
・重大事故等対処設備

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

・ラック/ピット/棚：
B-1,B-2,B-3

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる，機器の耐震支持方針
及び支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条件
の設定に係る構造について，構造設計(設計プロ
セス条件)にて説明する。

【Gr1　No.59(質点系モデル)　換気設備】
・機器の耐震支持方針並びに固有周期及び拘束条件の設
定の考え方については，共通方針であることから，質点
系モデルを用いる構造設計について，Gr1にてNo.59(質
点系モデル)「換気設備」を代表に説明する。

―

重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

常設耐震重要重大事故
等対処設備，
常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の重大
事故等対処設備

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる，機器の耐震支持方針
及び支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条件
の設定に係る構造について，構造設計(設計プロ
セス条件)にて説明する。

【Gr1　No.59(質点系モデル)　換気設備】
・機器の耐震支持方針並びに固有周期及び拘束条件の設
定の考え方については，共通方針であることから，質点
系モデルを用いる構造設計について，Gr1にてNo.59(質
点系モデル)「換気設備」を代表に説明する。

―

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

配管：S，B-1

ダンパ：S

構造設計（設計プロセス条
件）

配管及びダンパの耐震支持方針に基づく構造に
ついて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明
する。

【Gr1】
・配管及びダンパに係る耐震支持方針については，共通
方針であることから，標準支持間隔を用いる構造設計に
ついて，Gr1にて代表として説明する。

〈No.59(標準支持間隔)〉
・消火設備
・火災防護設備(ダンパ)
・重大事故等対処設備

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

配管：S

弁：S

構造設計（設計プロセス条
件）

配管及び弁の耐震支持方針に基づく構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.59(標準支持間隔)　換気設備】
・配管及び弁に係る耐震支持方針については，共通方針
であることから，標準支持間隔を用いる構造設計につい
て，Gr1にてNo.59(標準支持間隔)「換気設備」を代表に
説明する。

―

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ（制御盤含
む）：S

構造設計（設計プロセス条
件）

ダンパの耐震支持方針に基づく構造について，
構造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.59(標準支持間隔)　換気設備】
・ダンパに係る耐震支持方針については，共通方針であ
ることから，標準支持間隔を用いる構造設計について，
Gr1にてNo.59(標準支持間隔)「換気設備」を代表に説明
する。

―

重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

配管及びダンパ：常設
耐震重要重大事故等対
処設備，常設耐震重要
重大事故等対処設備以
外の重大事故等対処設
備

構造設計（設計プロセス条
件）

配管及びダンパの耐震支持方針に基づく構造に
ついて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明
する。

【Gr1　No.59(標準支持間隔)　換気設備】
・配管及びダンパに係る耐震支持方針については，共通
方針であることから，標準支持間隔を用いる構造設計に
ついて，Gr1にてNo.59(標準支持間隔)「換気設備」を代
表に説明する。

―

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダクト：S，B-1

ダンパ：S

構造設計（設計プロセス条
件）

ダクト及びダンパの耐震支持方針に基づく構造
について，構造設計(設計プロセス条件)にて説
明する。

【Gr1】
・ダクト及びダンパに係る耐震支持方針については，共
通方針であることから，標準支持間隔を用いる構造設計
について，Gr1にて代表として説明する。

〈No.59(標準支持間隔))〉
・重大事故等対処設備

―

重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダクト及びダンパ：常
設耐震重要重大事故等
対処設備，
常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の重大
事故等対処設備

構造設計（設計プロセス条
件）

ダクト及びダンパの耐震支持方針に基づく構造
について，構造設計(設計プロセス条件)にて説
明する。

【Gr1　No.59(標準支持間隔)　換気設備】
・ダクト及びダンパに係る耐震支持方針については，共
通方針であることから，標準支持間隔を用いる構造設計
について，Gr1にてNo.59(標準支持間隔)「換気設備」を
代表に説明する。

―

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ファン（制御盤）：S 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる，電路等の耐震支持方
針及び支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条
件の設定に係る構造について，構造設計(設計プ
ロセス条件)にて説明する。

【Gr1】
・電路等の耐震支持方針並びに固有周期及び拘束条件の
設定の考え方については，共通方針であることから，質
点系モデルを用いる構造設計について，Gr1にて代表と
して説明する。

〈No.59(質点系モデル)〉
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（制御盤）：S 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる，電路等の耐震支持方
針及び支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条
件の設定に係る構造について，構造設計(設計プ
ロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.59(質点系モデル)　換気設備】
・電路等の耐震支持方針並びに固有周期及び拘束条件の
設定の考え方については，共通方針であることから，質
点系モデルを用いる構造設計について，Gr1にて
No.59(質点系モデル)「換気設備」を代表に説明する。

―

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ（制御盤）：S 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる，電路等の耐震支持方
針及び支持方針を踏まえた固有周期及び拘束条
件の設定に係る構造について，構造設計(設計プ
ロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.59(質点系モデル)　換気設備】
・電路等の耐震支持方針並びに固有周期及び拘束条件の
設定の考え方については，共通方針であることから，質
点系モデルを用いる構造設計について，Gr1にて
No.59(質点系モデル)「換気設備」を代表に説明する。

―

機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モード
を適切に表現できるよう質点系モデル，有限要素モデル等に置換し，
設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答
解析法により応答を求める。

また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合
は地盤物性等のばらつきを適切に考慮する。スペクトルモーダル解析
法には地盤物性等のばらつきを考慮した床応答曲線を用いる。

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用い
たスペクトルモーダル解析法により応答を求める。

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たって
は，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見
を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，建物・構築物の剛性及び地
盤物性のばらつきへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解
析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に
選定する。

また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を評価できるモデ
ルを用い，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わ
せるものとする。

なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最大床応答加速度
の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震力を算定する。

定義
評価要求

設計方針
評価条件
評価方法

Ⅲ－１－１－10 機器の耐震支持方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

4. 支持構造物及び基礎の設計
4.1 支持構造物の設計
4.2 埋込金物の設計
4.3 基礎の設計
4.4 機器の支持方法
5. その他特に考慮すべき事項

Ⅲ－１－１－12 電気計測制御装置等の耐震支
持方針
4. 電気計測制御装置等の耐震設計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設計手順

Ⅲ－１－１－12 電気計測制御装
置等の耐震支持方針
4. 電気計測制御装置等の耐震設
計方針
4.2 耐震設計の手順
4.2.4 電路類の耐震設計手順

【4.2.4 電路類の耐震設計手順】
・構造的に健全ならば機能が維持されるので構造的検討のみを行う。この際には多
質点系はりモデルによる解析の場合は，固有振動数に応じて応答解析による方法，
又は静的解析による方法を用いて構造的健全性を確認する方針とする。
・標準支持間隔法を用いる場合は，静的又は動的地震力による応力が許容応力以下
となる標準支持間隔を設定し，標準支持間隔以内で支持することにより耐震性を確
保する。

【4.4.1 標準支持間隔を用いた評価方法】
・静的震度，1.2ZPA及び設計用床応答曲線から地震力を算定し，ダクトに生じる曲
げモーメントが許容座屈曲げモーメント以下となるように支持間隔を算定する。

Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐震支持方針
4.ダクト設計の基本方針
4.4 ダクト支持点の設計方法
4.4.1 標準支持間隔を用いた評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
9.　機器・配管系の支持方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【9.　機器・配管系の支持方針】
・機器・配管系本体については「5.　機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を
行う。それらの支持構造物の設計方針については，機器は形状，配置等に応じて個
別に支持構造物の設計を行うこと，配管系，電気計測制御装置等は設備の種類，配
置に応じて各々標準化された支持構造物の中から選定することから，それぞれ「Ⅲ
－１－１－10　機器の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－１　配管の耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅲ－１－１－12　電
気計測制御装置等の耐震支持方針」に示す。

基本方針
施設共通 基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

Ⅲ－１－１-11－１　配管の耐震支持方針

1. 配管の耐震支持方針

1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法

Ⅲ－１－１-11－１　配管の耐震支持方針
【1. 配管の耐震支持方針】
【1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法】
・多質点系はりモデルを用いた評価方法では，原則として固定点から固定点までを
独立した1つのブロックとして，地震荷重，自重 ，熱荷重等により配管に生じる応
力が許容応力以下となるように配管経路及び支持方法を定める。
【1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法】
・標準支持間隔法による配管の耐震計算は，配管を直管部，曲がり部，集中質量
部，分岐部，Z形部，門形部及び分岐＋曲がり部の各要素に分類し，要素ごとに許容
値を満足する最大の支持間隔を算出する。

○ 施設共通 基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

施設共通 基本設計方針
(機器・配管系の動的解析方法)

― Ⅲ－１－１－10 機器の耐震支持
方針
2. 機器の支持構造物
2.1 基本原則

4. 支持構造物及び基礎の設計
4.1 支持構造物の設計
4.2 埋込金物の設計
4.3 基礎の設計
4.4 機器の支持方法
5. その他特に考慮すべき事項

Ⅲ－１－１－10 機器の耐震支持方針
【2. 機器の支持構造物】
【2.1 基本原則】
・機器の耐震支持方針は下記によるものとする。
(1)　重要な機器は岩盤上に設けた強固な基礎又は岩盤により支持され十分耐震性を
有する建物・構築物内の基礎上に設置する。
(2)　支持構造物を含め十分剛構造とすることで建物・構築物との共振を防止する。
(3)　剛性を十分に確保できない場合は，機器系の振動特性に応じた地震応答解析に
より，応力評価に必要な荷重等を算定し，その荷重等に耐える設計とする。
(4)　重心位置を低くおさえる。
(5)　配管反力をできる限り機器にもたせない構造とする。
(6)　偏心荷重を避ける。
(7)　高温機器は熱膨張を拘束しない構造とする。
(8)　動的機能が要求されるものについては地震時に機能を喪失しない構造とする。
(9)　内部構造物については容器との相互作用を考慮した構造とする。
(10) 建物・構築物内の基礎上に固定されていない移動式設備については，転倒等に
よる落下を防止するための措置を講じる。
(11) 支持架構上に設置される機器については，原則として架構を十分剛に設計す
る。剛ではない場合は，架構の剛性を考慮した地震荷重等に耐える設計とする。
・剛ではない架構に設置される機器については，架構の剛性を考慮した地震応答解
析による耐震性の確認を行う。

【4.　支持構造物及び基礎の設計】
【4.1 　支持構造物の設計】
(1) 設計方針
　支持構造物の設計は，機器を剛に支持することを原則とし，機器の重心位置をで
きる限り低くするとともに，偏心荷重をおさえるよう設計する。
また，熱膨張変位の大きいものについては，その変位を拘束することなく，自重，
地震荷重等に対し，有効な支持機能を有するよう設計する。
なお，移動式設備の設計は，レールからの転倒等による落下を防止するよう設計す
る。
(2) 荷重条件
　支持構造物の設計に当たっては機器の自重，積載荷重，運転荷重等通常時荷重の
他に，地震時荷重及び事故時荷重を考慮する。
　また，屋外機器については積雪荷重及び風荷重の屋外特有の荷重を考慮する。
　荷重の種類及び組合せについては，「Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針」に
従う。
(3) 種類及び選定
　支持構造物は大別して，機能材と構造材とに分け設計を行い，選定する。
　
【4.2　 埋込金物の設計】
(1) 設計方針
　機器の埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え，支持構造物と一体
となって支持機能を満たすように設計する。
　埋込金物の選定は，機器の支持方法，支持荷重及び配置を考慮して行う。このと
き，定着部は，原則としてボルトの限界引き抜き力に対して，コンクリート設計基
準強度及びせん断力算定断面積による引き抜き耐力が上回るよう埋込深さを算定す
ることで，基礎ボルトに対して十分な余裕を持つように設計する。
(2) 荷重条件
　埋込金物の設計は，機器から伝わる荷重に対し，その荷重成分の組合せを考慮し
て行う。荷重の種類及び組合せについては，「Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方
針」に従う。
(3) 種類及び選定
　埋込金物には下記の種類があり，それぞれ使用用途に合わせて選定する。
a.　基礎ボルト形式(スリーブ付)
b.　基礎ボルト形式(スリーブ無し)
c.　後打アンカ

4.3　 基礎の設計
(1) 設計方針
　機器の基礎は，支持構造物から加わる自重及び地震荷重に対し，有効な支持機能
を有するよう設計する。基礎の選定は，機器の支持方法，支持荷重及び配置を考慮
して行う。
(2) 荷重条件
　基礎の設計は，機器から伝わる荷重に対し，荷重成分の組合せを考慮して行う。
　荷重の種類及び組合せについては，「Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針」に
従う。
(3) 種類及び選定
　基礎は機器の種類及び設置場所により，選定する。
a.　屋内の基礎
b.　屋外の基礎

【4.4 機器の支持方法】
(1) たて置の機器
(2) 横置の機器
(3) 内部構造物
(4) 移動式設備
(5) グローブボックス

【5.　その他特に考慮すべき事項】
(1) 機器と配管の相対変位に対する考慮
(2) 動的機器の支持に対する考慮
(3) 建物・構築物との共振の防止
(4) 波及的影響の防止

Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震
支持方針
1. 配管の耐震支持方針
1.3 配管の設計
1.3.2 多質点系はりモデルを用
いた評価方法
1.3.3 標準支持間隔を用いた評
価方法

Ⅲ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針
【1. 配管の耐震支持方針】
【1.3.2 多質点系はりモデルを用いた評価方法】
・多質点系はりモデルを用いた評価方法では，原則として固定点から固定点までを
独立した1つのブロックとして，地震荷重，自重，熱荷重等により配管に生じる応力
が許容応力以下となるように配管系路及び支持方法を定める。

【1.3.3 標準支持間隔を用いた評価方法】
・標準支持間隔法による配管の耐震計算は，配管を直管部，曲がり部，集中質量
部，分岐部，Z形部，門形部及び分岐＋曲がり部の各要素に分類し，要素ごとに許容
値を満足する最大の支持間隔を算出する。

【4.2.4 電路類の耐震設計手順】
・構造的に健全ならば機能が維持されるので構造的検討のみを行う。この際には多
質点系はりモデルによる解析又は標準支持間隔法を用いる。多質点系はりモデルに
よる解析の場合は，固有振動数に応じて応答解析による方法，又は静的解析による
方法を用いて構造的健全性を確認する方針とする。
・標準支持間隔法を用いる場合は，静的又は動的地震力による応力が許容応力以下
となる標準支持間隔を設定し，標準支持間隔以内で支持することにより耐震性を確
保する。

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

Ⅲ－１－１－11－２ ダクトの耐
震支持方針
4. ダクト設計の基本方針
4.4 ダクト支持点の設計方法
4.4.1 標準支持間隔を用いた評
価方法

【4.4.1 標準支持間隔を用いた評価方法】
・静的震度，1.2ZPA及び設計用床応答曲線から地震力を算定し，ダクトに生じる曲
げモーメントが許容座屈曲げモーメント以下となるように支持間隔を算定する。

【設計条件】
○固有周期
○拘束条件

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

【設計条件】
○固有周期
○拘束条件

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

59 Ⅲ－１－１－10 機器の耐震支持方針
【2. 機器の支持構造物】
【2.1 基本原則】
・機器の耐震支持方針は下記によるものとする。
(1)　重要な機器は岩盤上に設けた強固な基礎又は岩盤により支持され十分耐震性を
有する建物・構築物内の基礎上に設置する。
(2)　支持構造物を含め十分剛構造とすることで建物・構築物との共振を防止する。
(3)　剛性を十分に確保できない場合は，機器系の振動特性に応じた地震応答解析に
より，応力評価に必要な荷重等を算定し，その荷重等に耐える設計とする。
(4)　重心位置を低くおさえる。
(5)　配管反力をできる限り機器にもたせない構造とする。
(6)　偏心荷重を避ける。
(7)　高温機器は熱膨張を拘束しない構造とする。
(8)　動的機能が要求されるものについては地震時に機能を喪失しない構造とする。
(9)　内部構造物については容器との相互作用を考慮した構造とする。
(10) 建物・構築物内の基礎上に固定されていない移動式設備については，転倒等に
よる落下を防止するための措置を講じる。
(11) 支持架構上に設置される機器については，原則として架構を十分剛に設計す
る。剛ではない場合は，架構の剛性を考慮した地震荷重等に耐える設計とする。
・剛ではない架構に設置される機器については，架構の剛性を考慮した地震応答解
析による耐震性の確認を行う。

【4.　支持構造物及び基礎の設計】
【4.1 　支持構造物の設計】
(1) 設計方針
　支持構造物の設計は，機器を剛に支持することを原則とし，機器の重心位置をで
きる限り低くするとともに，偏心荷重をおさえるよう設計する。
また，熱膨張変位の大きいものについては，その変位を拘束することなく，自重，
地震荷重等に対し，有効な支持機能を有するよう設計する。
なお，移動式設備の設計は，レールからの転倒等による落下を防止するよう設計す
る。
(2) 荷重条件
　支持構造物の設計に当たっては機器の自重，積載荷重，運転荷重等通常時荷重の
他に，地震時荷重及び事故時荷重を考慮する。
　また，屋外機器については積雪荷重及び風荷重の屋外特有の荷重を考慮する。
　荷重の種類及び組合せについては，「Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針」に
従う。
(3) 種類及び選定
　支持構造物は大別して，機能材と構造材とに分け設計を行い，選定する。
　
【4.2　 埋込金物の設計】
(1) 設計方針
　機器の埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え，支持構造物と一体
となって支持機能を満たすように設計する。
　埋込金物の選定は，機器の支持方法，支持荷重及び配置を考慮して行う。このと
き，定着部は，原則としてボルトの限界引き抜き力に対して，コンクリート設計基
準強度及びせん断力算定断面積による引き抜き耐力が上回るよう埋込深さを算定す
ることで，基礎ボルトに対して十分な余裕を持つように設計する。
(2) 荷重条件
　埋込金物の設計は，機器から伝わる荷重に対し，その荷重成分の組合せを考慮し
て行う。荷重の種類及び組合せについては，「Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方
針」に従う。
(3) 種類及び選定
　埋込金物には下記の種類があり，それぞれ使用用途に合わせて選定する。
a.　基礎ボルト形式(スリーブ付)
b.　基礎ボルト形式(スリーブ無し)
c.　後打アンカ

4.3　 基礎の設計
(1) 設計方針
　機器の基礎は，支持構造物から加わる自重及び地震荷重に対し，有効な支持機能
を有するよう設計する。基礎の選定は，機器の支持方法，支持荷重及び配置を考慮
して行う。
(2) 荷重条件
　基礎の設計は，機器から伝わる荷重に対し，荷重成分の組合せを考慮して行う。
　荷重の種類及び組合せについては，「Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針」に
従う。
(3) 種類及び選定
　基礎は機器の種類及び設置場所により，選定する。
a.　屋内の基礎
b.　屋外の基礎

【4.4 機器の支持方法】
(1) たて置の機器
(2) 横置の機器
(3) 内部構造物
(4) 移動式設備
(5) グローブボックス

【5.　その他特に考慮すべき事項】
(1) 機器と配管の相対変位に対する考慮
(2) 動的機器の支持に対する考慮
(3) 建物・構築物との共振の防止
(4) 波及的影響の防止
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

グローブボックス：
S,B-1,B-2

構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，有限要素モデルを用いる構造設計について，
Gr1にて代表として説明する。

〈No.60(有限要素モデル)〉
・機械装置・搬送設備
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備(シャッタ)
・遮蔽扉・遮蔽蓋

―

機械装置・搬送設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

機械装置・搬送設備：
B-1,B-2,C-1

構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.60(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，有限要素モデルを用いる構造設計について，
Gr1にてNo.60(有限要素モデル)「グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代表
に説明する。

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：B-
1,B-2,B-3

構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.60(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，有限要素モデルを用いる構造設計について，
Gr1にてNo.60(有限要素モデル)「グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代表
に説明する。

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（ユニット架
台）：S

配管（ユニット架
台）：S

弁（ユニット架台）：
S

構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.60(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，有限要素モデルを用いる構造設計について，
Gr1にてNo.60(有限要素モデル)「グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代表
に説明する。

―

火災防護設備
(シャッタ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

シャッタ：C-1 構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.60(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，有限要素モデルを用いる構造設計について，
Gr1にてNo.60(有限要素モデル)「グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代表
に説明する。

―

遮蔽扉，遮蔽蓋 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

遮蔽設備：B，B-1,B-
2,C

構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.60(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，有限要素モデルを用いる構造設計について，
Gr1にてNo.60(有限要素モデル)「グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代表
に説明する。

―

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ファン（制御盤含
む）：S，C-1
フィルタ：S，B-1

構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，質点系モデルを用いる構造設計について，
Gr1にて代表として説明する。

〈No.60(質点系モデル)〉
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備(ダンパ)
・重大事故等対処設備

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：B-
1,B-2,B-3

構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.60(質点系モデル)　換気設備】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，質点系モデルを用いる構造設計について，
Gr1にてNo.60(質点系モデル)「換気設備」を代表に説明
する。

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（制御盤）：S 構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.60(質点系モデル)　換気設備】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，質点系モデルを用いる構造設計について，
Gr1にてNo.60(質点系モデル)「換気設備」を代表に説明
する。

―

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ（制御盤）：S 構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.60(質点系モデル)　換気設備】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，質点系モデルを用いる構造設計について，
Gr1にてNo.60(質点系モデル)「換気設備」を代表に説明
する。

―

重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

フィルタ：常設耐震重
要重大事故等対処設備

構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.60(質点系モデル)　換気設備】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，質点系モデルを用いる構造設計について，
Gr1にてNo.60(質点系モデル)「換気設備」を代表に説明
する。

―

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダクト，配管：S，B-1

ダンパ：S

構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，標準支持間隔を用いる構造設計について，
Gr1にて代表として説明する。

〈No.60(標準支持間隔)〉
・消火設備
・火災防護設備(ダンパ)
・重大事故等対処設備

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

配管：S

弁：S

構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.60(標準支持間隔)　換気設備】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，標準支持間隔を用いる構造設計について，
Gr1にてNo.60(標準支持間隔)「換気設備」を代表に説明
する。

―

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ：S 構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.60(標準支持間隔)　換気設備】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，標準支持間隔を用いる構造設計について，
Gr1にてNo.60(標準支持間隔)「換気設備」を代表に説明
する。

―

重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダクト，配管及びダン
パ：常設耐震重要重大
事故等対処設備

構造設計（設計プロセス条
件：減衰定数）

設計プロセス条件となる減衰定数の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.60(標準支持間隔)　換気設備】
・減衰定数の設定の考え方については，共通方針である
ことから，標準支持間隔を用いる構造設計について，
Gr1にてNo.60(標準支持間隔)「換気設備」を代表に説明
する。

―

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

第１回申請と同一Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
【3.　設計用減衰定数】
・地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601-1987，1991に記載されている減衰定
数を設備の種類，構造等により適切に選定するとともに，試験等で妥当性が確認さ
れた値も用いる。具体的には第3-1表に示す。
・建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの材料減衰定数の設定に
ついては，既往の知見に加え，入力地震動による建物・構築物の応答レベル及び構
造形状の複雑さを踏まえ，5%を基本とする。ただし，燃料加工建屋については，応
答への影響も確認した上で，既設工認＊における設定と同じ3%と設定する。
注記　＊：平成22年10月22日付け平成22･05･21原第9号にて認可を受けた設工認申請
書の「Ⅲ－２－１－１－１　燃料加工建屋の地震応答計算書」

・地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数については，地中構造
物としての特徴及び同モデルの振動特性を考慮して適切に設定する。
・機器・配管系における設計用減衰定数は，対象設備に応じた値を適用する。

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
3.　設計用減衰定数

第１回申請と同一―61-1 (4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとす
る。
耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要
な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機
能，支援機能，火災防護機能，遮蔽機能，気密性，換気機能，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とす
る。
上記の機能のうち，遮蔽機能，気密性，支持機能，操作場所及びアク
セスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当
該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で
きる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機能，支援機能，
火災防護機能，換気機能等については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設
定する。

定義
評価要求

基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態
(1) 建物・構築物
5.2 機能維持
(1)建物・構築物
(2)機器・配管系

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
・耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能であ
る閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機能，支援機能，火災防護機
能，遮蔽機能，気密性，換気機能，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持
機能，核燃料物質等の取扱機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，止水機能，分
析済液処理機能，分析機能，ユーティリティ機能，廃棄機能，貯水機能を維持する
設計とする。
・上記の機能のうち，遮蔽機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルート
の保持機能，核燃料物質等の取扱機能，止水機能，分析機能，貯水機能について
は，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じ
た地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能
が維持できる設計とする。
・ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。

― ―
（定義のため）

60 c.　設計用減衰定数
地震応答解析に用いる減衰定数は，安全上適切と認められる規格及び
基準に基づき，設備の種類，構造等により適切に選定するとともに，
試験等で妥当性を確認した値も用いる。

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの減衰
定数の設定については，既往の知見に加え，既設施設の地震観測記録
等により，その妥当性を検討する。

また，地盤と土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数につ
いては，地中構造物としての特徴，同モデルの振動特性を考慮して適
切に設定する。

定義
評価要求

評価方法
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【4.設計用地震力】
【4.1 地震力の算定方法】
【4.1.2 動的地震力】
・安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析においては，地盤の諸
定数も含めて材料のばらつきによる材料定数の変動幅を適切に考慮する。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

4.設計用地震力
4.1 地震力の算定法
4.1.2 動的地震力

基本方針

基本方針

【設計条件】
○減衰定数
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

【許容限界】
・構造強度

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

排気筒：C 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，建物・構築物の構造設計について，Gr1にて
代表として説明する。

〈No.61-1(建物・構築物)〉
・施設外漏えい防止堰
・洞道

―

【許容限界】
・構造強度

施設外漏えい防止堰 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

施設外漏えい防止堰：
C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.61-1(建物・構築物)　換気設備】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，建物・構築物の構造設計について，Gr1にて
No.61-1(建物・構築物)「換気設備」を代表に説明す
る。

―

【許容限界】
・構造強度

洞道 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

貯蔵容器搬送用洞道：
B

洞道遮蔽：B

火災区域構造物及び火
災区画構造物：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.61-1(建物・構築物)　換気設備】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，建物・構築物の構造設計について，Gr1にて
No.61-1(建物・構築物)「換気設備」を代表に説明す
る。

―

上記と同じ。第１回申請と同一

基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
・MOX燃料加工施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震力による
荷重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計
とする。また，変位及び変形に対し，設計上の配慮を行う。
・自然現象に関する組合せは，「Ⅴ－１－１－１　自然現象等による損傷の防止に
関する説明書」に従い行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容限界は「Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針」
に示す。

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
3.1　構造強度上の制限

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
【3.1　構造強度上の制限】
・MOX燃料加工施設の耐震設計については，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち「5.1　構造強度」に示す考え方に基づき，安全機能を有する施設における各耐
震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場
合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界
以下とする。
・許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるように十分に
余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。
・地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，第3.1-1
表及び第3.1-2表に示すとおりとする。
・機器・配管系の基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄのみによる疲労解析に
用いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用いる。
・弾性設計用地震動Ｓｄの疲労解析は，設備ごとに個別に設定した弾性設計用地震
動Ｓｄの等価繰返し回数が基準地震動Ｓｓの疲労解析に用いた等価繰返し回数以下
であれば省略しても良いものとする。
・建物・構築物（土木構造物を除く）の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し
て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設の基礎地盤に
ついては，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又
は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設にお
ける耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設定する。
・耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重を組
み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第3.1-1図に示す。積雪荷重につい
ては，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設又は埋
設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力
と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に設置されている施設のうち，コ
ンクリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて
相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力と組み
合わせる。第3.1-3表に施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。

第１回申請と同一

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとす
る。
耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要
な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機
能，支援機能，火災防護機能，遮蔽機能，気密性，換気機能，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とす
る。
上記の機能のうち，遮蔽機能，気密性，支持機能，操作場所及びアク
セスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当
該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で
きる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機能，支援機能，
火災防護機能，換気機能等については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設
定する。

61-1 定義
評価要求

基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.2 機能維持
(1)建物・構築物

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持 】
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設
(a) 閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，放射性物
質を限定された区域に閉じ込めるため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じ
た地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保することで，閉じ込
め機能が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，地
震時及び地震後において，放射性物質が漏えいした場合にその影響の拡大を防止す
るため，閉じ込め機能の維持が要求される壁及び床が安全機能を有する施設の耐震
重要度に応じた地震動に対して構造強度を確保することで閉じ込め機能が維持でき
る設計とする。
・閉じ込め機能が要求される壁に設置する扉は，規格に基づく扉を用いることとす
るため，壁がせん断ひずみの許容限界を満足していることで，閉じ込め機能を確保
できる。
(b) 火災防護機能の維持
・火災防護機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，火災の影
響を軽減するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，
「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保することで，火災防護機能が維持できる
設計とする。
(c) 遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，放射線業務従
事者の放射線障害防止，MOX燃料加工施設周辺の空間線量率の低減，居住性の確保及
び放射線障害から公衆等を守るため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた
地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚
さを確保することで，遮蔽機能が維持できる設計とする。
(d) 支持機能の維持
・機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，地震
時及び地震後において，被支持設備の機能を維持するため，被支持設備の安全機能
を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1 構造強度」に基づく構
造強度を確保することで，支持機能が維持できる設計とする。
・支持機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，耐震壁
のせん断ひずみの許容限界を満足すること又は基礎を構成する部材に生じる応力が
終局強度に対し妥当な安全余裕を有していることで，Ｓクラス設備等に対する支持
機能が維持できる設計とする。
・土木構造物については，安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度
を許容限界とし，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。
(e)地下水排水機能の維持
・地下水排水機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，建物・構築物の
周囲の地下水を排水するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対し
て，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保することで，地下水排水機能が維持できる設計と
する。
(f)廃棄機能の維持
・廃棄機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，放射性廃棄物を廃棄す
るため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「5.1　構造強度」に基
づく構造強度を確保することで，廃棄機能が維持できる設計とする

b.重大事故等対処施設
(a) 遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対
して，「5.2(1)a.(c)　遮蔽機能の維持」と同様の設計を行うことで，遮蔽機能が維持できる設計と
する。
(b) 気密性の維持
・気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，居住性確保のため，事故
時に放射性気体の流入を防ぐことを目的として，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地
震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保すること及び換気設備の換気機能とあ
いまって施設の気圧差を確保することで，必要な気密性が維持できる設計とする。
(c)支持機能の維持
・機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，被支持設備の
重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「5.2(1)a.(d)　支持機能の維持」と
同様の設計を行うことで，支持機能が維持できる設計とする。
(d) 操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持
・操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後に
おいて，地震を要因として発生する重大事故等に対処するために必要となる操作場所及びアク
セスルートを保持するため，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「5.1
構造強度」に基づく構造強度を確保することで，操作場所及びアクセスルートの保持機能が維
持できる設計とする。
・操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造
の施設は，耐震壁のせん断ひずみの許容限界を満足することで，操作場所及びアクセスルート
の保持機能が維持できる設計とする。
・耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許容限界を満足して
いる場合は，耐震壁の変形に追従する建物・構築物の部位の健全性も確保されており，操作場
所及びアクセスルートの保持機能を確保できる。
(e) 地下水排水機能の維持
・地下水排水機能の維持が要求される施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震
動に対して，「5.2(1)a.(e)　地下水排水機能の維持」と同様の設計を行うことで，地下水排水機
能が維持できる設計とする。
(f) 貯水機能の維持
・貯水機能の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，重大事故等への対処に
必要となる水を確保するため，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「5.1
構造強度」に基づく構造強度を確保することで，貯水機能が維持できる設計とする。
・貯水機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，貯水機能の維持が要
求される壁及び床が，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，おおむね弾
性状態に留まることを基本とする。

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
4.　機能維持
(1)建物・構築物

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
【4.機能維持】
(1)建物・構築物
a.安全機能を有する施設
(a) 閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される施設は，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」
のうち「5.2(1)a.(a)　閉じ込め機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後
において，放射性物質を限定された区域に閉じ込めるため，安全機能を有する施設
の耐震重要度に応じた地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」に基づく構造強
度を確保することで，閉じ込め機能が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，地
震時及び地震後において，放射性物質が漏えいした場合にその影響の拡大を防止す
るため，閉じ込め機能の維持が要求される壁及び床が安全機能を有する施設の耐震
重要度に応じた地震動に対して構造強度を確保することで閉じ込め機能が維持でき
る設計とする。
・閉じ込め機能が要求される壁に設置する扉は，規格に基づく扉を用いることとす
るため，壁がせん断ひずみの許容限界を満足していることで，閉じ込め機能を確保
できる。
(b) 火災防護機能の維持
・火災防護機能の維持が要求される施設は，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」
のうち「5.2(1)a.(b)　火災防護機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後
において，火災の影響を軽減するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じ
た地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」に基づく構造強度を確保すること
で，火災防護機能が維持できる設計とする。
(c) 遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」のう
ち「5.2(1)a.(c)　遮蔽機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後におい
て，放射線業務従事者の放射線障害防止，MOX燃料加工施設周辺の空間線量率の低
減，居住性の確保及び放射線障害から公衆を守るため，安全機能を有する施設の耐
震重要度に応じた地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」に基づく構造強度を
確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，遮蔽機能が維持できる設計とす
る。
・遮蔽機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，安全機
能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」
に基づく構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，地震後にお
ける残留ひずみを小さくし，ひび割れがほぼ閉塞し，貫通するひび割れが直線的に
残留しないこととすることで，遮蔽機能が維持できる設計とする。
(d) 支持機能の維持
・機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，「Ⅲ
－１－１　耐震設計の基本方針」のうち「5.2(1)a.(d)　支持機能の維持」の考え方
に基づき，地震時及び地震後において，被支持設備が安全機能を有する施設の耐震
重要度に応じた地震動に対して，支持機能が維持できる設計とする。
(e)地下水排水機能の維持
・地下水排水機能の維持が要求される施設は，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針」のうち「5.2(1)a.(e)　地下水排水機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び
地震後において，建物・構築物の周囲の地下水を排水するため，安全機能を有する
施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」に基づく構
造強度を確保することで，地下水排水機能が維持できる設計とする。
・地下水排水機能の維持が要求される施設である地下水排水設備(サブドレン管，集
水管，サブドレンピット及びサブドレンシャフト)については，耐震設計において地
下水位の低下を期待する建物・構築物の周囲の地下水を排水するため，基準地震動
Ｓｓによる地震力に対して機能が維持できる設計とする。
(f)廃棄機能
・廃棄機能の維持が要求される施設は，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」のう
ち「5.2(1)a.(f)　廃棄機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後におい
て，気体廃棄物を排気筒より廃棄するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に
応じた地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」に基づく構造強度を確保するこ
とで，廃棄機能が維持できる設計とする。

b.重大事故等対処施設
(a) 遮蔽機能の維持
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地
震動に対して，「4.(1)a.(c)　遮蔽機能の維持」と同様の設計を行うことで，遮蔽
機能が維持できる設計とする。
(b) 気密性の維持
・気密性の維持が要求される施設は，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」のうち
「5.2(1)b.(b)　気密性の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，居
住性の確保のため，事故時に放射性気体の流入を防ぐことを目的として，重大事故
等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」に基づ
く構造強度を確保すること及び同じく地震動に対して機能を維持できる設計とする
換気設備の換気機能とあいまって，気密性維持の境界において気圧差を確保するこ
とで必要な気密性が維持できる設計とする。
・気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，重大事故
等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，地震時及び地震後において，耐震
壁のせん断ひずみがおおむね弾性状態に留まることを基本とする。その状態に留ま
らない場合は，地震応答解析による耐震壁のせん断ひずみから算定した空気漏えい
量が，設置する換気設備の性能を下回ることで必要な気密性が維持できる設計とす
る。
(c)支持機能の維持
・機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求される施設は，被支
持設備の重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「4.(1)a.(d)
支持機能の維持」と同様の設計を行うことで，支持機能を維持する設計とする。
(d) 操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持
・操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される施設は，「Ⅲ－１－
１　耐震設計の基本方針」のうち「5.2(2)a.(e)　操作場所及びアクセスルートの保
持機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，地震を要因として
発生する重大事故等に対処するために必要となる操作場所及びアクセスルートを保
持するため，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「3.1 構造
強度上の制限」に基づく構造強度を確保することで，操作場所及びアクセスルート
の保持機能が維持できる設計とする。
・操作場所及びアクセスルートの保持機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コ
ンクリート造の施設は，耐震壁のせん断ひずみの許容限界を満足することで，操作
場所及びアクセスルートの保持機能が維持できる設計とする。
・耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん断ひずみの許容限界
を満足していることで健全性が確保されており，操作場所及びアクセスルートの保
持機能を確保できる。
(e) 地下水排水機能の維持
・地下水排水機能の維持が要求される施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応
じた地震動に対して，「4.(1)a.(e)　地下水排水機能の維持」と同様の設計を行う
ことで，地下水排水機能が維持できる設計とする。
(f) 貯水機能の維持
・貯水機能の維持が要求される施設は，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」のう
ち「5.2(1)b.(f)　貯水機能の維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後におい
て，重大事故等への対処に必要となる水を確保するため，重大事故等対処施設の設
備分類に応じた地震動に対して，「3.1 構造強度上の制限」に基づく構造強度を確
保することで，貯水機能が維持できる設計とする。
・貯水機能の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造の施設は，貯水機
能の維持が要求される壁及び床が，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動
に対して，おおむね弾性状態に留まることを基本とする。

基本方針

61-1 (4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとす
る。
耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要
な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機
能，支援機能，火災防護機能，遮蔽機能，気密性，換気機能，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とす
る。
上記の機能のうち，遮蔽機能，気密性，支持機能，操作場所及びアク
セスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当
該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で
きる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機能，支援機能，
火災防護機能，換気機能等については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設
定する。

定義
評価要求

【建物・構築物】基本方針
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

グローブボックスと
同等の閉じ込め機能
を有する設備

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

スタック乾燥装置：B-
1

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Bクラスの機器・配管系の構造設計につい
て，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グローブボック
ス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代
表に説明する。

―

機械装置・搬送設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

機械装置・搬送設備：
B,B-1,B-2，C,C-1

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Bクラス及びCクラスの機器・配管系の構造設
計について，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グロー
ブボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：
B,B-1,B-2,B-3

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Bクラスの機器・配管系の構造設計につい
て，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グローブボック
ス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代
表に説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Ｓクラスの容器，配管及び弁は，地震力に対し
てその安全機能が損なわれるおそれがないこと
を評価にて説明する。

―

火災防護設備
（シャッタ）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

シャッタ：C,C-1 構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Cクラスの機器・配管系の構造設計につい
て，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グローブボック
ス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代
表に説明する。

―

遮蔽扉，遮蔽蓋 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

遮蔽設備：B，B-1,B-
2,C

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Bクラス及びCクラスの機器・配管系の構造設
計について，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グロー
ブボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Ｓクラスのファン及びフィルタ並びにB-4クラス
の機械装置は，地震力に対してその安全機能が
損なわれるおそれがないことを評価にて説明す
る。

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：
B,B-1,B-2,B-3

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.61-1(質点系モデル)　換気設備】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，B-2,B-3クラスの機器・配管系のうち，質点
系モデルを用いる構造設計について，Gr1にてNo.61-
1(質点系モデル)「換気設備」を代表に説明する。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Bクラスの機器・配管系のうち，有限要素モ
デルを用いる構造設計について，Gr1にてNo.61-1(有限
要素モデル)「グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）」を代表に説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

※以下の資料は，11条･29条の要求を
受けて「Ⅴ-1-1-6-2　火災防護設備
の耐震設計」にて展開される方針を
踏まえた資料である。
・C-2クラスの消火設備における設計
条件の選定について補足説明する。
【耐震機電32：火災防護の耐震性に
関する説明について】

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Sクラス，C-2クラスの消火設備は，地震力に対
してその安全機能が損なわれるおそれがないこ
とを評価にて説明する。

※以下の資料は，11条･29条の要求を
受けて「Ⅴ-1-1-6-2　火災防護設備
の耐震設計」にて展開される方針を
踏まえた資料である。
・C-2クラスの消火設備における耐震
計算にて扱う設備の代表性について
補足説明する。
【耐震機電32：火災防護の耐震性に
関する説明について】

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Ｓクラスのダンパ（制御盤）は，地震力に対し
てその安全機能が損なわれるおそれがないこと
を評価にて説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 常設耐震重要重大事故等対処設備のフィルタ
は，地震力に対して重大事故等に対処するため
に必要な機能が損なわれないことを評価にて説
明する。

―

【Gr1　No.61-1　換気設備(質点系モデル)】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，質点系モデルを用いる構造設計について，
Gr1にてNo.61-1(質点系モデル)「換気設備」を代表に説
明する。

ファン（制御盤含
む）：S，B-4，C，C-1

フィルタ：S，B，B-
1，C

機械装置：B-4

給気設備：C

Ｓクラスのグローブボックスは，地震力に対し
てその安全機能が損なわれるおそれがないこと
を評価にて説明する。

換気設備

【Gr1】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Sクラス，B-1クラス及びB-2クラスの機器・
配管系のうち，有限要素モデルを用いる構造設計につい
て，Gr1にて代表として説明する。

〈No.61-1(有限要素モデル)〉
・機械装置・搬送設備
・ラック/ピット/棚
・遮蔽扉・遮蔽蓋

【Gr1】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Bクラス及びCクラスの機器・配管系の構造設
計について，Gr1にて代表として説明する。

〈No.61-1(有限要素モデル)〉
・グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備
・換気設備
・液体の放射性物質を取り扱う設備
・機械装置・搬送設備
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・火災防護設備（シャッタ）
・警報設備等
・遮蔽扉・遮蔽蓋
・その他(非管理区域換気空調設備，窒素ガス供給設備)
・その他(被覆施設，組立施設等の設備構成)

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Sクラス及びCクラスの機器・配管系の構造設
計について，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グロー
ブボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

【Gr1　No.61-1(質点系モデル)　換気設備】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Sクラス，C-2クラスの機器・配管系のうち，
質点系モデルを用いる構造設計について，Gr1にて
No.61-1(質点系モデル)「換気設備」を代表に説明す
る。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Cクラスの機器・配管系の構造設計につい
て，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グローブボック
ス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代
表に説明する。

火災防護設備(ダン
パ)

ダンパ（制御盤）：
S，C

【Gr1　No.61-1　換気設備(質点系モデル)】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Sクラス，C-2クラスの機器・配管系のうち，
質点系モデルを用いる構造設計について，Gr1にて
No.61-1(質点系モデル)「換気設備」を代表に説明す
る。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Cクラスの機器・配管系の構造設計につい
て，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グローブボック
ス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代
表に説明する。

重大事故等対処設備 フィルタ：常設耐震重
要重大事故等対処設
備，常設耐震重要重大
事故等対処設備以外の
重大事故等対処設備

評価

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

グローブボックス：
S,B,B-1,B-2，C

オープンポートボック
ス：C

フード：C

【Gr1】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Sクラス，B-1クラス，B-4クラス及びC-1クラ
スの機器・配管系のうち，質点系モデルを用いる構造設
計について，Gr1にて代表として説明する。
〈No.61-1(質点系モデル)〉
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・重大事故等対処設備

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Bクラス及びCクラスの機器・配管系の構造設
計について，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グロー
ブボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

第１回申請と同一

―

(4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとす
る。
耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要
な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機
能，支援機能，火災防護機能，遮蔽機能，気密性，換気機能，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とす
る。
上記の機能のうち，遮蔽機能，気密性，支持機能，操作場所及びアク
セスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当
該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で
きる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機能，支援機能，
火災防護機能，換気機能等については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設
定する。

定義
評価要求

基本方針61-1 基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
・MOX燃料加工施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震力による荷
重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計と
する。また，変位及び変形に対し，設計上の配慮を行う。
・自然現象に関する組合せは，「Ⅴ－１－１－１　自然現象等による損傷の防止に
関する説明書」に従い行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容限界は「Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針」
に示す。

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
3.1　構造強度上の制限
3.2　変位，変形の制限

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
【3.1　構造強度上の制限】
・MOX燃料加工施設の耐震設計については，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち「5.1　構造強度」に示す考え方に基づき，安全機能を有する施設における各耐
震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場
合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界
以下とする。
・許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるように十分に
余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。
・地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，第3.1-1
表及び第3.1-2表に示すとおりとする。
・機器・配管系の基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄのみによる疲労解析に
用いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用いる。
・弾性設計用地震動Ｓｄの疲労解析は，設備ごとに個別に設定した弾性設計用地震
動Ｓｄの等価繰返し回数が基準地震動Ｓｓの疲労解析に用いた等価繰返し回数以下
であれば省略しても良いものとする。
・建物・構築物（土木構造物を除く）の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し
て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設の基礎地盤に
ついては，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又
は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設にお
ける耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設定する。
・耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重を組
み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第3.1-1図に示す。積雪荷重につい
ては，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設又は埋
設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力
と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に設置されている施設のうち，コ
ンクリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて
相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力と組み
合わせる。第3.1-3表に施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。

【3.2　変位，変形の制限】
・MOX燃料加工施設として設置される建物・構築物，機器・配管系の設計に当たって
は，剛構造とすることを原則としており，地震時にこれらに生じる応力を許容応力
値以内に抑えることにより，変位，変形に対しては特に制限を設けなくても機能は
十分維持されると考えられる。
・地震により生起される変位，変形に対し設計上の注意を要する部分については以
下のような配慮を行い，設備の機能維持が十分果たされる設計とする。
(1)　建物間相対変位に対する配慮
　異なる施設間を渡る配管系の設計においては，施設から生じる変位に対して，十
分安全側に算定された建物間相対変位に対し配管ルート，支持方法又は伸縮継手の
採用等でこれを吸収できるように考慮する。
(2)　単一ユニット間距離に対する配慮
　複数ユニットにおける単一ユニット間距離を設定している設備のうち，地震時に
おいて発生する変位及び変形を制限する必要がある設備は，これを配慮した設計と
する。

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

消火設備 容器（ユニット架
台）：S，C，C-2

配管（ユニット架
台）：S，C，C-2

弁（ユニット架台）：
S，C，C-2

消火設備 容器（制御盤）：S，
C，C-2

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

【許容限界】
・構造強度

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

【許容限界】
・構造強度
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Ｓクラスのダクト，配管及びダンパは，地震力
に対してその安全機能が損なわれるおそれがな
いことを評価にて説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Ｓクラスの配管及び弁は，地震力に対してその
安全機能が損なわれるおそれがないことを評価
にて説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Ｓクラスのダンパは，地震力に対してその安全
機能が損なわれるおそれがないことを評価にて
説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 常設耐震重要重大事故等対処設備のダクト，配
管及びダンパは，地震力に対して重大事故等に
対処するために必要な機能が損なわれないこと
を評価にて説明する。

―

液体の放射性物質を
取り扱う設備

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器：C

ポンプ：C

ろ過装置：C

配管：C※
※二重配管のうち，外
配管をBクラスとす
る。

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Bクラス及びCクラスの機器・配管系の構造設
計について，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グロー
ブボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

―

警報設備等 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

計装/放管設備（計測
装置）：C

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Cクラスの機器・配管系の構造設計につい
て，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グローブボック
ス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代
表に説明する。

―

その他（非管理区域
換気空調設備、窒素
ガス供給設備）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

その他（非管理区域換
気空調設備、窒素ガス
供給設備）：C

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Cクラスの機器・配管系の構造設計につい
て，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グローブボック
ス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代
表に説明する。

―

その他（被覆施設、
組立施設等の設備構
成）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

その他(被覆施設，組
立施設等の設備構
成）：C

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Cクラスの機器・配管系の構造設計につい
て，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グローブボック
ス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代
表に説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

※以下の資料は，11条･29条の要求を
受けて「Ⅴ-1-1-6-2　火災防護設備
の耐震設計」にて展開される方針を
踏まえた資料である。
・C-2クラスの消火設備における設計
条件の選定について補足説明する。
【耐震機電32：火災防護の耐震性に
関する説明について】

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Sクラス，C-2クラスの消火設備は，地震力に対
してその安全機能が損なわれるおそれがないこ
とを評価にて説明する。

・動的機能維持評価の評価方法につ
いて示す。
【耐震機電14：動的機能維持評価手
法の適用について】

※以下の資料は，11条･29条の要求を
受けて「Ⅴ-1-1-6-2　火災防護設備
の耐震設計」にて展開される方針を
踏まえた資料である。
・C-2クラスの消火設備における耐震
計算にて扱う設備の代表性について
補足説明する。
【耐震機電32：火災防護の耐震性に
関する説明について】

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Sクラスのファン（制御盤含む）は，地震力に対
してその安全機能が損なわれるおそれがないこ
とを評価にて説明する。

・動的機能維持評価の評価方法につ
いて示す。
【耐震機電14：動的機能維持評価手
法の適用について】

・電気的機能維持評価の評価方法に
ついて示す。
【耐震機電24：電気的機能維持評価
手法の適用について】

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

※以下の資料は，11条･29条の要求を
受けて「Ⅴ-1-1-6-2　火災防護設備
の耐震設計」にて展開される方針を
踏まえた資料である。
・C-2クラスの消火設備における設計
条件の選定について補足説明する。
【耐震機電32：火災防護の耐震性に
関する説明について】

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Sクラス，C-2クラスの消火設備は，地震力に対
してその安全機能が損なわれるおそれがないこ
とを評価にて説明する。

・電気的機能維持評価の評価方法に
ついて示す。
【耐震機電24：電気的機能維持評価
手法の適用について】

※以下の資料は，11条･29条の要求を
受けて「Ⅴ-1-1-6-2　火災防護設備
の耐震設計」にて展開される方針を
踏まえた資料である。
・C-2クラスの消火設備における耐震
計算にて扱う設備の代表性について
補足説明する。
【耐震機電32：火災防護の耐震性に
関する説明について】

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Sクラスのダンパ（制御盤）は，地震力に対して
その安全機能が損なわれるおそれがないことを
評価にて説明する。

・電気的機能維持評価の評価方法に
ついて示す。
【耐震機電24：電気的機能維持評価
手法の適用について】

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる許容限界の設定に係る
構造について，構造設計(設計プロセス条件)に
て説明する。

―

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Sクラスのダンパは，地震力に対してその安全機
能が損なわれるおそれがないことを評価にて説
明する。

・動的機能維持評価の評価方法につ
いて示す。
【耐震機電14：動的機能維持評価手
法の適用について】

【許容限界】
・閉じ込め機能維持

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

グローブボックス：S 【Gr1】
・閉じ込め機能維持における許容限界の設定に係る構造
設計について，Gr1で説明する。

消火設備 配管：S，C，C-2

弁：S，C

【許容限界】
・動的機能維持
・電気的機能維持

消火設備【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

【Gr1　No.61-1(標準支持間隔)　換気設備】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Sクラス，C-2クラスの機器・配管系のうち，
標準支持間隔を用いる構造設計について，Gr1にて
No.61-1(標準支持間隔)「換気設備」を代表に説明す
る。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Cクラスの機器・配管系の構造設計につい
て，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グローブボック
ス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代
表に説明する。

火災防護設備(ダン
パ)

ダンパ：S，C 【Gr1　No.61-1　換気設備(標準支持間隔)】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Sクラス，C-2クラスの機器・配管系のうち，
標準支持間隔を用いる構造設計について，Gr1にて
No.61-1(標準支持間隔)「換気設備」を代表に説明す
る。

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Cクラスの機器・配管系の構造設計につい
て，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グローブボック
ス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代
表に説明する。

【Gr1】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Sクラス，B-1クラス，B-4クラス及びC-1クラ
スの機器・配管系のうち，標準支持間隔を用いる構造設
計について，Gr1にて代表として説明する。
〈No.61-1(標準支持間隔)〉
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・重大事故等対処設備

【Gr1　No.61-1(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，Bクラス及びCクラスの機器・配管系の構造設
計について，Gr1にてNo.61-1(有限要素モデル)「グロー
ブボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

【Gr1　No.61-1　換気設備(標準支持間隔)】
・許容限界の設定の考え方については，共通方針である
ことから，標準支持間隔を用いる構造設計について，
Gr1にてNo.61-1(標準支持間隔)「換気設備」を代表に説
明する。

【Gr1　No.61-1(質点系モデル)　換気設備】
・電気的機能維持における許容限界の設定の考え方につ
いては，共通方針であることから，Sクラスのうち，電
気的機能維持が必要な機器・配管系の構造設計につい
て，Gr1にてNo.61-1(質点系モデル)「換気設備」を代表
に説明する。

【Gr1　No.61-1(質点系モデル)　換気設備】
・動的機能維持における許容限界の設定の考え方につい
ては，共通方針であることから，Sクラスのうち，動的
機能維持が必要な機器・配管系の構造設計について，
Gr1にてNo.61-1(質点系モデル)「換気設備」を代表に説
明する。

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

弁（ユニット架台）：
S，C-2

重大事故等対処設備 ダクト，配管及びダン
パ：常設耐震重要重大
事故等対処設備，
常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の重大
事故等対処設備

容器（制御盤）：S，
C-2

【Gr1　No.61-1(質点系モデル)　換気設備】
・電気的機能維持における許容限界の設定の考え方につ
いては，共通方針であることから，Sクラス及びC-2クラ
スのうち，電気的機能維持が必要な機器・配管系の構造
設計について，Gr1にてNo.61-1(質点系モデル)「換気設
備」を代表に説明する。

・グローブボックスの部材のうち、
閉じ込め機能維持の評価方法につい
て示す。
【耐震機電33：グローブボックスの
閉じ込め機能維持評価について】

換気設備 ファン（制御盤含
む）：S

【Gr1】
・動的機能維持及び電気的機能維持における許容限界の
設定の考え方については，共通方針であることから，S
クラス及びC-2クラスのうち，動的機能維持又は電気的
機能維持が必要な機器・配管系の構造設計について，
Gr1にて代表として説明する。

〈No61-1(有限要素モデル)〉
・消火設備

〈No61-1(質点系モデル)〉
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）

〈No61-1(標準支持間隔)〉
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）

【Gr1　No.61-1(質点系モデル)　換気設備】
・動的機能維持における許容限界の設定の考え方につい
ては，共通方針であることから，Sクラス及びC-2クラス
のうち，動的機能維持が必要な機器・配管系の構造設計
について，Gr1にてNo.61-1(質点系モデル)「換気設備」
を代表に説明する。

換気設備 ダクト，配管：S，B-
1，B-4，C

ダンパ：S，C

火災防護設備(ダン
パ)

ダンパ（制御盤）：S

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

【許容限界】
・構造強度

―

消火設備

61-1 (4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとす
る。
耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要
な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機
能，支援機能，火災防護機能，遮蔽機能，気密性，換気機能，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とす
る。
上記の機能のうち，遮蔽機能，気密性，支持機能，操作場所及びアク
セスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当
該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で
きる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機能，支援機能，
火災防護機能，換気機能等については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設
定する。

定義
評価要求

基本方針

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

火災防護設備(ダン
パ)

ダンパ：S

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

評価 Sクラスのグローブボックスは，地震力に対して
その安全機能が損なわれるおそれがないことを
評価にて説明する。

基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
・MOX燃料加工施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震力による荷
重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計と
する。また，変位及び変形に対し，設計上の配慮を行う。
・自然現象に関する組合せは，「Ⅴ－１－１－１　自然現象等による損傷の防止に
関する説明書」に従い行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容限界は「Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針」
に示す。

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
3.1　構造強度上の制限
3.2　変位，変形の制限

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
【3.1　構造強度上の制限】
・MOX燃料加工施設の耐震設計については，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち「5.1　構造強度」に示す考え方に基づき，安全機能を有する施設における各耐
震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場
合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界
以下とする。
・許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるように十分に
余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。
・地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，第3.1-1
表及び第3.1-2表に示すとおりとする。
・機器・配管系の基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄのみによる疲労解析に
用いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用いる。
・弾性設計用地震動Ｓｄの疲労解析は，設備ごとに個別に設定した弾性設計用地震
動Ｓｄの等価繰返し回数が基準地震動Ｓｓの疲労解析に用いた等価繰返し回数以下
であれば省略しても良いものとする。
・建物・構築物（土木構造物を除く）の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し
て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設の基礎地盤に
ついては，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又
は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設にお
ける耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設定する。
・耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重を組
み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第3.1-1図に示す。積雪荷重につい
ては，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設又は埋
設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力
と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に設置されている施設のうち，コ
ンクリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて
相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力と組み
合わせる。第3.1-3表に施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。

【3.2　変位，変形の制限】
・MOX燃料加工施設として設置される建物・構築物，機器・配管系の設計に当たって
は，剛構造とすることを原則としており，地震時にこれらに生じる応力を許容応力
値以内に抑えることにより，変位，変形に対しては特に制限を設けなくても機能は
十分維持されると考えられる。
・地震により生起される変位，変形に対し設計上の注意を要する部分については以
下のような配慮を行い，設備の機能維持が十分果たされる設計とする。
(1)　建物間相対変位に対する配慮
　異なる施設間を渡る配管系の設計においては，施設から生じる変位に対して，十
分安全側に算定された建物間相対変位に対し配管ルート，支持方法又は伸縮継手の
採用等でこれを吸収できるように考慮する。
(2)　単一ユニット間距離に対する配慮
　複数ユニットにおける単一ユニット間距離を設定している設備のうち，地震時に
おいて発生する変位及び変形を制限する必要がある設備は，これを配慮した設計と
する。

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

上記と同じ。

―
（定義のため）

63

第１回申請と同一

―

第１回申請と同一―(b)　重大事故等対処施設
イ.　建物・構築物
(イ)　通常時の状態
MOX燃料加工施設が運転している状態。

(ロ)  重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の
状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。

(ハ)　設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。

定義 基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
・耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能であ
る閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機能，支援機能，火災防護機
能，遮蔽機能，気密性，換気機能，支持機能，操作場所及びアクセスルートの保持
機能，核燃料物質等の取扱機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，止水機能，分
析済液処理機能，分析機能，ユーティリティ機能，廃棄機能，貯水機能を維持する
設計とする。
・上記の機能のうち，遮蔽機能，気密性，支持機能，操作場所及びアクセスルート
の保持機能，核燃料物質等の取扱機能，止水機能，分析機能，貯水機能について
は，安全機能を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じ
た地震力に対して，当該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能
が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機能，支援機能，火災防護機
能，換気機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，分析済液処理機能，ユーティリ
ティ機能，廃棄機能については，構造強度を確保するとともに，当該機能が要求さ
れる各施設の特性に応じて評価項目を追加することで，機能維持設計を行う。
・ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。
【5.1 構造強度】
・MOX燃料加工施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力による荷重と
地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，構造強度を確保する設計とす
る。また，変位及び変形に対し，設計上の配慮を行う。
・具体的な荷重の組合せ及び許容限界は「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の
第3.1-1表に示す。
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(2)重大事故等対処施設
a.建物・構築物
(a)通常時の状態
MOX燃料加工施設が運転している状態。
(b)重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大
事故等対処施設の機能を必要とする状態。
(c)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)

―

62 ロ.　機器・配管系
(イ)　通常時の状態
MOX燃料加工施設が運転している状態。

(ロ)　設計基準事故時の状態
当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設から多量の放射性物質が
放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生し
た状態。

定義 ― ―
（定義のため）

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態

第１回申請と同一

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
4.　機能維持
(2)機器・配管系

基本方針

第１回申請と同一

61-1 (4)　荷重の組合せと許容限界
耐震設計における荷重の組合せと許容限界は，以下によるものとす
る。
耐震設計においては，安全機能及び重大事故等に対処するために必要
な機能である閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機
能，支援機能，火災防護機能，遮蔽機能，気密性，換気機能，支持機
能，操作場所及びアクセスルートの保持機能等を維持する設計とす
る。
上記の機能のうち，遮蔽機能，気密性，支持機能，操作場所及びアク
セスルートの保持機能等については，安全機能を有する施設の耐震重
要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力に対して，当
該機能が要求される施設の構造強度を確保することで，機能が維持で
きる設計とする。
閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機能，支援機能，
火災防護機能，換気機能等については，構造強度を確保するととも
に，当該機能が要求される各施設の特性に応じて許容限界を適切に設
定する。

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.2 機能維持
(2)機器・配管系

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持 】
(2)機器・配管系
・MOX燃料加工施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能として機
器・配管系に要求される機能のうち，遮蔽機能，核燃料物質等の取扱機能，止水機
能及び分析機能については，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保すること
で，当該機能が維持できる設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，支援機能，火災防護機能，換気機能，
地下水排水機能，分析済液処理機能，ユーティリティ機能及び廃棄機能について
は，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保するとともに，当該機能が要求され
る各施設の特性に応じて，動的機能を維持する設計とする。
・閉じ込め機能，プロセス量等の維持機能，臨界防止機能，支援機能，火災防護機
能，換気機能，地下水排水機能，漏えい検知機能，分析済液処理機能，ユーティリ
ティ機能及び廃棄機能については，「5.1　構造強度」に基づく構造強度を確保する
とともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて，電気的機能を維持する設
計とする。
・閉じ込め機能及び臨界防止機能については，「5.1　構造強度」に基づく構造強度
を確保するとともに，当該機能が要求される各施設の特性に応じて，閉じ込め機能
及び臨界防止機能を維持する設計とする。
・動的機能維持，電気的機能維持，閉じ込め機能及び臨界防止機能の機能維持の方
針を以下に示す。

a.安全機能を有する施設
(a) 動的機能維持
・動的機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，その設備に要求され
る安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に
対して，要求される動的機能が維持できることを実証試験又は解析により確認する
ことで，動的機能を維持する設計とする。実証試験等により確認されている機能維
持加速度を超える場合には，詳細検討により機能維持を満足する設計とする。
・動的機能が要求される弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を
支持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは，当該配管の地震応答
の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこととする。
(b) 電気的機能維持
・電気的機能が要求される設備は，地震時及び地震後において，その設備に要求さ
れる安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動
に対して，要求される電気的機能が維持できることを実証試験又は解析により確認
することで，電気的機能を維持する設計とする。
(c) 閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブボックスは，地震時及び
地震後において，グローブボックスに要求される安全機能を維持するため，安全機
能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，要求される閉じ込め機能が
維持できることを試験又は解析により確認し，閉じ込め機能が維持できる設計とす
る。
(d) 臨界防止機能の維持
・臨界防止機能の維持が要求される設備は，地震時及び地震後において，臨界の発
生を防止するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，
地震時において発生する変位及び変形を制限することで，臨界防止機能が維持でき
る設計とする。

b.重大事故等対処施設
(a)動的機能維持
・動的機能が要求される設備は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に
対して，「5.2(2)a.(a)　動的機能維持」と同様の設計を行うことで，動的機能を維
持する設計とする。
(b) 電気的機能維持
・電気的機能が要求される設備は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動
に対して，「5.2(2)a.(b)　電気的機能維持」と同様の設計を行うことで，電気的機
能を維持する設計とする。
(c) 閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブボックスは，重大事故等
対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「5.2(2)a.(c)　閉じ込め機能の維
持」と同様の設計を行うことで，閉じ込め機能が維持できる設計とする。

―

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針

【4.　機能維持】
(2)機器・配管系
a.安全機能を有する施設
(a)動的機能維持
・動的機能が要求される設備は，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」のうち
「5.2(2)a.(a)　動的機能維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，そ
の設備に要求される安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度
に応じた地震力に対して，その機能種別により回転機器及び弁について，以下の方
法により機能維持を満足する設計とする。
イ．回転機器及び弁
(イ) 回転機器（ポンプ，ブロワ類）
(ロ) 弁
(b)電気的機能維持
・電気的機能が要求される設備は，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」のうち
「5.2(2)a.(b)　電気的機能維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，
その設備に要求される安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要
度に応じた地震動による応答加速度が各々の盤，器具等に対する加振試験等により
機能維持を確認した加速度以下であること又は解析による最大発生応力が許容応力
以下であることにより，機能維持を満足する設計とする。
・上記加振試験では，まず，掃引試験により固有振動数を確認する。その後，加振
試験を実施し，当該機器が設置される床における加速度以上での動作確認を実施す
る。又は，実機を模擬した機器を当該機器が設置される床における模擬地震波によ
り加振して，動作確認を実施する。
(c)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブボックスは，「Ⅲ－１－
１　耐震設計の基本方針」のうち「5.2(2)a.(c)　閉じ込め機能の維持」の考え方に
基づき，地震時及び地震後において，グローブボックスに要求される安全機能を維
持するため，安全機能を有する施設の耐震重要度に応じた地震動による応答加速度
が樹脂製パネル等に対する加振試験等により機能維持を確認した加速度以下である
こと又は解析により，機能維持を満足する設計とする。
b.重大事故等対処施設
(a)動的機能維持
・動的機能が要求される設備は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に
対して，「4.(2)a.(a)　動的機能維持」と同様の設計を行うことで，機能維持を満
足する設計とする。
(b)電気的機能維持
・電気的機能が要求される設備は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動
に対して，「4.(2)a.(b)　電気的機能維持」と同様の設計を行うことで，機能維持
を満足する設計とする。
(c)閉じ込め機能の維持
・閉じ込め機能の維持が要求される設備のうち，グローブボックスは，重大事故等
対処施設の設備分類に応じた地震動に対して，「4.(2)a.(c)　閉じ込め機能の維
持」と同様の設計を行うことで，機能維持を満足する設計とする。

―
（定義のため）

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】

(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
(a)通常時の状態
MOX燃料加工施設が運転している状態。
(b)設計基準事故時の状態
当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設から多量の放射性物質が放出するおそ
れがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。

―

61-2 a.　耐震設計上考慮する状態
地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(a)　安全機能を有する施設
イ.　建物・構築物
(イ)　通常時の状態
MOX燃料加工施設が運転している状態。

(ロ)　設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件（積雪，風）。

定義 基本方針 基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態

【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
・地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。
(1)安全機能を有する施設
a.建物・構築物
(a)通常時の状態
MOX燃料加工施設が運転している状態。
(b)設計用自然条件
設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

排気筒：C 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる建物・構築物の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1】
・建物・構築物の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，建物・構築物の
構造設計について，Gr1にて代表として説明する。

〈No.69(建物・構築物)〉
・施設外漏えい防止堰
・洞道

―

施設外漏えい防止堰 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

施設外漏えい防止堰：
C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる建物・構築物の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.69(建物・構築物)　換気設備】
・建物・構築物の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，建物・構築物の
構造設計について，Gr1にてNo.69(建物・構築物)「換気
設備」を代表に説明する。

―

洞道 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

貯蔵容器搬送用洞道：
B

洞道遮蔽：B

火災区域構造物及び火
災区画構造物：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる建物・構築物の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.69(建物・構築物)　換気設備】
・建物・構築物の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，建物・構築物の
構造設計について，Gr1にてNo.69(建物・構築物)「換気
設備」を代表に説明する。

―

【荷重の組合せ】
○通常時荷重
○積雪荷重，風荷重

【建物・構築物】

―
（定義のため）

64 ロ.　機器・配管系
(イ)　通常時の状態
MOX燃料加工施設が運転している状態。

(ロ)　設計基準事故時の状態
当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設から多量の放射性物質が
放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生し
た状態。

(ハ)　重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の
状態で，重大事故等対処施設の機能を必要とする状態。

定義 基本方針
評価条件

第１回申請と同一

基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
(a)通常時に作用している荷重
(b)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(c)地震力
・各状態において施設に作用する荷重には，通常時に作用している荷重，すなわち
自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設の積雪荷
重，風荷重については，建物・構築物に準じる。

― ―

基本方針

基本方針65 b.　荷重の種類
(a)　安全機能を有する施設
イ.　建物・構築物
(イ)　MOX燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通常時に作用
している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
　
(ロ)　地震力，積雪荷重及び風荷重

ただし，通常時に作用している荷重には，機器・配管系から作用する
荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及び
機器・配管系からの反力が含まれるものとする。

定義 基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(1) 安全機能を有する施設
a.建物・構築物
(a)MOX燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通常時に作用している荷重，
すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
(b)地震力，積雪荷重及び風荷重
・通常時に作用している荷重には，機器・配管系から作用する荷重が含まれるもの
とし，地震力には，地震時の土圧，機器・配管系からの反力等による荷重が含まれ
るものとする。

―

66 ロ.　機器・配管系
(イ)　通常時に作用している荷重

(ロ)　設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

(ハ)　地震力

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，通常時に作用して
いる荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，
屋外に設置される施設については，建物・構築物に準じる。

定義 基本方針

第１回申請と同一―

67 (b)　重大事故等対処施設
イ．建物・構築物
(イ)　MOX燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通常時に作用
している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧

(ロ)　重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

(ハ)　地震力，積雪荷重及び風荷重

ただし，通常時及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重には，
機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地
震時土圧，地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものと
する。

定義 基本方針 基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類
(1) 建物・構築物

第１回申請と同一68 ロ.　機器・配管系
(イ)　通常時に作用している荷重

(ロ)　設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重

(ハ)　重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

(ニ)　地震力

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，通常時に作用して
いる荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，
屋外に設置される施設については，建物・構築物に準じる。

定義 基本方針 基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.2 荷重の種類

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(2)重大事故等対処施設
b.機器・配管系
(a)通常時に作用している荷重
(b)設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重
(c)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(d)地震力
・各状態において施設に作用する荷重には，通常時に作用している荷重，すなわち
自重等の固定荷重が含まれるものとする。また，屋外に設置される施設の積雪荷
重，風荷重については，建物・構築物に準じる。

― ―

第１回申請と同一Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.2 荷重の種類】
(2)重大事故等対処施設
a.建物・構築物
(a)MOX燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通常時に作用している荷重，
すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧
(b)重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
(c)地震力，積雪荷重及び風荷重
・通常時及び重大事故等時に作用している荷重には，機器・配管系から作用する荷
重が含まれるものとし，地震力には，地震時の土圧，地震時水圧及び機器・配管系
からの反力等による荷重が含まれるものとする。

― ― ―
（定義のため）

―
（定義のため）

第１回申請と同一

― ―

―
(耐震重要度に応じた荷重の組合せについては，「2-2　解析・評価等」にて説明するため)

― 第１回申請と同一基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
・地震力と他の荷重との組合せは以下による。
(1) 安全機能を有する施設
a.建物・構築物
(a)Ｓクラスの建物・構築物については，通常時に作用している荷重(固定荷重，積
載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組
み合わせる。
(b)Ｓクラスの建物・構築物については，通常時に作用している荷重(固定荷重，積
載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力
又は静的地震力と組み合わせる。
(c)Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物について，通常時に作用する荷重(固定荷
重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷重と動的地震力又は静的地震力と
を組み合わせる。
・通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによ
る地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせる場合は，当該地震
時の土圧及び水圧とする。

―
（定義のため）

―
（定義のため）

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.1 耐震設計上考慮する状態

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.1 耐震設計上考慮する状態】
(2)重大事故等対処施設
b.機器・配管系
(a)通常時の状態
MOX燃料加工施設が運転している状態。
(b)設計基準事故時の状態
当該状態が発生した場合にはMOX燃料加工施設から多量の放射性物質が放出するおそ
れがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生した状態。
(c)重大事故等時の状態
MOX燃料加工施設が，重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故の状態で，重大
事故等対処施設の機能を必要とする状態。

69 c.　荷重の組合せ
地震力と他の荷重との組合せについては，「3.3 外部からの衝撃によ
る損傷の防止」で設定している風及び積雪による荷重を考慮し，以下
のとおり設定する。
(a)　安全機能を有する施設
イ.　建物・構築物
(イ)　Ｓクラスの建物・構築物については，通常時に作用している荷
重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と基
準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。

(ロ)　Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については，
通常時に作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），
積雪荷重及び風荷重と基準地震動Ｓｓ以外の地震動による地震力又は
静的地震力とを組み合わせる。

この際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，
基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力
と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

定義
評価要求

基本方針 ―
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

グローブボックスと
同等の閉じ込め機能
を有する設備

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

スタック乾燥装置：B-
1

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Bクラスの機
器・配管系の構造設計について，Gr1にてNo.70(有限要
素モデル)「グローブボックス（オープンポートボック
ス，フードを含む。）」を代表に説明する。

―

機械装置・搬送設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

機械装置・搬送設備：
B,B-1,B-2，C,C-1

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Bクラス及びCク
ラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.70(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：
B,B-1,B-2,B-3

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Bクラスの機
器・配管系の構造設計について，Gr1にてNo.70(有限要
素モデル)「グローブボックス（オープンポートボック
ス，フードを含む。）」を代表に説明する。

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（ユニット架
台）：S，C，C-2

配管（ユニット架
台）：S，C，C-2

弁（ユニット架台）：
S，C，C-2

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，
Sクラス及びC-2クラスのうち有限要素モデルを用いる機
器・配管系及びCクラスの機器・配管系の構造設計につ
いて，Gr1にてNo.70(有限要素モデル)「グローブボック
ス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代
表に説明する。

―

火災防護設備
（シャッタ）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

シャッタ：C,C-1 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Cクラスの機
器・配管系の構造設計について，Gr1にてNo.70(有限要
素モデル)「グローブボックス（オープンポートボック
ス，フードを含む。）」を代表に説明する。

―

遮蔽扉，遮蔽蓋 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

遮蔽設備：B，B-1,B-
2,C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Bクラス及びCク
ラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.70(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：
B,B-1,B-2,B-3

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(質点系モデル)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，B-2,B-3クラス
の機器・配管系のうち，質点系モデルを用いる構造設計
について，Gr1にてNo.70(質点系モデル)「換気設備」を
代表に説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Bクラスの機
器・配管系のうち，有限要素モデルを用いる構造設計に
ついて，Gr1にてNo.70(有限要素モデル)「グローブボッ
クス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を
代表に説明する。

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（制御盤）：S，C 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(質点系モデル)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス及びC-2
クラスの機器・配管系のうち，質点系モデルを用いる構
造設計について，Gr1にてNo.70(質点系モデル)「換気設
備」を代表に説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Cクラスの機
器・配管系の構造設計について，Gr1にてNo.70(有限要
素モデル)「グローブボックス（オープンポートボック
ス，フードを含む。）」を代表に説明する。

―

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ（制御盤）：
S，C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(質点系モデル)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Sクラスの機
器・配管系のうち，質点系モデルを用いる構造設計につ
いて，Gr1にてNo.70(質点系モデル)「換気設備」を代表
に説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Cクラスの機
器・配管系の構造設計について，Gr1にてNo.70(有限要
素モデル)「グローブボックス（オープンポートボック
ス，フードを含む。）」を代表に説明する。

―

【荷重の組合せ】
○機械的荷重
○積雪荷重，風荷重

【設計条件】
○圧力
○比重(密度)

【荷重の組合せ】
○通常時荷重

【設計条件】
○圧力
○比重(密度)

構造設計（設計プロセス条
件）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ファン（制御盤含
む）：S，B-4，C，C-1

フィルタ：S，B，B-
1，C

機械装置：B-4

給気設備：C

換気設備【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

グローブボックス：
S,B,B-1,B-2，C

オープンポートボック
ス：C

フード：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス，B-1ク
ラス及びB-2クラスの機器・配管系のうち，有限要素モ
デルを用いる構造設計について，Gr1にて代表として説
明する。

〈No.70(有限要素モデル)〉
・機械装置・搬送設備
・ラック/ピット/棚
・遮蔽扉・遮蔽蓋

【Gr1】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Bクラス及びCク
ラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて代表
として説明する。

〈No.70(有限要素モデル)〉
・グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備
・換気設備
・液体の放射性物質を取り扱う設備
・機械装置・搬送設備
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・火災防護設備（シャッタ）
・警報設備等
・遮蔽扉・遮蔽蓋
・その他（非管理区域換気空調設備，窒素ガス供給設
備）
・その他（被覆施設，組立施設等の設備構成）

―

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス，B-1ク
ラス，B-4クラス及びC-1クラスの機器・配管系のうち，
質点系モデルを用いる構造設計について，Gr1にて代表
として説明する。

〈No.70(質点系モデル)〉
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・重大事故等対処設備

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Bクラス及びCク
ラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.70(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

―

―
(耐震重要度に応じた荷重の組合せについては，「2-2　解析・評価等」にて説明するため)

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

70 ロ.　機器・配管系
(イ)　Ｓクラスの機器・配管系については，通常時に作用している荷
重及び設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力，
弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせ
る。

(ロ)　Ｂクラスの機器・配管系については，通常時に作用している荷
重と共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合
わせる。

(ハ)　Ｃクラスの機器・配管系については，通常時に作用している荷
重と静的地震力とを組み合わせる。

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪
荷重及び風荷重を組み合わせる。

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ

10.　耐震計算の基本方針
10.2　機器・配管系

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
(a)Ｓクラスの機器・配管系については，通常時に作用する荷重，設計基準事故時に
生じる荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又
は静的地震力と組み合わせる。
(b)Ｓクラスの機器・配管系については，設計基準事故時の状態のうち地震によって
引き起こされるおそれのある事故等によって施設に作用する荷重は，その事故事象
の継続時間等との関係を踏まえ，適切な地震力とを組み合わせる。
(c)Ｂクラスの機器・配管系については，通常時に作用する荷重と共振影響検討用の
地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
(d)Ｃクラスの機器・配管系については，通常時に作用する荷重と静的地震力とを組
み合わせる。
(e)機器・配管系の設計基準事故(以下本項目では「事故」という。)時に生じるそれ
ぞれの荷重については，地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作
用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，いった
ん事故が発生した場合，長時間継続する事故によって作用する荷重は，その事故等
の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み
合わせて考慮する。なお，設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重は，通常時
に施設に作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地
震荷重と組み合わせるものはない。
・屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を
組み合わせる。

【10.　耐震計算の基本方針】
【10.2　機器・配管系】
機器・配管系の評価は，「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応
力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力
が「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析に
よる設計)により行う。
 評価手法は，JEAG4601に基づき，以下に示す定式化された計算式を用いた解析手法
又はFEM等を用いた応力解析手法にて実施することを基本とし，その他の手法を適用
する場合は適用性を確認の上適用することとする。なお，FEM等を用いた応力解析手
法において時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料
物性のばらつき等を適切に考慮する。
(1)　定式化された計算式を用いた解析手法
(2)　FEM等を用いた応力解析手法
・スペクトルモーダル解析法
・時刻歴応答解析法

　機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごとに設定す
るとともに，安全機能に応じた評価を行う。
これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅲ－１－１－５
地震応答解析の基本方針」の「2.2(2)　解析方法及び解析モデル」に示す。
　具体的な評価手法は，「Ⅲ－１－１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１
－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方
針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
3.1　構造強度上の制限

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
2.　地震応答解析の方針
2.2 　機器・配管系

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
【3.1　構造強度上の制限】
・MOX燃料加工施設の耐震設計については，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち「5.1　構造強度」に示す考え方に基づき，安全機能を有する施設における各耐
震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場
合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界
以下とする。
・許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるように十分に
余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。
・地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，第3.1-1
表及び第3.1-2表に示すとおりとする。
・機器・配管系の基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄのみによる疲労解析に
用いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用いる。
・弾性設計用地震動Ｓｄの疲労解析は，設備ごとに個別に設定した弾性設計用地震
動Ｓｄの等価繰返し回数が基準地震動Ｓｓの疲労解析に用いた等価繰返し回数以下
であれば省略しても良いものとする。
・建物・構築物（土木構造物を除く）の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し
て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設の基礎地盤に
ついては，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又
は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設にお
ける耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設定する。
・耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重を組
み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第3.1-1図に示す。積雪荷重につい
ては，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設又は埋
設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力
と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に設置されている施設のうち，コ
ンクリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて
相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力と組み
合わせる。第3.1-3表に施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
【2.　地震応答解析の方針】
【2.2 　機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
　動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限
界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減
衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づ
き設定する。
　機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを
適切に表現できるよう質点系モデル，はり，シェル等の要素を使用した有限要素モ
デル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴
応答解析法により応答を求める。
　配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクト
ルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
　また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いる場合は材料物性
のばらつき等を適切に考慮する。
　スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・す
べり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模
擬する観点で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮しつつ時刻歴応答解析法を用
いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選
定する。
　3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配置を踏まえ，適切にモデル
化し，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
具体的な方針については「Ⅲ－１－１－７　水平２方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する影響評価方針」に示す。
　剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の最大応答加速度の1.2
倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。
ａ．解析方法
スペクトルモーダル解析法における最大値は，二乗和平方根(SRSS)法により求め
る。時刻歴応答解析法においては直接積分法又はモーダル時刻歴解析による。
ｂ．解析モデル
　機器・配管系の解析モデルの例を以下に示す。
(a) 機器
　容器，熱交換器等の機器は，機器本体及び支持構造物の剛性をそれぞれ考慮し，
原則として重心位置に質量を集中させた1質点系モデルに置換する。
　ただし，振動特性の観点から質量分布及び部材間における剛性変化を考慮する方
が適切と考えられる構造の場合は，はり又はシェル要素による有限要素モデルに置
換する。
　また，クレーン類は，その構造特性を考慮してはり又はシェル要素による有限要
素モデルに置換する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，すべり要素
等の非線形要素を取り入れた上で有限要素モデルに置換する。
(b) 配管系(配管及びダクト)
　配管は，設備の重要度，口径及び最高使用温度に応じ，標準支持間隔を用いたモ
デル又は多質点系はりモデルに置換する。また，ダクトは，標準支持間隔を用いた
モデルに置換する。
　機器，配管系の評価については，これら解析方法及び解析モデルに応じた評価を
行う。機器，配管系の評価方法について，「Ⅲ－１－１－10　機器の耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダ
クトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１
－３　耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

配管：S，C，C-2

弁：S，C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(標準支持間隔)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス及びC-2
クラスの機器・配管系のうち，標準支持間隔を用いる構
造設計について，Gr1にてNo.70(標準支持間隔)「換気設
備」を代表に説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Cクラスの機
器・配管系の構造設計について，Gr1にてNo.70(有限要
素モデル)「グローブボックス（オープンポートボック
ス，フードを含む。）」を代表に説明する。

―

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ：S，C 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(標準支持間隔)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Sクラスの機
器・配管系のうち，標準支持間隔を用いる構造設計につ
いて，Gr1にてNo.70(標準支持間隔)「換気設備」を代表
に説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Cクラスの機
器・配管系の構造設計について，Gr1にてNo.70(有限要
素モデル)「グローブボックス（オープンポートボック
ス，フードを含む。）」を代表に説明する。

―

液体の放射性物質を
取り扱う設備

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器：C

ポンプ：C

ろ過装置：C

配管：C※
※二重配管のうち，外
配管をBクラスとす
る。

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Bクラス及びCク
ラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.70(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

警報設備等 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

計装/放管設備（計測
装置）：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Cクラスの機
器・配管系の構造設計について，Gr1にてNo.70(有限要
素モデル)「グローブボックス（オープンポートボック
ス，フードを含む。）」を代表に説明する。

―

その他（非管理区域
換気空調設備、窒素
ガス供給設備）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

その他（非管理区域換
気空調設備、窒素ガス
供給設備）：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Cクラスの機
器・配管系の構造設計について，Gr1にてNo.70(有限要
素モデル)「グローブボックス（オープンポートボック
ス，フードを含む。）」を代表に説明する。

―

その他（被覆施設、
組立施設等の設備構
成）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

その他(被覆施設，組
立施設等の設備構
成）：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Cクラスの機
器・配管系の構造設計について，Gr1にてNo.70(有限要
素モデル)「グローブボックス（オープンポートボック
ス，フードを含む。）」を代表に説明する。

―

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

フィルタ：常設耐震重
要重大事故等対処設
備，常設耐震重要重大
事故等対処設備以外の
重大事故等対処設備

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定に係る構造について，構造設計(設
計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(質点系モデル)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定の考え方について
は，共通方針であり，重大事故等対処設備のの荷重の組
合せの設定の考え方については，Sクラスの荷重の組合
せのうち，静的地震力を除いた条件と同じであることか
ら，Gr1にてNo.70(質点系モデル)「換気設備」を代表に
説明する。

―

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダクト，配管及びダン
パ：常設耐震重要重大
事故等対処設備，
常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の重大
事故等対処設備

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定に係る構造について，構造設計(設
計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.70(標準支持間隔)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定の考え方について
は，共通方針であり，重大事故等対処設備のの荷重の組
合せの設定の考え方については，Sクラスの荷重の組合
せのうち，静的地震力を除いた条件と同じであることか
ら，Gr1No.70(標準支持間隔)「換気設備」を代表に説明
する。

―

ダクト，配管：S，B-
1，B-4，C

ダンパ：S，C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せで考慮する荷重に係る構造について，構
造設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス，B-1ク
ラス，B-4クラスの機器・配管系のうち，標準支持間隔
を用いる構造設計について，Gr1にて代表として説明す
る。

〈No.70(標準支持間隔)〉
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・重大事故等対処設備

【Gr1　No.70(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せで考慮する荷重の考え方
については，共通方針であることから，Bクラス及びCク
ラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.70(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

【荷重の組合せ】
○通常時荷重

―

―
（第2回申請対象外のため）

―【荷重の組合せ】
○通常時荷重

【設計条件】
○圧力
○比重(密度)

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

【荷重の組合せ】
○通常時荷重

【設計条件】
○圧力
○比重

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

定義
評価要求

基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ

基本方針

72 ロ.　機器・配管系
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の機器・配管系については，通常時に作用している荷重と基準地
震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。
　
(ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の機器・配管系については，通常時に作用している荷重，設計基
準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重の
うち，地震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用す
る荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合わせる。重大事故等が
地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては，
安全機能を有する施設の耐震設計の考え方に基づき設定する。

(ハ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の機器・配管系については，通常時に作用している荷重，設計基
準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重の
うち，地震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は，
基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力と組み合わせ
る。

(ニ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系については，通常
時に作用している荷重と弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的
地震力を組み合わせる。

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪
荷重及び風荷重を組み合わせる。

定義
評価要求

基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ

【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(2)重大事故等対処施設
b. 機器・配管系
(a)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管
系については，通常時に作用している荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力を組み合
わせる。
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管
系については，通常時に作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等
時の状態で施設に作用している荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれが
ある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
重大事故等が地震によって引き起こされるおそれがある事象であるかについては，
安全機能を有する施設の耐震設計の考え方に基づき設定する。
(c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管
系については，通常時に作用している荷重，設計基準事故時の状態及び重大事故等
時の状態で施設に作用している荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれが
ない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確
率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによ
る地震力）と組み合わせる。
・設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重は，通常時に施設に作用する荷重を
超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地震荷重と組み合わせるも
のはない。
・MOX燃料加工施設の重大事故等は，事業(変更)許可申請書において，重大事故の対
処に係る有効性評価のために技術的な想定を超えた状態として仮定しているが，地
震を要因として特定される重大事故はないため，重大事故等時の状態で施設に作用
している荷重は，地震荷重と組み合わせるものはない。
(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設の機器・配管系については，通常時に作用している荷重と弾性設
計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものによる地震力又は静的地震力とを組み合わせ
る。

・屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を
組み合わせる。

― ―

第１回申請と同一Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(2)重大事故等対処施設
a.建物・構築物
(a)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築
物については，通常時に作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧），積雪荷重，風荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力とを組み合わせる。
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築
物については，通常時に作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地
震によって引き起こされるおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓ
ｓによる地震力とを組み合わせる。
(c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築
物については，通常時に作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水
圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，地
震によって引き起こされるおそれがない事象による荷重は，その事故事象の発生確
率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動
Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。この組合せについ
ては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工
学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については対策の成立性も考慮
した上で設定する。
・MOX燃料加工施設の重大事故等は，事業(変更)許可申請書において，重大事故の対
処に係る有効性評価のために技術的な想定を超えた偶発的な事象の同時発生が生じ
ると仮定したものであるため，重大事故等時の状態で施設に作用している荷重は，
地震荷重と組み合わせるものはない。
　
(d)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷
重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄに2
分の1を乗じたものによる地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
・通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，基準地震動Ｓｓによ
る地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄに2分の1を乗じたものによる地震力と組み合わ
せる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

― ―71 (b)　重大事故等対処施設
イ.　建物・構築物
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷
重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び基準地震動Ｓ
ｓによる地震力とを組み合わせる。

(ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷
重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時
の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるお
それがある事象によって作用する荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力
とを組み合わせる。

(ハ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の建物・構築物については，通常時に作用している荷重（固定荷
重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪荷重，風荷重及び重大事故等時
の状態で施設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされるお
それがない事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及
び地震動の年超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力（基準地震動Ｓ
ｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力）と組み合わせる。この組
合せについては，事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過
確率の積等を考慮し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継
続時間については対策の成立性も考慮した上で設定する。

(ニ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物については，通常
時に作用している荷重（固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧），積雪
荷重及び風荷重と，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震
力とを組み合わせる。

この際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水圧について，
基準地震動Ｓｓによる地震力又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力
と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び水圧とする。

第１回申請と同一基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
(a)Ｓクラスの機器・配管系については，通常時に作用する荷重，設計基準事故時に
生じる荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又
は静的地震力と組み合わせる。
(b)Ｓクラスの機器・配管系については，設計基準事故時の状態のうち地震によって
引き起こされるおそれのある事故等によって施設に作用する荷重は，その事故事象
の継続時間等との関係を踏まえ，適切な地震力とを組み合わせる。
(c)Ｂクラスの機器・配管系については，通常時に作用する荷重と共振影響検討用の
地震動による地震力又は静的地震力とを組み合わせる。
(d)Ｃクラスの機器・配管系については，通常時に作用する荷重と静的地震力とを組
み合わせる。
(e)機器・配管系の設計基準事故(以下本項目では「事故」という。)時に生じるそれ
ぞれの荷重については，地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作
用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，いった
ん事故が発生した場合，長時間継続する事故によって作用する荷重は，その事故等
の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み
合わせて考慮する。なお，設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重は，通常時
に施設に作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地
震荷重と組み合わせるものはない。
・屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪荷重及び風荷重を
組み合わせる。

【10.　耐震計算の基本方針】
【10.2　機器・配管系】
機器・配管系の評価は，「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力による適切な応
力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重による応力との組合せ応力
が「5.　機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析に
よる設計)により行う。
 評価手法は，JEAG4601に基づき，以下に示す定式化された計算式を用いた解析手法
又はFEM等を用いた応力解析手法にて実施することを基本とし，その他の手法を適用
する場合は適用性を確認の上適用することとする。なお，FEM等を用いた応力解析手
法において時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料
物性のばらつき等を適切に考慮する。
(1)　定式化された計算式を用いた解析手法
(2)　FEM等を用いた応力解析手法
・スペクトルモーダル解析法
・時刻歴応答解析法

　機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系ごとに設定す
るとともに，安全機能に応じた評価を行う。
これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅲ－１－１－５
地震応答解析の基本方針」の「2.2(2)　解析方法及び解析モデル」に示す。
　具体的な評価手法は，「Ⅲ－１－１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１
－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方
針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
3.1　構造強度上の制限

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
2.　地震応答解析の方針
2.2 　機器・配管系

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
【3.1　構造強度上の制限】
・MOX燃料加工施設の耐震設計については，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち「5.1　構造強度」に示す考え方に基づき，安全機能を有する施設における各耐
震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場
合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界
以下とする。
・許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるように十分に
余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。
・地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，第3.1-1
表及び第3.1-2表に示すとおりとする。
・機器・配管系の基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄのみによる疲労解析に
用いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用いる。
・弾性設計用地震動Ｓｄの疲労解析は，設備ごとに個別に設定した弾性設計用地震
動Ｓｄの等価繰返し回数が基準地震動Ｓｓの疲労解析に用いた等価繰返し回数以下
であれば省略しても良いものとする。
・建物・構築物（土木構造物を除く）の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し
て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設の基礎地盤に
ついては，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又
は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設にお
ける耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設定する。
・耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重を組
み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第3.1-1図に示す。積雪荷重につい
ては，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設又は埋
設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力
と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に設置されている施設のうち，コ
ンクリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて
相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力と組み
合わせる。第3.1-3表に施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。

Ⅲ－１－１－５　地震応答解析の基本方針
【2.　地震応答解析の方針】
【2.2 　機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
　動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用性，適用限
界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減
衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づ
き設定する。
　機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振動モードを
適切に表現できるよう質点系モデル，はり，シェル等の要素を使用した有限要素モ
デル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴
応答解析法により応答を求める。
　配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用いたスペクト
ルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。
　また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いる場合は材料物性
のばらつき等を適切に考慮する。
　スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たっては，衝突・す
べり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模
擬する観点で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮しつつ時刻歴応答解析法を用
いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選
定する。
　3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配置を踏まえ，適切にモデル
化し，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組み合わせるものとする。
具体的な方針については「Ⅲ－１－１－７　水平２方向及び鉛直方向地震力の組合
せに関する影響評価方針」に示す。
　剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の最大応答加速度の1.2
倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力を算定する。
ａ．解析方法
スペクトルモーダル解析法における最大値は，二乗和平方根(SRSS)法により求め
る。時刻歴応答解析法においては直接積分法又はモーダル時刻歴解析による。
ｂ．解析モデル
　機器・配管系の解析モデルの例を以下に示す。
(a) 機器
　容器，熱交換器等の機器は，機器本体及び支持構造物の剛性をそれぞれ考慮し，
原則として重心位置に質量を集中させた1質点系モデルに置換する。
　ただし，振動特性の観点から質量分布及び部材間における剛性変化を考慮する方
が適切と考えられる構造の場合は，はり又はシェル要素による有限要素モデルに置
換する。
　また，クレーン類は，その構造特性を考慮してはり又はシェル要素による有限要
素モデルに置換する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，すべり要素
等の非線形要素を取り入れた上で有限要素モデルに置換する。
(b) 配管系(配管及びダクト)
　配管は，設備の重要度，口径及び最高使用温度に応じ，標準支持間隔を用いたモ
デル又は多質点系はりモデルに置換する。また，ダクトは，標準支持間隔を用いた
モデルに置換する。
　機器，配管系の評価については，これら解析方法及び解析モデルに応じた評価を
行う。機器，配管系の評価方法について，「Ⅲ－１－１－10　機器の耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－１－11－１　配管の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダ
クトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１
－３　耐震性に関する計算書作成の基本方針」に示す。

第１回申請と同一70 ロ.　機器・配管系
(イ)　Ｓクラスの機器・配管系については，通常時に作用している荷
重及び設計基準事故時に生じる荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力，
弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力とを組み合わせ
る。

(ロ)　Ｂクラスの機器・配管系については，通常時に作用している荷
重と共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力とを組み合
わせる。

(ハ)　Ｃクラスの機器・配管系については，通常時に作用している荷
重と静的地震力とを組み合わせる。

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物と同様に積雪
荷重及び風荷重を組み合わせる。

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価条件

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ

10.　耐震計算の基本方針
10.2　機器・配管系
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

排気筒：C 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる建物・構築物の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1】
・建物・構築物の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，建物・
構築物の構造設計について，Gr1にて代表として説明す
る。

〈No.73(建物・構築物)〉
・施設外漏えい防止堰
・洞道

―

施設外漏えい防止堰 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

施設外漏えい防止堰：
C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる荷重の組合せの設定に
おける留意事項に係る構造について，構造設計
(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.73(建物・構築物)　換気設備】
・建物・構築物の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，建物・
構築物の構造設計について，Gr1にてNo.73(建物・構築
物)「換気設備」を代表に説明する。

―

洞道 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

貯蔵容器搬送用洞道：
B

洞道遮蔽：B

火災区域構造物及び火
災区画構造物：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる荷重の組合せの設定に
おける留意事項に係る構造について，構造設計
(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.73(建物・構築物)　換気設備】
・建物・構築物の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，建物・
構築物の構造設計について，Gr1にてNo.73(建物・構築
物)「換気設備」を代表に説明する。

―

グローブボックスと
同等の閉じ込め機能
を有する設備

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

スタック乾燥装置：B-
1

構造設計（設計条件プロセ
ス）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Bクラ
スの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

機械装置・搬送設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

機械装置・搬送設備：
B,B-1,B-2，C,C-1

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Bクラ
ス及びCクラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1
にてNo.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オー
プンポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明
する。

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：
B,B-1,B-2,B-3

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Bクラ
スの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（ユニット架
台）：S，C，C-2

配管（ユニット架
台）：S，C，C-2

弁（ユニット架台）：
S，C，C-2

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，
Sクラス及びC-2クラスのうち有限要素モデルを用いる機
器・配管系及びCクラスの機器・配管系の構造設計につ
いて，Gr1にてNo.73(有限要素モデル)「グローブボック
ス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を代
表に説明する。

―

火災防護設備
（シャッタ）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

シャッタ：C,C-1 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Cクラ
スの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

遮蔽扉，遮蔽蓋 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

遮蔽設備：B，B-1,B-
2,C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Bクラ
ス及びCクラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1
にてNo.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オー
プンポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明
する。

―

【荷重の組合せ】
○通常時荷重
○積雪荷重，風荷重

【荷重の組合せ】
○通常時荷重
○積雪荷重，風荷重

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

―構造設計（設計プロセス条
件）

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
(2)重大事故等対処施設
b.機器・配管系

5.1.4 荷重の組合せの留意事項

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
(e)機器・配管系の設計基準事故(以下本項目では「事故」という。)時に生じるそれ
ぞれの荷重については，地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作
用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，いった
ん事故が発生した場合，長時間継続する事故によって作用する荷重は，その事故の
発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合
わせて考慮する。なお，設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重は，通常時に
施設に作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地震
荷重と組み合わせるものはない。

【5.1.3 荷重の組合せ】
(2)重大事故等対処施設
b.機器・配管系
(c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管
系については，通常時に作用している荷重設計基準事故時の状態及び重大事故等時
の状態で施設に作用している荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがな
い事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率
の関係を踏まえ，適切な地震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地
震力)と組み合わせる。
・設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重は，通常時に施設に作用する荷重を
超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地震荷重と組み合わせるも
のはない。
・MOX燃料加工施設の重大事故等は，事業(変更)許可申請書において，重大事故の対
処に係る有効性評価のために技術的な想定を超えた状態として仮定しているが，地
震を要因として特定される重大事故はないため，重大事故等時の状態で施設に作用
している荷重は，地震荷重と組み合わせるものはない。
【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項】
(1)安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の
当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応
じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。
(2) 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力について
は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。
(3)ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している場合には，
その妥当性を示した上で，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないものとす
る。
(4)複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各ピークの生起時刻に明
らかなずれがある場合は，その妥当性を示した上で，必ずしもそれぞれの応力の
ピーク値を重ねなくてもよいものとする。
(5) 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事
故等対処施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，通常時に作用している
荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮す
る。
(6) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有
する施設及び重大事故等対処施設のうち，風による受圧面積が小さい施設や，風荷
重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施
設においては，地震力との組合せを考慮する。
(7)荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備を踏まえた
地下水位を考慮して設定する。
(8)設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持
機能を確認する場合においては，支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常
時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)及び重大事故等時の状
態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
3.1　構造強度上の制限

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
【3.1　構造強度上の制限】
・MOX燃料加工施設の耐震設計については，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち「5.1　構造強度」に示す考え方に基づき，安全機能を有する施設における各耐
震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場
合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界
以下とする。
・許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるように十分に
余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。
・地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，第3.1-1
表及び第3.1-2表に示すとおりとする。
・機器・配管系の基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄのみによる疲労解析に
用いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用いる。
・弾性設計用地震動Ｓｄの疲労解析は，設備ごとに個別に設定した弾性設計用地震
動Ｓｄの等価繰返し回数が基準地震動Ｓｓの疲労解析に用いた等価繰返し回数以下
であれば省略しても良いものとする。
・建物・構築物（土木構造物を除く）の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し
て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設の基礎地盤に
ついては，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又
は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設にお
ける耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設定する。
・耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重を組
み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第3.1-1図に示す。積雪荷重につい
ては，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設又は埋
設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力
と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に設置されている施設のうち，コ
ンクリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて
相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力と組み
合わせる。第3.1-3表に施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。

第１回申請と同一

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

【建物・構築物】

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

グローブボックス：
S,B,B-1,B-2，C

オープンポートボック
ス：C

フード：C

73 (c)　荷重の組合せ上の留意事項
イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する
建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持
される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重
とを組み合わせる。

ロ.　安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故（以下
本項目では「事故」という。）時に生じる荷重については，地震に
よって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地
震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，いったん事
故が発生した場合，長時間継続する事故による荷重は，その事故の発
生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震
力と組み合わせて考慮する。

ハ．安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地
震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する
ものとする。

ニ.　積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施
設及び重大事故等対処施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設
や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる
施設を除き，地震力との組合せを考慮する。

ホ.　風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている
安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち，風荷重の影響
が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様
の施設においては，地震力との組合せを考慮する。

ヘ.荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設
備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定す
る。

ト.　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の
当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の設
備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重（固定荷重，積載
荷重，土圧及び水圧）及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

チ.　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の機器・配管系の，通常時に作用している荷重，設計基準事故時の
状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち，地震
によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と，基準地震動
Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，
事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮
し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については
対策の成立性も考慮した上で設定する。

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Sクラ
ス，B-1クラス及びB-2クラスの機器・配管系のうち，有
限要素モデルを用いる構造設計について，Gr1にて代表
として説明する。

〈No.73(有限要素モデル)〉
・機械装置・搬送設備
・ラック/ピット/棚
・遮蔽扉・遮蔽蓋

【Gr1】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Bクラ
ス及びCクラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1
にて代表として説明する。

〈No.73(有限要素モデル)〉
・グローブボックスと同等の閉じ込め機能を有する設備
・換気設備
・液体の放射性物質を取り扱う設備
・機械装置・搬送設備
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・火災防護設備（シャッタ）
・警報設備等
・遮蔽扉・遮蔽蓋
・その他（非管理区域換気空調設備，窒素ガス供給設
備）
・その他（被覆施設，組立施設等の設備構成）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：
B,B-1,B-2,B-3

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(質点系モデル)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，B-2,B-
3クラスの機器・配管系のうち，質点系モデルを用いる
構造設計について，Gr1にてNo.73(質点系モデル)「換気
設備」を代表に説明する。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Bクラ
スの機器・配管系のうち，有限要素モデルを用いる構造
設計について，Gr1にてNo.73(有限要素モデル)「グロー
ブボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（制御盤）：S，C 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(質点系モデル)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Sクラ
ス及びC-2クラスの機器・配管系のうち，質点系モデル
を用いる構造設計について，Gr1にてNo.73(質点系モデ
ル)「換気設備」を代表に説明する。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Cクラ
スの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ（制御盤）：
S，C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(質点系モデル)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Sクラ
スの機器・配管系のうち，質点系モデルを用いる構造設
計について，Gr1にてNo.73(質点系モデル)「換気設備」
を代表に説明する。

【Gr1　No.73　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Cクラ
スの機器・配管系の構造設計について，Gr1にてNo.73
グローブボックス（オープンポートボックス，フードを
含む。）「グローブボックス（オープンポートボック
ス，フードを含む。）」を代表に説明する。

―

重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

フィルタ：常設耐震重
要重大事故等対処設
備，常設耐震重要重大
事故等対処設備以外の
重大事故等対処設備

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せにおける留意事項の設定に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(質点系モデル)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せにおける留意事項の設定
の考え方については，共通方針であり，重大事故等対処
設備のの荷重の組合せの設定の考え方については，Sク
ラスの荷重の組合せのうち，静的地震力を除いた条件と
同じであることから，Gr1にてNo.73(質点系モデル)「換
気設備」を代表に説明する。

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

配管：S，C，C-2

弁：S，C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(標準支持間隔)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Sクラ
ス及びC-2クラスの機器・配管系のうち，標準支持間隔
を用いる構造設計について，Gr1にてNo.73(標準支持間
隔)「換気設備」を代表に説明する。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Cクラ
スの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ：S，C 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(標準支持間隔)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Sクラ
スの機器・配管系のうち，標準支持間隔を用いる構造設
計について，Gr1にてNo.73(標準支持間隔)「換気設備」
を代表に説明する。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Cクラ
スの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダクト，配管及びダン
パ：常設耐震重要重大
事故等対処設備，
常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の重大
事故等対処設備

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(標準支持間隔)　換気設備】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であり，重大事故等対処
設備のの荷重の組合せの設定の考え方については，Sク
ラスの荷重の組合せのうち，静的地震力を除いた条件と
同じであることから，Gr1にてNo.73(標準支持間隔)「換
気設備」を代表に説明する。

―

液体の放射性物質を
取り扱う設備

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器：C

ポンプ：C

ろ過装置：C

配管：C※
※二重配管のうち，外
配管をBクラスとす
る。

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Bクラ
ス及びCクラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1
にてNo.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オー
プンポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明
する。

―

警報設備等 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

・計装/放管設備（計
測装置）：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Cクラ
スの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

その他（非管理区域
換気空調設備、窒素
ガス供給設備）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

その他（非管理区域換
気空調設備、窒素ガス
供給設備）：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Cクラ
スの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

その他（被覆施設、
組立施設等の設備構
成）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

その他(被覆施設，組
立施設等の設備構
成）：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Cクラ
スの機器・配管系の構造設計について，Gr1にて
No.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オープン
ポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明す
る。

―

【荷重の組合せ】
○通常時荷重
○積雪荷重，風荷重

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ファン（制御盤含
む）：S，B-4，C，C-1

フィルタ：S，B，B-
1，C

機械装置：B-4

給気設備：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Sクラ
ス，B-1クラス，B-4クラス及びC-1クラスの機器・配管
系のうち，質点系モデルを用いる構造設計について，
Gr1にて代表として説明する。

〈No.73(質点系モデル)〉
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・重大事故等対処設備

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Bクラ
ス及びCクラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1
にてNo.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オー
プンポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明
する。

―

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

第１回申請と同一Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
【3.1　構造強度上の制限】
・MOX燃料加工施設の耐震設計については，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち「5.1　構造強度」に示す考え方に基づき，安全機能を有する施設における各耐
震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場
合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界
以下とする。
・許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるように十分に
余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。
・地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，第3.1-1
表及び第3.1-2表に示すとおりとする。
・機器・配管系の基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄのみによる疲労解析に
用いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用いる。
・弾性設計用地震動Ｓｄの疲労解析は，設備ごとに個別に設定した弾性設計用地震
動Ｓｄの等価繰返し回数が基準地震動Ｓｓの疲労解析に用いた等価繰返し回数以下
であれば省略しても良いものとする。
・建物・構築物（土木構造物を除く）の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し
て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設の基礎地盤に
ついては，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又
は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設にお
ける耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設定する。
・耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重を組
み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第3.1-1図に示す。積雪荷重につい
ては，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設又は埋
設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力
と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に設置されている施設のうち，コ
ンクリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と比べて
相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設においては，地震力と組み
合わせる。第3.1-3表に施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
3.1　構造強度上の制限

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.3 荷重の組合せ】
(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
(e)機器・配管系の設計基準事故(以下本項目では「事故」という。)時に生じるそれ
ぞれの荷重については，地震によって引き起こされるおそれのある事故によって作
用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，いった
ん事故が発生した場合，長時間継続する事故によって作用する荷重は，その事故の
発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合
わせて考慮する。なお，設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重は，通常時に
施設に作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地震
荷重と組み合わせるものはない。

【5.1.3 荷重の組合せ】
(2)重大事故等対処施設
b.機器・配管系
(c)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管
系については，通常時に作用している荷重設計基準事故時の状態及び重大事故等時
の状態で施設に作用している荷重のうち，地震によって引き起こされるおそれがな
い事象による荷重は，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率
の関係を踏まえ，適切な地震力(基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地
震力)と組み合わせる。
・設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重は，通常時に施設に作用する荷重を
超えるもの及び長時間施設に作用するものがないため，地震荷重と組み合わせるも
のはない。
・MOX燃料加工施設の重大事故等は，事業(変更)許可申請書において，重大事故の対
処に係る有効性評価のために技術的な想定を超えた状態として仮定しているが，地
震を要因として特定される重大事故はないため，重大事故等時の状態で施設に作用
している荷重は，地震荷重と組み合わせるものはない。
【5.1.4 荷重の組合せ上の留意事項】
(1)安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の
当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の耐震重要度に応
じた地震力と通常時に作用している荷重とを組み合わせる。
(2) 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地震力について
は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定するものとする。
(3)ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが判明している場合には，
その妥当性を示した上で，その他の荷重の組合せ状態での評価は行わないものとす
る。
(4)複数の荷重が同時に作用し，それらの荷重による応力の各ピークの生起時刻に明
らかなずれがある場合は，その妥当性を示した上で，必ずしもそれぞれの応力の
ピーク値を重ねなくてもよいものとする。
(5) 積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施設及び重大事
故等対処施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設や，通常時に作用している
荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力との組合せを考慮す
る。
(6) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている安全機能を有
する施設及び重大事故等対処施設のうち，風による受圧面積が小さい施設や，風荷
重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施
設においては，地震力との組合せを考慮する。
(7)荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設備を踏まえた
地下水位を考慮して設定する。
(8)設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の当該部分の支持
機能を確認する場合においては，支持される施設の設備分類に応じた地震力と通常
時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)及び重大事故等時の状
態で施設に作用する荷重並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

ダクト，配管：S，B-
1，B-4，C

ダンパ：S，C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の荷重の
組合せの設定における留意事項に係る構造につ
いて，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Sクラ
ス，B-1クラス，B-4クラスの機器・配管系のうち，標準
支持間隔を用いる構造設計について，Gr1にて代表とし
て説明する。

〈No.73(標準支持間隔)〉
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・重大事故等対処設備

【Gr1　No.73(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系の荷重の組合せの設定における留意事項
の考え方については，共通方針であることから，Bクラ
ス及びCクラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1
にてNo.73(有限要素モデル)「グローブボックス（オー
プンポートボックス，フードを含む。）」を代表に説明
する。

―

【荷重の組合せ】
○通常時荷重
○積雪荷重，風荷重

―

【荷重の組合せ】
○通常時荷重
○積雪荷重，風荷重

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.3 荷重の組合せ
(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
(2)重大事故等対処施設
b.機器・配管系

5.1.4 荷重の組合せの留意事項

基本方針
評価方法

基本方針定義
評価要求

(c)　荷重の組合せ上の留意事項
イ. 安全機能を有する施設のうち耐震重要度の異なる施設を支持する
建物・構築物の当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持
される施設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷重
とを組み合わせる。

ロ.　安全機能を有する施設のうち機器・配管系の設計基準事故（以下
本項目では「事故」という。）時に生じる荷重については，地震に
よって引き起こされるおそれのある事故によって作用する荷重及び地
震によって引き起こされるおそれのない事故であっても，いったん事
故が発生した場合，長時間継続する事故による荷重は，その事故の発
生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震
力と組み合わせて考慮する。

ハ．安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用する動的地
震力は，水平2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせて算定する
ものとする。

ニ.　積雪荷重については，屋外に設置されている安全機能を有する施
設及び重大事故等対処施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設
や，通常時に作用している荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる
施設を除き，地震力との組合せを考慮する。

ホ.　風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置されている
安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設のうち，風荷重の影響
が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様
の施設においては，地震力との組合せを考慮する。

ヘ.荷重として考慮する水圧のうち地下水圧については，地下水排水設
備による地下水位の低下を踏まえた設計用地下水位に基づき設定す
る。

ト.　設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物の
当該部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施設の設
備分類に応じた地震力と通常時に作用している荷重（固定荷重，積載
荷重，土圧及び水圧）及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重
並びに積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。

チ.　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施
設の機器・配管系の，通常時に作用している荷重，設計基準事故時の
状態及び重大事故等時の状態で施設に作用している荷重のうち，地震
によって引き起こされるおそれがない事象による荷重と，基準地震動
Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力との組合せについては，
事故事象の発生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮
し，工学的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間については
対策の成立性も考慮した上で設定する。

73
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

74 d.　許容限界
各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界
は，以下のとおりとし，安全上適切と認められる規格及び基準又は試
験等で妥当性が確認されている値を用いる。

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
・各施設の地震力と他の荷重とを組み合わせた状態に対する許容限界は次のとおり
とし，JEAG4601等の安全上適切と認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確
認されている値を用いる。

― ―

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

排気筒：C 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる建物・構築物のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1】
・建物・構築物のBクラス及びCクラスの許容限界の設定
の考え方については，共通方針であることから，建物・
構築物の構造設計について，Gr1にて代表として説明す
る。

〈No.76〉
・施設外漏えい防止堰
・洞道

―

施設外漏えい防止堰 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

施設外漏えい防止堰：
C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる建物・構築物のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.76　換気設備】
・建物・構築物のCクラスの許容限界の設定の考え方に
ついては，共通方針であることから，建物・構築物の構
造設計について，Gr1にてNo.76「換気設備」を代表に説
明する。

―

洞道 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

貯蔵容器搬送用洞道：
B

洞道遮蔽：B

火災区域構造物及び火
災区画構造物：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる建物・構築物のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.76　換気設備】
・建物・構築物のBクラス及びCクラスの許容限界の設定
の考え方については，共通方針であることから，建物・
構築物の構造設計について，Gr1にてNo.76「換気設備」
を代表に説明する。

―

77 (ハ)　建物・構築物の保有水平耐力
建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該建物・構築物
の保有水平耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適
切な安全余裕を有していることを確認する。

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1)安全機能を有する施設
a. 建物・構築物

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1)安全機能を有する施設
a.建物・構築物
(d)建物・構築物の保有水平耐力
・建物・構築物（土木構造物を除く。）については，当該建物・構築物の保有水平
耐力が必要保有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有してい
ることを確認する。

― ―

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

グローブボックス：
S,B-2

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，有限要素モデルを用いる構造設計に
ついて，Gr1にて代表として説明する。

<No.78(有限要素モデル)>
・機械装置・搬送設備
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備(シャッタ)
・遮蔽扉，遮蔽蓋

―

機械装置・搬送設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

機械装置・搬送設備：
B-2,C-1

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.78(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，有限要素モデルを用いる構造設計に
ついて，Gr1にてNo.78(有限要素モデル)「グローブボッ
クス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を
代表に説明する。

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：B-
2,B-3

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.78(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，有限要素モデルを用いる構造設計に
ついて，Gr1にてNo.78(有限要素モデル)「グローブボッ
クス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を
代表に説明する。

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（ユニット架
台）：S，C-2

配管（ユニット架
台）：S，C-2

弁（ユニット架台）：
S

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.78(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，有限要素モデルを用いる構造設計に
ついて，Gr1にてNo.78(有限要素モデル)「グローブボッ
クス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を
代表に説明する。

―

火災防護設備
(シャッタ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

シャッタ：C-1 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.78(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，有限要素モデルを用いる構造設計に
ついて，Gr1にてNo.78(有限要素モデル)「グローブボッ
クス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を
代表に説明する。

―

遮蔽扉，遮蔽蓋 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

遮蔽設備：B-2 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.78(有限要素モデル)　グローブボックス
（オープンポートボックス，フードを含む。）】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，有限要素モデルを用いる構造設計に
ついて，Gr1にてNo.78(有限要素モデル)「グローブボッ
クス（オープンポートボックス，フードを含む。）」を
代表に説明する。

―

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ファン（制御盤含
む）：S，B-4，C-1

フィルタ：S

ダクト，配管：S，B-4

ダンパ：S

機械装置：B-4

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，質点系モデルを用いる構造設計につ
いて，Gr1にて代表として説明する。

<No.78(質点系モデル)>
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）

<No.84(質点系モデル)>
・重大事故等対処設備

―

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：B-
2,B-3

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.78(質点系モデル)　換気設備】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，質点系モデルを用いる構造設計につ
いて，Gr1にてNo.78(質点系モデル)「換気設備」を代表
に説明する。

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（ユニット架台含
む）（制御盤含む）：
S，C-2

配管（ユニット架台含
む）：S，C-2

弁（ユニット架台含

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.78(質点系モデル)　換気設備】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，質点系モデルを用いる構造設計につ
いて，Gr1にてNo.78(質点系モデル)「換気設備」を代表
に説明する。

―

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ（制御盤含
む）：S

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.78(質点系モデル)　換気設備】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，質点系モデルを用いる構造設計につ
いて，Gr1にてNo.78(質点系モデル)「換気設備」を代表
に説明する。

―

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ファン（制御盤含
む）：S，B-4，C-1
フィルタ：S

ダクト，配管：S，B-4

ダンパ：S

機械装置：B-4

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，標準支持間隔を用いる構造設計につ
いて，Gr1にて代表として説明する。

<No.78(標準支持間隔)>
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）

<No.84>
・重大事故等対処設備

―

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

配管：S，C-2

弁：S

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.78(標準支持間隔)　換気設備】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，標準支持間隔を用いる構造設計につ
いて，Gr1にてNo.78(標準支持間隔)「換気設備」を代表
に説明する。

―

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ：S 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のSクラス
等の許容限界の設定に係る構造について，構造
設計(設計プロセス条件)にて説明する。

【Gr1　No.78(標準支持間隔)　換気設備】
・機器・配管系のSクラス等の許容限界の設定の考え方
については，共通方針であることから，Sクラス等の機
器・配管系のうち，標準支持間隔を用いる構造設計につ
いて，Gr1にてNo.78(標準支持間隔)「換気設備」を代表
に説明する。

―

【建物・構築物】【許容限界】
○構造強度

【許容限界】
○構造強度

【評価条件】
○温度

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

【許容限界】
○構造強度

【評価条件】
○温度

―
（定義のため）

76 (ロ)　Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物
上記(イ)ⅱ.による許容応力度を許容限界とする。

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
(1)安全機能を有する施設
5.1.5 許容限界
5.2 機能維持
(1)安全機能を有する施設

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1)安全機能を有する施設
a.建物・構築物
(b)Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物
上記(a)ロ．による許容応力度を許容限界とする。

― ― 第１回申請と同一

78 ロ.　機器・配管系
(イ)　Ｓクラスの機器・配管系
ⅰ.　基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベ
ルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影
響を及ぼすことがない限度に応力，荷重を制限する値を許容限界とす
る。

ⅱ.　弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに
対する許容限界
発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるよ
うに，降伏応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とす
る。

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1)安全機能を有する施設

8. ダクティリティに関する考慮

10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
(a)Ｓクラスの機器・配管系
イ. 基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
・塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まっ
て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限
度に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。

ロ.弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
・発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性状態に留まるように，降伏
応力又はこれと同等の安全性を有する応力を許容限界とする。

【8. ダクティリティに関する考慮】
・MOX燃料加工施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，そ
の構造体のダクティリティを高めるよう設計する。具体的には「Ⅲ－１－１－９
構造計画，材料選択上の留意点」に示す。

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
3.1　構造強度上の制限

第１回申請と同一

第１回申請と同一

75 (a)　安全機能を有する施設
イ.　建物・構築物

(イ)　Ｓクラスの建物・構築物
ⅰ.　基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
建物・構築物全体としての変形能力（耐震壁のせん断ひずみ等）が終
局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断
ひずみ・応力等が終局耐力時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当
な安全余裕を有することとする。

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大
していくとき，その変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最
大耐力とし，既往の実験式等に基づき適切に定めるものとする。

ⅱ.　弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに
対する許容限界
Ｓクラスの建物・構築物については，地震力に対しておおむね弾性状
態に留まるように，発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適
切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする。

定義
評価要求

基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
(1)安全機能を有する施設
5.1.5 許容限界
5.2 機能維持
(1)安全機能を有する施設
8. ダクティリティに関する考慮

基本方針 第１回申請と同一Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1)安全機能を有する施設
 建物・構築物
a. 建物・構築物
(a)Ｓクラスの建物・構築物
イ.基準地震動Ｓｓによる地震力との組合せに対する許容限界
・建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変
形に対して十分な余裕を有し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力
時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を持たせることとする。
・終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重又は応力を漸次増大していくとき，そ
の変形又はひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし，既往の実験式等に
基づき適切に定めるものとする。
ロ.弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力との組合せに対する許容限界
・地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発生する応力に対して，建築
基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とす
る。

【8. ダクティリティに関する考慮】
・MOX燃料加工施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，そ
の構造体のダクティリティを高めるよう設計する。具体的には「Ⅲ－１－１－９
構造計画，材料選択上の留意点」に示す。

― ― ―
（第2回申請対象外のため）

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
【3.1　構造強度上の制限】
・MOX燃料加工施設の耐震設計については，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち「5.1　構造強度」に示す考え方に基づき，安全機能を有する施設における各耐
震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場
合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界
以下とする。
・許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるように十分に
余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。
・地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，第3.1-1
表及び第3.1-2表に示すとおりとする。
・機器・配管系の基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄのみによる疲労解析に
用いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用いる。
・弾性設計用地震動Ｓｄの疲労解析は，設備ごとに個別に設定した弾性設計用地震
動Ｓｄの等価繰返し回数が基準地震動Ｓｓの疲労解析に用いた等価繰返し回数以下
であれば省略しても良いものとする。
・建物・構築物（土木構造物を除く）の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し
て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設の基礎地盤に
ついては，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又
は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設にお
ける耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設定する。
・耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重を組
み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第3.1-1図に示す。積雪荷重につい
ては，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設又は埋
設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力
と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に設置されている施設のうち，コ
ンクリート

第１回申請と同一

―
（第2回申請対象外のため）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

グローブボックス：
B,B-1，C

オープンポートボック
ス：C

フード：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1】
・機器・配管系のBクラス及びCクラスの許容限界の設定
の考え方については，共通方針であることから，Bクラ
ス及びCクラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1
にて代表として説明する。

<No.79>
・換気設備
・液体の放射性物質を取り扱う設備
・機械装置・搬送設備
・ラック/ピット/棚
・消火設備
・火災防護設備（ダンパ）
・火災防護設備（シャッタ）
・警報設備
・遮蔽扉・遮蔽蓋
・その他（非管理区域換気空調設備，窒素ガス供給設
備）
・その他（被覆施設，組立設備等の設備構成）

―

機械装置・搬送設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

機械装置・搬送設備：
B,B-1，C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：
B,B-1

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（ユニット架台含
む）（制御盤含む）：
C

配管（ユニット架台含
む）：C

（ 架 含

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

遮蔽扉，遮蔽蓋 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

遮蔽設備：B，B-1,C 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

火災防護設備
（シャッタ）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

シャッタ：C 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ファン（制御盤含
む）：C

フィルタ：B，B-1，C

給気設備：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

ラック/ピット/棚 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ラック/ピット/棚：
B,B-1

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器（ユニット架台含
む）（制御盤含む）：
C

配管（ユニット架台含
む）：C

弁（ユニット架台含
む）：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ（制御盤含
む）：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

換気設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダクト，配管：B-1，C

ダンパ：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

消火設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

配管：C

弁：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

火災防護設備(ダン
パ)

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

ダンパ：C 構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

液体の放射性物質を
取り扱う設備

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

容器：C

ポンプ：C

ろ過装置：C

配管：C※
※二重配管のうち，外
配管をBクラスとす
る。

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

警報設備等 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

計装/放管設備（計測
装置）：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

その他（非管理区域
換気空調設備、窒素
ガス供給設備）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

その他（非管理区域換
気空調設備、窒素ガス
供給設備）：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

その他（被覆施設、
組立施設等の設備構
成）

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

その他(被覆施設，組
立施設等の設備構
成）：C

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系のBクラス
及びCクラスの許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

81 (ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物
上記(a)イ.(ロ)を適用する。

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2)重大事故等対処施設

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2)重大事故等対処施設
a.建物・構築物
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設の建物・構築物(i.に記載のものは除く）
・上記(1)a.(b)による許容応力度を許容限界を適用する。

― ―

―

【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

【許容限界】
○構造強度

79 (ロ)　Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
上記(イ)ⅱ.による応力を許容限界とする。

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価方法

【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(1)安全機能を有する施設
b.機器・配管系
(b) Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系
・上記b.(a)ロ.による応力を許容限界とする。

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
3.1　構造強度上の制限

Ⅲ－１－１－８　機能維持の基本方針
【3.1　構造強度上の制限】
・MOX燃料加工施設の耐震設計については，「Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針」の
うち「5.1　構造強度」に示す考え方に基づき，安全機能を有する施設における各耐
震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場
合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界
以下とする。
・許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるように十分に
余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる値とする。
・地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，第3.1-1
表及び第3.1-2表に示すとおりとする。
・機器・配管系の基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄのみによる疲労解析に
用いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用いる。
・弾性設計用地震動Ｓｄの疲労解析は，設備ごとに個別に設定した弾性設計用地震
動Ｓｄの等価繰返し回数が基準地震動Ｓｓの疲労解析に用いた等価繰返し回数以下
であれば省略しても良いものとする。
・建物・構築物（土木構造物を除く）の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し
て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設の基礎地盤に
ついては，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基準等による地盤の支持力又
は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計とし，安全機能を有する施設にお
ける耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた許容限界を設定する。
・耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷重を組
み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第3.1-1図に示す。積雪荷重につい
ては，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設又は埋
設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力
と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に設置されている施設のうち，コ
ンクリート

第１回申請と同一Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1)安全機能を有する施設
b. 機器・配管系

【Gr1　No.79　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・機器・配管系のBクラス及びCクラスの許容限界の設定
の考え方については，共通方針であることから，Bクラ
ス及びCクラスの機器・配管系の構造設計について，Gr1
No.79「グローブボックス（オープンポートボックス，
フードを含む。）」を代表に説明する。

―

第１回申請と同一Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2)重大事故等対処施設
a.建物・構築物
（a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構
築物
・上記(1)a.(a)イ.を適用する。

【8.　ダクティリティに関する考慮】
・MOX燃料加工施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，そ
の構造体のダクティリティを高めるよう設計する。具体的には「Ⅲ－１－１－９
構造計画，材料選択上の留意点」に示す。

― ― ―
（第2回申請対象外のため）

―
（第2回申請対象外のため）

80 (b)　 重大事故等対処施設
イ.　建物・構築物
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の建物・構築物
上記(a)イ.(イ)ⅰ.を適用する。

定義
評価要求

基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(2)重大事故等対処施設
8. ダクティリティに関する考慮

基本方針

第１回申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

82 (ハ) 設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物
上記(イ)を適用するほか，建物・構築物は，変形等に対してその支持
機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持する建物・構
築物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持さ
れる施設に適用される地震力とする。

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界
(1) 建物・構築物

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2)重大事故等対処施設
a.建物・構築物
(c)設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・構築物
・上記(a)を適用するほか，設備分類の異なる重大事故等対処施設を支持する建物・
構築物は，変形等に対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施
設を支持する建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力
は，支持される施設に適用される地震力とする。

― ―

83 (ニ) 建物・構築物の保有水平耐力
建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保
有水平耐力に対して，重大事故等対処施設が代替する機能を有する安
全機能を有する施設が属する耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有
していることを確認する。

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2)重大事故等対処施設
a.建物・構築物
(d)建物・構築物の保有水平耐力
・建物・構築物については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保有水平耐力
に対して，重大事故等対処施設が代替する機能を有する安全機能を有する施設が属
する耐震重要度に応じた適切な安全余裕を有していることを確認する。

― ―

85 (ロ)　常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設
備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系
上記(a)ロ.(ロ)を適用する。

定義
評価要求

基本方針 基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2)重大事故等対処施設
b.機器・配管系
(b)常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重
大事故等対処施設の機器・配管系
上記(1)b.(b)を適用する。

― ― 【許容限界】
○構造強度

【評価条件】
○温度

― 重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

常設耐震重要重大事故
等対処設備以外の常設
重大事故等対処設備

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の常設耐
震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故
等対処設備の許容限界の設定に係る構造につい
て，構造設計(設計プロセス条件)にて説明す
る。

【Gr1　No.78　換気設備】
・常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故
等対処設備の機器・配管系の許容限界の設定の考え方に
ついては，共通方針であり，Bクラス及びCクラスの許容
限界を適用するため，常設耐震重要重大事故等対処設備
以外の常設重大事故等対処設備の機器・配管系のうち，
質点系モデル及び標準支持間隔を用いる構造設計につい
て，Gr1　No.78「換気設備」を代表に説明する。

―

設計プロセス条件となる機器・配管系の常設耐
震重要重大事故等対処設備の許容限界の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

構造設計（設計プロセス条
件）

ダクト，配管及びダン
パ：常設耐震重要重大
事故等対処設備

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

重大事故等対処設備【標準支持間隔】

○添付書類(耐震支
持方針)
・Ⅲ-1-1-11-1　配
管の耐震支持方針
・Ⅲ-1-1-11-2　ダ
クトの耐震支持方針

―
（第2回申請対象外のため）

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

重大事故等対処設備 ―
（施設共通の基本設
計方針のため）

フィルタ：常設耐震重
要重大事故等対処設備

構造設計（設計プロセス条
件）

設計プロセス条件となる機器・配管系の常設耐
震重要重大事故等対処設備の許容限界の設定に
係る構造について，構造設計(設計プロセス条
件)にて説明する。

―
（施設共通の基本設
計方針のため）

第１回申請と同一 ―
（第2回申請対象外のため）

86 (5)　設計における留意事項
a.　主要設備等，補助設備，直接支持構造物及び間接支持構造物
主要設備等，補助設備及び直接支持構造物については，耐震重要度に
応じた地震力に十分耐えられる設計とするとともに，安全機能を有す
る施設のうち，耐震重要施設に該当する設備は，基準地震動Ｓｓによ
る地震力に対してその安全機能が損なわれるおそれがない設計とす
る。

冒頭宣言
【6,27条-
12,13】

基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

9. 機器・配管系の支持方針について

第１回申請と同一

第１回申請と同一― ―84 ロ.　機器・配管系
(イ)　常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設の機器・配管系
上記(a)ロ.(イ)ⅰ.を適用する。

定義
評価要求

基本方針
評価方法

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

5. 機能維持の基本方針
5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

8. ダクティリティに関する考慮

10. 耐震計算の基本方針
10.2 機器・配管系

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1 構造強度】
【5.1.5 許容限界】
(2)重大事故等対処施設
b.機器・配管系
(a)常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管
系
・上記(1)b.(a)イ.を適用する。

【8.　ダクティリティに関する考慮】
・MOX燃料加工施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定等に留意し，そ
の構造体のダクティリティを高めるよう設計する。具体的には「Ⅲ－１－１－９
構造計画，材料選択上の留意点」に示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.2 機器・配管系】
・地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，地震応答解析により
機器・配管系に作用する加速度が振動試験又は解析等により機能が維持できること
を確認した加速度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速度)以
下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が許容荷重以下となること
を確認する。
・これらの水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価については，
「Ⅲ－２－３　水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価」に示す。

【許容限界】
○構造強度

【評価条件】
○温度

基本方針

基本方針

【Gr1　No.78(質点系モデル)　換気設備】
・常設耐震重要重大事故等対処設備の機器・配管系の許
容限界の設定の考え方については，共通方針であり，S
クラスの許容限界を適用するため，常設耐震重要重大事
故等対処設備の機器・配管系のうち，質点系モデルを用
いる構造設計について，Gr1にてNo.78(質点系モデル)
「換気設備」を代表に説明する。

―

―【Gr1　No.78(標準支持間隔)　換気設備】
・常設耐震重要重大事故等対処設備の機器・配管系の許
容限界の設定の考え方については，共通方針であり，S
クラスの許容限界を適用するため，常設耐震重要重大事
故等対処設備の機器・配管系のうち，質点系モデル及び
標準支持間隔を用いる構造設計について，Gr1にて
No.78(標準支持間隔)「換気設備」を代表に説明する。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針

5.1 構造強度
5.1.5 許容限界

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【5. 機能維持の基本方針】
【5.1.5 許容限界】
(1) 安全機能を有する施設
a. 建物・構築物
(c)耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物
上記(a)イ.を適用するほか，耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物は，
変形等に対してその支持機能が損なわれない設計とする。なお，当該施設を支持す
る建物・構築物の支持機能が損なわれないことを確認する際の地震力は，支持され
る施設に適用される地震力とする。

― ―

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針

9. 機器・配管系の支持方針につ
いて

第１回申請と同一(記載の適正化)
Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【9. 機器・配管系の支持方針について】
・機器・配管系本体については「5.　機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を
行う。それらの支持構造物の設計方針については，機器は形状，配置等に応じて個
別に支持構造物の設計を行うこと，配管系，電気計測制御装置等は設備の種類，配
置に応じて各々標準化された支持構造物の中から選定することから，それぞれ「Ⅲ
－１－１－10　機器の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－１　配管の耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅲ－１－１－12　電
気計測制御装置等の耐震支持方針」に示す。

○ 基本方針 基本方針Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【9. 機器・配管系の支持方針について】
・機器・配管系本体については「5.　機能維持の基本方針」に基づいて耐震設計を
行う。それらの支持構造物の設計方針については，機器は形状，配置等に応じて個
別に支持構造物の設計を行うこと，配管系，電気計測制御装置等は設備の種類，配
置に応じて各々標準化された支持構造物の中から選定することから，それぞれ「Ⅲ
－１－１－10　機器の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－１　配管の耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」及び「Ⅲ－１－１－12　電
気計測制御装置等の耐震支持方針」に示す。

― ―

―【建物・構築物】【設計用地震力】 構造設計 間接支持構造物として，B-1クラスの機器・配管
系を支持する洞道の設計用地震力の設定に係る
構造について，構造設計にて説明する。

※貯蔵容器搬送用洞道の耐震設計はBクラスであ
るが，後次回申請の洞道搬送台車(耐震設計：B-
1)の耐震設計に必要な設計用床応答曲線を作成
するために，弾性設計用地震動Sdに2分の1を乗
じたものを用いて評価する。

【Gr3】
間接支持構造物として，B-1クラスの機器・配管系を支
持する洞道の設計用地震力の設定に係る構造設計を，
Gr3にて説明する。

洞道 貯蔵容器搬送用洞道：
B※

第１回申請と同一87 また，間接支持構造物については，支持する主要設備等又は補助設備
の耐震重要度に適用する地震動による地震力に対して支持機能が損な
われない設計とする。

評価要求 基本方針
評価方法

―

第１回申請と同一

基本方針
施設共通　基本設計方針
(間接支持構造物の支持機能におけ
る評価方法)

―
(基本設計方針No.12,13に係る冒頭宣言のため)
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

構造設計 ・下位クラス施設となるグローブボックスは，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有する構造であることを構造設計
にて説明する。

波及的影響の設計対象とする下位ク
ラス施設について，設計図書類を用
いた机上検討や現場調査等による抽
出の考え方及び抽出結果について示
す。
【耐震機電03：下位クラス施設の波
及的影響の検討について(建物・構築
物，機器・配管系)】

評価 ・下位クラス施設となるグローブボックスは，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有することを評価にて説明する。

波及的影響の設計対象とする下位ク
ラス施設について，設計図書類を用
いた机上検討や現場調査等による抽
出結果に対する確認内容について示
す。
【耐震機電03：下位クラス施設の波
及的影響の検討について(建物・構築
物，機器・配管系)】

構造設計 ・下位クラス施設となる機械装置・搬送設備
は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよ
う，必要な強度を有する構造であることを構造
設計にて説明する。

評価 ・下位クラス施設となる機械装置・搬送設備
は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよ
う，必要な強度を有することを評価にて説明す
る。

構造設計 ・下位クラス施設となるラック/ピット/棚は，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有する構造であることを構造設計
にて説明する。

評価 ・下位クラス施設となるラック/ピット/棚は，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有することを評価にて説明する。

構造設計 ・下位クラス施設となる遮蔽扉，遮蔽蓋は，防
護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，必
要な強度を有する構造であることを構造設計に
て説明する。

評価 ・下位クラス施設となる遮蔽扉，遮蔽蓋は，防
護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，必
要な強度を有することを評価にて説明する。

構造設計 ・下位クラス施設となる火災防護設備(シャッ
タ)は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさない
よう，必要な強度を有する構造であることを構
造設計にて説明する。

評価 ・下位クラス施設となる火災防護設備(シャッ
タ)は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさない
よう，必要な強度を有することを評価にて説明
する。

構造設計 ・下位クラス施設となる換気設備は，防護対象
設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強
度を有する構造であることを構造設計にて説明
する。

評価 ・下位クラス施設となる換気設備は，防護対象
設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強
度を有することを評価にて説明する。

構造設計 ・下位クラス施設となるラック/ピット/棚は，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有する構造であることを構造設計
にて説明する。

評価 ・下位クラス施設となるラック/ピット/棚は，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，
必要な強度を有することを評価にて説明する。

構造設計 ・下位クラス施設となる換気設備は，防護対象
設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強
度を有する構造であることを構造設計にて説明
する。

評価 ・下位クラス施設となる換気設備は，防護対象
設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強
度を有することを評価にて説明する。

構造設計 ・下位クラス施設となる重大事故等対処設備
は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよ
う，必要な強度を有する構造であることを構造
設計にて説明する。

波及的影響の設計対象とする下位ク
ラス施設について，設計図書類を用
いた机上検討や現場調査等による抽
出の考え方及び抽出結果について示
す。
【耐震機電03：下位クラス施設の波
及的影響の検討について(建物・構築
物，機器・配管系)】

評価 ・下位クラス施設となる重大事故等対処設備
は，防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよ
う，必要な強度を有することを評価にて説明す
る。

波及的影響の設計対象とする下位ク
ラス施設について，設計図書類を用
いた机上検討や現場調査等による抽
出結果に対する確認内容について示
す。
【耐震機電03：下位クラス施設の波
及的影響の検討について(建物・構築
物，機器・配管系)】

ラック/ピット/棚 5条26条・6条27条I②
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のあるラック／ピッ
ト／棚(グローブボッ
クス内装機器)

・ラック/ピット/
棚:B-2

機械装置・搬送設備 5条26条・6条27条F②
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のある機械装置・搬
送設備(グローブボッ
クス内装機器)

・機械装置・搬送設
備：B-2,C-1

【Gr1　No.90　グローブボックス（オープンポートボッ
クス，フードを含む。）】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にてNo.90「グローブ
ボックス（オープンポートボックス，フードを含
む。）」を代表に説明する。

―

― 【有限要素モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-2　有限
要素モデル等を用い
て評価を行う設備の
耐震計算書作成の基
本方針

【質点系モデル】

○添付書類(計算書
作成方針等)
・Ⅲ-1-2-2-1　機器
の耐震計算に関する
基本方針
・Ⅲ-1-3-2-1　定式
化された計算式を用
いて評価を行う機器
の耐震計算書作成の
基本方針

― ―

第１回申請と同一― ―88 b.　波及的影響に対する考慮
耐震重要施設は，耐震重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影
響によって，その安全機能が損なわれないものとする。

冒頭宣言
【6,27条-89
～91】

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

6. 構造計画と配置計画

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・「3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類」においてＳクラスの施
設に分類する施設である耐震重要施設及び「3.2　重大事故等対処施設の設備分類」
に示した常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，耐
震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，その安全機能を
損なわない設計とする。

【6. 構造計画と配置計画】
・建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・構築物及び機器・配管系の
耐震安全性を確保する設計とする。
・下位クラス施設は，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ
れる重大事故等対処施設に対して離隔を取り配置する，又は耐震重要施設の有する
安全機能及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の
重大事故等に対処するために必要な機能を保持する設計とする。

90 (a)　設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈
下による影響
イ.　不等沈下
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等沈下によ
り，耐震重要施設の安全機能への影響がないことを確認する。

ロ.　相対変位
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位クラス施設
と耐震重要施設の相対変位により，耐震重要施設の安全機能への影響
がないことを確認する。

(b)　耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐震重要施
設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震重要施設の安全機能
への影響がないことを確認する。

(c)　建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震
重要施設への影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋内の下
位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能
への影響がないことを確認する。

(d) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震
重要施設への影響
耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下
位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要施設の安全機能
への影響がないことを確認する。

定義
評価要求

設計方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

― ― Ⅲ－１－１－４　波及的影響に係る基本方針
3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針
3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施
設

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施
設の耐震設計方針

5.3 設計用地震動又は地震力

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・
検討

Ⅲ－１－１－４　波及的影響に係る基本方針
【3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針】
【3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点】
・波及的影響を考慮した施設の設計においては,「事業許可基準規則の解釈別記３」
(以下「別記３」という。)に記載の4つの観点で実施する。
・(1)～(4)以外に設計の観点に含める事項がないかを確認する。原子力施設情報公
開ライブラリ(NUCIA：ニューシア)から，原子力施設の被害情報を抽出し，その要因
を整理する。地震被害の発生要因が別記３(1)～(4)の観点に分類されない要因につ
いては，その要因も設計の観点に追加する。

【4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設】
・「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき，構造強度等を確保するよ
うに設計するものとして選定した下位クラス施設を示す。

【5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」において選定した施設の耐
震設計方針を示す。
【5.3 設計用地震動又は地震力】
・波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，上位クラス施設の設計
に用いる地震動又は地震力を適用する。

【6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討】
・工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際に検討した配置・補強等が
設計どおりに施されていることを，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確
認する。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス施設
についても合わせて確認する。
・工事段階における検討は，別記２の4つの観点のうち，(3)及び(4)の観点，すなわ
ち下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による影響について，現場調査により実施
する。
・工事段階における確認の後も，波及的影響を防止するように現場を保持するた
め，保安規定に機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。

第１回申請と同一89 評価に当たっては，以下の４つの観点をもとに，敷地全体を俯瞰した
調査・検討を行い，各観点より選定した事象に対する波及的影響の評
価により波及的影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全
機能への影響がないことを確認する。
　
波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動
又は地震力を適用する。なお，地震動又は地震力の選定に当たって
は，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。また，波
及的影響の確認においては水平2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作
用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設，設備を選定し評価す
る。

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設以外のMOX燃料加工施設内
にある施設（資機材等含む。）をいう。

波及的影響を防止するよう現場を維持するため，機器設置時の配慮事
項等を保安規定に定めて管理する。

なお，原子力施設の地震被害情報をもとに，４つの観点以外に検討す
べき事項がないか確認し，新たな検討事項が抽出された場合には，そ
の観点を追加する。

定義
運用要求

基本方針
設計方針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・この設計における評価に当たっては，以下の4つの観点をもとに，敷地全体及びそ
の周辺を俯瞰した調査・検討を行い，各観点より選定した事象に対して波及的影響
の評価を行い，波及的影響をを考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能
への影響がないことを確認する。
・波及的影響の評価に当たっては，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力
を適用し，地震動又は地震力の選定は，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切
に設定する。
・設定した地震動又は地震力について，動的地震力を用いる場合は，水平2方向及び
鉛直方向の地震力が同時に作用する場合に影響を及ぼす可能性のある施設，設備を
選定し評価する。
・下位クラス施設とは，耐震重要施設の周辺にある耐震重要施設以外のMOX燃料加工
施設内にある施設(安全機能を有する施設以外の施設及び資機材等含む。)をいう。
・原子力施設の地震被害情報から新たな検討するべき事項が抽出された場合には，
これを追加する。

― ― Ⅲ－１－１－４　波及的影響に係る基本方針
3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計

3.3 接続部の観点による設計

3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施
設の設計

3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施
設の設計

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施
設

5.波及的影響の設計対象とする下位クラス施設
の耐震設計方針

Ⅲ－１－１－４　波及的影響に係る基本方針
【3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計】
・建屋外に設置する耐震重要施設を対象に，別記３(1)「設置地盤及び地震応答性状
の相違等に起因する相対変位又は不等沈下による影響」の観点で，上位クラス施設
の安全機能を損なわないよう設計する。
(1) 地盤の不等沈下による影響
・下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，上位クラス施設の安全機能
を損なわないよう，以下のとおり設計する。
(2) 建屋間の相対変位による影響
・下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位クラス施設の安全機
能を損なわないよう，以下のとおり設計する。
【3.3 接続部の観点による設計】
・建屋内外に設置する上位クラス施設を対象に， 別記３(2)「耐震重要施設と下位
クラス施設との接続部における相互影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及
び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設計
する。
【3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の設計】
・建屋内に設置する上位クラス施設を対象に， 別記３(3)「建屋内における下位ク
ラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラ
ス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下
位クラス施設を設計する。

【3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の設計】
・建屋外に設置する上位クラス施設を対象に，別記３(4)「建屋外における下位クラ
ス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス
施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位
クラス施設を設計する。

【4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設】
・「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき，構造強度等を確保するよ
うに設計するものとして選定した下位クラス施設を示す。

【5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針】
・「4.　波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」において選定した施設の耐
震設計方針を示す。
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Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響
ａ．不等沈下
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等沈下による，耐震重要
施設の安全機能への影響
ｂ．相対変位
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位クラス施設と耐震重要
施設の相対変位による，耐震重要施設の安全機能への影響
(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震重要施設に接続する
下位クラス施設の損傷による，耐震重要施設の安全機能への影響
(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重要施設への
影響
・耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋内の下位クラス施設
の損傷，転倒及び落下による，耐震重要施設の安全機能への影響
(4) 耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建屋外の下位クラス
施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重要施設の安全機能への影響
・波及的影響を考慮すべき下位クラス施設及びそれに適用する地震動を「Ⅲ－１－
１－３　重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針」の第2.4-1表及
び第2.4-2表に示す。これらの波及的影響を考慮すべき下位クラス施設は，耐震重要
施設の有する安全機能を保持するよう設計する。
・工事段階においても，耐震重要施設の設計段階の際に検討した配置・補強等が設
計どおりに施されていることを，敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行
うことで確認する。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下位
クラス施設についても合わせて確認する。
・以上の詳細な方針は，「Ⅲ－１－１－４　波及的影響に係る基本方針」に示す。

― ―

【Gr1】
・下位クラス施設について，防護対象設備に波及的影響
を及ぼさないよう，必要な強度を有する構造とすること
は，共通方針であることから，Gr1にて代表として説明
する。

〈No.90〉
・ラック/ピット/棚
・機械装置・搬送設備
・遮蔽扉・遮蔽蓋
・換気設備
・火災防護設備（シャッタ）

第１回申請と同一 ―
（定義のため）

遮蔽扉，遮蔽蓋 5条26条・6条27条N②
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のある遮蔽扉

遮蔽扉：B-2

換気設備 5条26条・6条27条C③
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のある換気設備(工程
室排風機及び排気筒)

ファン：C-1

第１回申請と同一91 なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設に対する波及的影響については，「耐震重要施設」を「常設耐震
重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設」に，「耐
震重要度の下位のクラスに属する施設」を「常設耐震重要重大事故等
対処設備が設置される重大事故等対処施設以外の施設」に，「安全機
能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用
する。

定義
評価要求

基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対
処施設の設備分類
3.3 波及的影響に対する考慮

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【3. 耐震設計上の重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類】
【3.3 波及的影響に対する考慮】
・常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設に対する波及
的影響については，「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設」に，「耐震重要度の下位クラスに属する施設」を「常
設耐震縦横重大う時期お等対処設備が設置される重大事故等対処施設以外の施設」
に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用
する。

― ― 5条26条・6条27条C⑥
常設耐震重要重大事
故等対処設備以外の
常設重大事故等対処
設備の換気設備

5条26条・6条27条A③
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のあるグローブボッ
クス

5条26条・6条27条I②
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のあるラック／ピッ
ト／棚(グローブボッ
クス内装機器)

5条26条・6条27条C③
Sクラス施設に波及的
影響を及ぼすおそれ
のある換気設備(工程
室排風機及び排気筒)

5条26条・6条27条L①
火災防護設備
（シャッタ）

【建物・構築物】 換気設備 排気筒：C-1

火災防護設備
(シャッタ)

シャッタ：C-1

ラック/ピット/棚 ・ラック/ピット/
棚:B-2

【Gr5】
・下位クラス施設となる重大事故等対処設備について，
防護対象設備に波及的影響を及ぼさないよう，必要な強
度を有する構造とすることを，Gr5にて説明する。

― 【建物・構築物】 排気筒：常設耐震重要
重大事故等対処設備へ
の波及的影響を考慮す
る設備

重大事故等対処設備

基本方針

基本方針
施設共通 基本設計方針
(波及的影響に係る機器設置時の配
慮事項等)

グローブボックス
（オープンポート
ボックス，フードを
含む。）

・グローブボックス：
B-2

―
(基本設計方針No.89～91に係る冒頭宣言のため)

―
（定義及び運用要求のため）
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第五条、第二十六条（地盤）、第六条、第二十七条（地震による損傷の防止））

別紙２

説明対象
申請対象設備
（2項変更②）

申請対象設備
（1項新規①）

仕様表 添付書類 添付書類における記載 設計プロセス条件等 解析モデル等
設計説明分類
(下線は代表)

適合性説明対象
(対象機器の詳細は資

料1別添を参照)

耐震設計
(下線は計算書作成対象)

設計説明分類の設計分類 設計分類の考え方 説明グループの考え方 関連する個別補足説明資料
項目番

号
基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　構成（１） 添付書類　説明内容（１） 添付書類　構成（２） 添付書類　説明内容（２）

第２回申請

Ⅴ－１－１－４　安全機能を有する施設及び重
大事故等対処設備が使用される条件の下におけ
る健全性に関する説明書

地下水排水設備の自然現象に対する考慮等の設計を示す。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
6. 構造計画と配置計画

10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【6. 構造計画と配置計画】
・耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の地下水を排
水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できるよう地下水排水設備(サブ
ドレンポンプ，水位検出器等)を設置する。
地下水排水設備は，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設に適用される要
求事項を満足するよう設計する。また，上記より対象となる建物・構築物の評価に
影響するため，建物・構築物の機能要求を満たすように，基準地震動Ｓｓによる地
震力に対して機能を維持するとともに，非常用電源設備からの給電が可能な設計と
することとし，その評価を「Ⅲ－２－１　耐震重要施設等の耐震性に関する計算
書」のうち地下水排水設備の耐震性についての計算書にて次回以降に詳細を示す。

【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・建物・構築物の耐震評価においては，地下水排水設備による地下水位の低下を考
慮し，設計用地下水位を基礎スラブ上端レベルに設定する。
また，地下水位を基礎スラブ以深に維持することから，地下水圧のうち側面からの
圧力は考慮しないこととするが，揚圧力については考慮することとする。

― ―92 c.　建物・構築物への地下水の影響
耐震設計において地下水位の低下を期待する建物・構築物は，周囲の
地下水を排水し，基礎スラブ底面レベル以深に地下水位を維持できる
よう地下水排水設備（サブドレンポンプ，水位検出器等）を設置す
る。
また，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，必要な機能が保持でき
る設計とするとともに，非常用電源設備からの給電が可能な設計とす
る。

定義
機能要求①
機能要求②
評価要求

基本方針
地下水排水設備(集水管，サブドレ
ン管，サブドレンピット，サブドレ
ンシャフト，サブドレンポンプ，揚
水管，水位検出器，制御盤，電源)

設計方針
評価

94  (6)　緊急時対策所
緊急時対策所については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，重
大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計
とする。緊急時対策建屋については，耐震構造とし，基準地震動Ｓｓ
による地震力に対して，遮蔽機能を確保する設計とする。
また，緊急時対策所の居住性を確保するため，鉄筋コンクリート構造
とし，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して，緊急時対策建屋の換気
設備の性能とあいまって十分な気密性を確保する設計とする。
なお，地震力の算定方法及び荷重の組合せと許容限界については，
「(3) 地震力の算定方法」及び「(4) 荷重の組合せと許容限界」に示
す建物・構築物及び機器・配管系を適用する。

定義
評価要求

基本方針
設計方針
評価

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
5. 機能維持の基本方針
5.2 機能維持

【5. 機能維持の基本方針】
【5.2 機能維持 「(1)建物・構築物」「b.重大事故等対処施設」「(a)遮蔽機能の維
持」】
・遮蔽機能の維持が要求される施設は，重大事故等対処施設の設備分類に応じた地
震動に対して，「5.2(1)a.(c)　遮蔽機能の維持」と同様の設計を行うことで，遮蔽
機能が維持できる設計とする。
・緊急時対策所の遮蔽機能の維持に係る設計方針については，緊急時対策所の申請
時に詳細を説明する。
【5.2 機能維持 「(1)建物・構築物」「b.重大事故等対処施設」「(b)気密性の維
持」】
・気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後において，居住性確保のた
め，事故時に放射性気体の流入を防ぐことを目的として，重大事故等対処施設の設
備分類に応じた地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保すること
及び換気設備の換気機能とあいまって施設の気圧差を確保することで，必要な気密
性が維持できる設計とする。
・緊急時対策所の気密性の維持に係る設計方針については，緊急時対策所の申請時
に詳細を説明する。

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛
直方向の地震力を組み合わせた影響評価に当たっては，工学的に水平方向の地震動
から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動（鉛直）」とい
う。)による地震力を用いた場合においても，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合
わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認す
る。具体的には，一関東評価用地震動（鉛直）を用いた場合の応答と基準地震動Ｓ
ｓの応答との比較により，基準地震動Ｓｓを用いて評価した施設の耐震安全性に影
響を与えないことを確認する。なお，施設の耐震安全性へ影響を与える可能性があ
る場合には詳細評価を実施する。影響評価結果については，「Ⅲ－２－４－１ 一関
東評価地震動(鉛直)に関する影響評価」に示す。
・一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトルを第10.1-1図に，設計用模
擬地震波の加速度時刻歴波形を第10.1-2図に示す。また，弾性設計用地震動Ｓｄに
対応するものとして，一関評価用地震動（鉛直）に対して係数0.5を乗じた地震動の
設計用応答スペクトルを第10.1-3 図に，加速度時刻歴波形を10.1-4 図に示す。
【10.2 機器・配管系】
・「Ⅲ－２－４－１ 一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価」に示す。
・影響評価に当たっては水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えら
れる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。具体的には，一関
東評価用地震動(鉛直)を用いた場合の応答と基準地震動Ｓｓの応答との比較によ
り，基準地震動Ｓｓを用いて評価した施設の耐震安全性に影響を与えないことを確
認する。なお，施設の耐震安全性への影響を与える可能性がある場合には詳細評価
を実施する。

― ―93 d.　一関東評価用地震動（鉛直）
基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水
平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響評価を行う場合には，
工学的に水平方向の地震動から設定した鉛直方向の評価用地震動（以
下「一関東評価用地震動（鉛直）」という。）による地震力を用い
て，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えられる施
設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。

定義
評価要求

基本方針
評価

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物
10.2 機器・配管系

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【10. 耐震計算の基本方針】
【10.1 建物・構築物】
・基準地震動Ｓｓ－Ｃ４は，水平方向の地震動のみであることから，水平方向と鉛
直方向の地震力を組み合わせた影響評価に当たっては，工学的に水平方向の地震動
から設定した鉛直方向の評価用地震動(以下「一関東評価用地震動（鉛直）」とい
う。)による地震力を用いた場合においても，水平方向と鉛直方向の地震力を組み合
わせた影響が考えられる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認す
る。具体的には，一関東評価用地震動（鉛直）を用いた場合の応答と基準地震動Ｓ
ｓの応答との比較により，基準地震動Ｓｓを用いて評価した施設の耐震安全性に影
響を与えないことを確認する。なお，施設の耐震安全性へ影響を与える可能性があ
る場合には詳細評価を実施する。影響評価結果については，「Ⅲ－２－４－１ 一関
東評価地震動(鉛直)に関する影響評価」に示す。
・一関東評価用地震動（鉛直）の設計用応答スペクトルを第10.1-1図に，設計用模
擬地震波の加速度時刻歴波形を第10.1-2図に示す。また，弾性設計用地震動Ｓｄに
対応するものとして，一関評価用地震動（鉛直）に対して係数0.5を乗じた地震動の
設計用応答スペクトルを第10.1-3 図に，加速度時刻歴波形を10.1-4 図に示す。
【10.2 機器・配管系】
・「Ⅲ－２－４－１ 一関東評価用地震動(鉛直)に関する影響評価」に示す。
・影響評価に当たっては水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わせた影響が考えら
れる施設に対して，許容限界の範囲内に留まることを確認する。具体的には，一関
東評価用地震動(鉛直)を用いた場合の応答と基準地震動Ｓｓの応答との比較によ
り，基準地震動Ｓｓを用いて評価した施設の耐震安全性に影響を与えないことを確
認する。なお，施設の耐震安全性への影響を与える可能性がある場合には詳細評価
を実施する。

○ ＜Ｓクラスの施設＞
粉末一時保管設備
ペレット一時保管設備
スクラップ貯蔵設備
製品ペレット貯蔵設備

＜上記の間接支持構造物＞
燃料加工建屋

＜Ｓクラスの施設＞
原料MOX粉末缶一時保管設備
工程室排気設備
グローブボックス排気設備
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備
消火設備
火災影響軽減設備

＜常設耐震重要重大事故等対処設備
が設置される重大事故等対処施設＞
外部放出抑制設備
代替グローブボックス排気設備

＜上記の間接支持構造物＞
燃料加工建屋

95 (7)　地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針
耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大
事故等対処施設については，による地震力により周辺斜面の崩壊の影
響がないことが確認された場所に設置する。
なお，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置され
る重大事故等対処施設周辺においては平坦な造成地であることから，
地震力に対して，施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必
要な機能に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面
はない。

定義 基本方針 基本方針 Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方
針

Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方針
【7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針】
・耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処
施設については，基準地震動Ｓｓによる地震力により周辺斜面の崩壊の影響がない
ことが確認された場所に設置する。具体的には，JEAG4601の安定性評価の対象とす
べき斜面や，土砂災害防止法での土砂災害警戒区域の設定離間距離を参考に，個々
の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。
・上記に基づく対象斜面の抽出については，事業(変更)許可申請書にて記載，確認
されており，その結果，耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置
される重大事故等対処施設周辺においては，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し
て，施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能に重大な影響を与
えるような崩壊を起こすおそれのある斜面はないことを確認している。

― ― ― ―― ―

― ― 第１回申請と同一

― ―

― Ⅲ－１－１　耐震設計の基本方
針
10. 耐震計算の基本方針
10.1 建物・構築物
10.2 機器・配管系

― ― ― ―― ―

Ｓクラスの施設

常設耐震重要重大事故等対処設備が
設置される重大事故等対処施設

上記の間接支持構造物

基本方針
緊急時対策所

―
(第2回申請対象外のため)

―
(一関東評価用地震動（鉛直）に係る影響評価については，「2-2　解析・評価等」にて説明するため)

―
(第2回申請対象外のため)

―
（定義のため）

100



101



・グローブボックス等の負圧維持，オープンポートボ
ックス及びフードの開口部からの空気流入風速を確保
するための排気系統について，システム設計にて説明
する。

グローブボックス等の負圧維持，オープンポート
ボックス及びフードの開口部からの空気流入風速を確
保するための排気系統について，Gr1で説明する。
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① 詳細設計展開表（グローブボックス（オープンポートボックス，フードを含む）の構造設計）
（耐震設計）

条文 基本設計方針
番号

基本設計方針 代表以外の設計説明分類 添付書類　詳細設計方針1
（Ⅲ-1-1　耐震設計の基本方針)

添付書類　詳細設計方針2
（Ⅲ-1-1-1～Ⅲ-1-1-12）

添付書類　詳細設計方針3
（Ⅲ-1-2-2-1　機器の耐震計算に関する基本方針）

添付書類　詳細設計方針4
（Ⅲ-1-3-2-2　有限要素モデル等を用いて評価を行う機器の

耐震計算書作成の基本方針）

仕様表記載項目 設計分類 設計上の配慮事項 構造設計 既認可からの変更点 他条文要求との関
係

資料番号

・機械装置・搬送設備：B-
1,B-2,C-1
・ラック/ピット/棚：B-
1,B-2,B-3
・消火設備（容器ユニッ
ト，選択弁ユニット，減圧
装置ユニット）：S
・火災防護設備（シャッ
タ）：C-1
・遮蔽扉・遮蔽蓋：B-1,B-
2

―
（代表の設計説明分類から差分なし）

―
（代表の設計説明分類から差分なし）

―
（代表の設計説明分類から差分なし）

―
（代表の設計説明分類から差分なし）

―
（代表の設計説
明分類から差分

なし）

構造設計（設計プ
ロセス条件：質
量）

―
（代表の設計説明分類から差

分なし）

―
（代表設備と構造は違うものの，代表の設計説明分類と質量の設定の

考え方は同様であるため，差分なし）
―

―
（代表の設計説明
分類から差分な

し）

―
（代表の設計説明
分類から差分な

し）

6条27条
地震

6条27条-59 　機器については，形状，構造特性等を考慮して，代表
的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，
有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いた
スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により
応答を求める。
また，時刻歴応答解析法及びスペクトルモーダル解析

法を用いる場合は地盤物性等のばらつきを適切に考慮す
る。スペクトルモーダル解析法には地盤物性等のばらつ
きを考慮した床応答曲線を用いる。
配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床

応答曲線を用いたスペクトルモーダル解析法により応答
を求める。
スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選

択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬す
る観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬
する観点で，建物・構築物の剛性及び地盤物性のばらつ
きへの配慮をしつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析
対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特性等を考
慮し適切に選定する。
また，設備の3次元的な広がりを踏まえ，適切に応答を

評価できるモデルを用い，水平2方向及び鉛直方向の応答
成分について適切に組み合わせるものとする。
なお，剛性の高い機器・配管系は，その設置床面の最

大床応答加速度の1.2倍の加速度を静的に作用させて地震
力を算定する。

【資料3②詳細説
明図】
6条27条(5),(25)
質量①

【資料3③既認可
からの変更点】
(1)(2)
質量①

・10条-3①-2（缶
体部の漏えいし難
い構造）
⇒質量①

・10条-3①-9（防
火シャッタ取付部
の漏えいし難い構
造）
⇒質量①

・10条-3⑤-2（管
台部の漏えいし難
い構造）
⇒質量①

【Ⅲ-1-1-5　2.2 　機器・配管系】
(2) 解析方法及び解析モデル
　動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適
用性，適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解
析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規
格・基準，あるいは実験等の結果に基づき設定する。
　機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な
振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，はり，シェル等の
要素を使用した有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用い
たスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求め
る。①
　配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用
いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求
める。
　また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いる場
合は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。
　スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たって
は，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見
を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，材料物性のばらつき等への
配慮を考慮しつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現
象，対象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。
3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配置を踏まえ，

適切にモデル化し，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切
に組み合わせるものとする。具体的な方針については「Ⅲ－１－１－
７　水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」
に示す。
剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の最大応

答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用
いる地震力を算定する。
ａ．解析方法
スペクトルモーダル解析法における最大値は，二乗和平方根(SRSS)法
により求める。時刻歴応答解析法においては直接積分法又はモーダル
時刻歴解析による。
ｂ．解析モデル
　機器・配管系の解析モデルの例を以下に示す。
(a) 機器
　容器，熱交換器等の機器は，機器本体及び支持構造物の剛性をそれ
ぞれ考慮し，原則として重心位置に質量を集中させた1質点系モデル
に置換する。
　ただし，振動特性の観点から質量分布及び部材間における剛性変化
を考慮する方が適切と考えられる構造の場合は，はり又はシェル要素
による有限要素モデルに置換する。①
　また，クレーン類は，その構造特性を考慮してはり又はシェル要素
による有限要素モデルに置換する。なお，すべり等の非線形現象を考
慮する場合は，すべり要素等の非線形要素を取り入れた上で有限要素
モデルに置換する。
(b) 配管系(配管及びダクト)
配管は，設備の重要度，口径及び最高使用温度に応じ，標準支持間

隔を用いたモデル又は多質点系はりモデルに置換する。また，ダクト
は，標準支持間隔を用いたモデルに置換する。
機器，配管系の評価については，これら解析方法及び解析モデルに

応じた評価を行う。機器，配管系の評価方法について，「Ⅲ－１－１
－10　機器の耐震支持方針」，「Ⅲ－１－１－11－１　配管の耐震支
持方針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅲ－
１－２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関
する計算書作成の基本方針」に示す。

※下線部以外は，配管系，質点系モデル，評価等に関する記載のた
め，他の設備にて展開する。

【Ⅲ-1-1　10.2　機器・配管系】
機器・配管系の評価は，「4.　設計用地震力」で示す設計用地震力に
よる適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わすべき他の荷重
による応力との組合せ応力が「5.　機能維持の基本方針」で示す許容
限界内にあることを確認すること(解析による設計)により行う。
 評価手法は，JEAG4601に基づき，以下に示す定式化された計算式を
用いた解析手法又はFEM等を用いた応力解析手法にて実施すること
を基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を確認の上適用す
ることとする。なお，FEM等を用いた応力解析手法において時刻歴
応答解析法及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性
のばらつき等を適切に考慮する。
(1) 定式化された計算式を用いた解析手法
(2) FEM等を用いた応力解析手法
・スペクトルモーダル解析法
・時刻歴応答解析法

　機器・配管系については，解析方法及び解析モデルを機器，配管系
ごとに設定するとともに，安全機能に応じた評価を行う。
これら機器，配管系ごとに適用する解析方法及び解析モデルを「Ⅲ－
１－１－５　地震応答解析の基本方針」の「2.2(2)　解析方法及び
解析モデル」に示す。
　具体的な評価手法は，「Ⅲ－１－１－11－１　配管の耐震支持方
針」，「Ⅲ－１－１－11－２　ダクトの耐震支持方針」，「Ⅲ－１－
２　耐震計算に関する基本方針」及び「Ⅲ－１－３　耐震性に関す
る計算書作成の基本方針」に示す。①

※下線部以外は，配管系の耐震支持方針の展開先を示す内容のため，
対象外とする。

（代表）
グローブボックス：S,B-
1,B-2

【Ⅲ-1-2-2-1　3.1.2　解析モデルの設定条件】
(8) 質量
質点系モデルについては，構造及び拘束条件に応じて，各質点の質
量を設定する。
有限要素モデルについては，耐震強度部材の各要素の寸法及び密度
により適切に設定する。耐震強度部材として期待しない付属品は，
付加質量として相当する位置の近傍節点あるいは要素に設定する。
なお，内包流体を有する機器については，内包流体の量が運転状態
によって変化するため，これらを包絡する条件を設定する。①

※下線部以外は，質点系モデルに関する記載のため，他の設備にて展
開する。

【Ⅲ-1-3-2-2　2.2.8　質量】
質量は，「Ⅲ－１－２－２－１　機器の耐震計算に関する基本方
針」の「3.1.2(8)　質量」に基づき，構造図，設計図書等から耐震
強度部材となる各要素の使用部材の密度と部材寸法から計算する。
耐震強度部材として期待しない付属品は，構造図，設計図書等から
密度と材料寸法から質量を算出し，付加質量として相当する位置の
近傍節点あるいは要素に付加する。内装機器の質量についても同様
に，付加質量として相当する位置の近傍節点あるいは要素に付加す
る。①

―

構造設計（設計プ
ロセス条件：質
量）

質量の設定として，使用部材
の密度と部材寸法から質量を
計算することの記載が不足し
ているため，添付書類に記載
を追加。また，付属品の質量
の扱いについて，記載が不足
していたため，添付書類に記
載を追加
⇒「Ⅲ-1-2-2-1」及び「Ⅲ-
1-3-2-2」に記載を追加

【設計プロセス条件（質量）】
・グローブボックスの缶体，支持構造物及び防火シャッタ取付部の使
用部材の密度と部材寸法から質量を計算する。耐震強度部材として期
待しない付属品である窓板部，搬出入口，コネクタ部，磁性流体シー
ル部，伸縮継手（ベローズ）の質量は，付加質量として相当する位置
の近傍節点あるいは要素に付加する。管台部及び内装機器の質量につ
いても同様に，付加質量として相当する位置の近傍節点あるいは要素
に付加する。
（質量①）

・支持構造物の構造変更に伴う
質量の変更(質量①)

※耐震設計に係る既認可からの
変更点の詳細については、補足
説明資料「耐震建物01　耐震設
計の基本方針に関する耐震評価
対象の網羅性，既設工認との手
法の相違点の整理について（建
物・構築物，機器・配管系）」
にて詳細を説明する。
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【耐震】 
基準値震動の見直しに伴い，サポート部
材厚さ増及びサポート構造の変更 
【6条27条-14①-1】 
本GBの場合： 
L75×75×6→L75×75×9 
 
サポート部材の構造変更に伴う断面特性
及び質量の変更 
【6条27条-59質量①，78断面特性①】

【火災】 
含鉛メタクリル樹脂の表
面にポリカーボネート樹
脂で覆う構造に変更 
【11条-76①-1】

【火災】【耐震】 
アクリルパネルから難
燃性材料のポリカーボ
ネート樹脂のパネルに
変更 
【11条-65①-2】 
【6条27条- 
14①-2，61閉じ込め機
能維持等①-1】
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【耐震】 
基準値震動の見直しに伴い，サポート部材厚さ増の変更 
【6条27条-14①-1】 
本GBの場合： 
75×75×6→L75×75×9 
 
サポート部材の構造変更に伴う断面特性及び質量の変更 
【6条27条-59質量①，78断面特性①】【耐震】 

基震重要度の見直しに伴い，取付
ボルト本数増及びピッチ変更 
【6条27条-14①-1，59寸法①】 
 
本GBの場合： 
4本→6本 
200→230

【火災】【耐震】 
アクリルパネルから難燃性材料のポリ
カーボネート樹脂のパネルに変更 
【11条-65①-2】 
【6条27条-14①-2，61閉じ込め機能
維持等①-1】 
 
【火災】 
含鉛アクリルパネルを削除 
【11条-76①-2】

【耐震】 
基震重要度の見直しに伴
い，取付ボルト本数増 
【6条27条-14①-1】 
 
本GBの場合： 
12本→18本
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【耐震】 
耐震重要度分類の見直しに伴い，サ
ポート部材の厚み増 
【6条27条-14①-1】 
 
本GBの場合： 
L75×75×6→L75×75×9

【火災】 
消火ガス入口の管台を
追加 
【11条-128①】

【火災】【耐震】 
アクリルパネルから難燃性材料のポ
リカーボネート樹脂のパネルに変更 
【11条-65①-2】 
【6条27条-14①-2】 
 
【火災】 
含鉛メタクリル樹脂を削除 
【11条-76①-2】

【耐震】 
耐震重要度の見直しに伴
い，取付ボルト本数増 
【6条27条-14①-1】 
 
本GBの場合： 
4本→6本
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【火災】 
防火シャッタ追加による缶体サイズの変更 
【11条-111,112①】 
 
本GBの場合： 
4845→5095 
また，防火シャッタ追加により，壁から支
持を取るサポートの一部削除し，防火
シャッタを介して缶体を支持する構造に変
更したことによる取付ボルト本数減（16本
→8本(防火シャッタ取付ボルト40本)）。 
次項に防火シャッタの詳細図を示す。

【火災】【耐震】 
アクリルパネルから難燃性材料のポリ
カーボネート樹脂のパネルに変更 
【11条-65①-2】 
【6条27条-14①-2】 
 
【火災】 
含鉛アクリルパネルを削除 
【11条-76①-2】 

【火災】 
防火シャッタ
追加による
シャッタ閉止
時の給排気バ
ランス維持の
ため給気口を
追加 
【11条-111, 
112①】

【耐震】 
耐震重要度の見直しに伴い
耐震サポート部材の厚み
増。また，階高変更による
耐震サポート構造の変更。 
【6条27条-14①-1】 
 
本GBの場合： 
L75×75×6→L75×75×9

【その他①】 
作業性を考慮しグローブ
ポートを移動及び追加 
 
本GBの場合： 
2個→3個

【その他①】 
作業性を考慮しグローブ
ポートを移動及び追加 
 
本GBの場合： 
2個→3個
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